


令和２年 10 月 16 日 

 

薬事・食品衛生審議会 

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿 

 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩 

 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 
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平成 30 年 12 月 25 日付け厚生労働省発生食 1225 第１号をもって諮問された、食品衛

生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 13 条第１項の規定に基づくクロルピリホスに係る食

品中の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取り

まとめたので、これを報告する。 



 

クロルピリホス 
 

 今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定

依頼及び魚介類への基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品中の農薬

等のポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直

しを含め、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動

物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。 

 
１．概要 

（１）品目名：クロルピリホス[ Chlorpyrifos (ISO) ]  

 
（２）用 途：殺虫剤 

有機リン系殺虫剤である。アセチルコリンエステラーゼの阻害により、殺虫作用を

示す。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) phosphorothioate（IUPAC） 

 

Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) ester  

（CAS：No. 2921-88-2） 

 

（４）構造式及び物性 

 

 

 

 

 

 
 
                           
   分 子 式  C9H11Cl3NO3PS 
   分 子 量  350.58 
   水溶解度  9.41 × 10-4 g/L (25℃) 

分配係数  log10Pow ＝ 4.70 (20℃) 

 



 

２．適用の範囲及び使用方法 

  本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

作物名となっているものについては、今回農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく適

用拡大申請がなされたものを示している。 

 

（１）国内での使用方法 

① 75.0%クロルピリホスドライフロアブル 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽを 

含む農薬の 

総使用回数 

りんご 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 

ﾘﾝｺﾞﾜﾀﾑｼ 

ｹﾑｼ類 
3000倍 

200～700 

L/10 a 

収穫45日前 

まで 
1回 

散布 

1回 

なし 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 
収穫30日前 

まで 
3回以内 3回以内 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 

3000～

4000倍 

もも 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｳﾒｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ 

3000倍 
収穫14日前 

まで 

5回以内 5回以内 

ネクタリン 
ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

2回以内 2回以内 

すもも 
ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ｳﾒｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ 

みかん 

（施設栽培） ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

みかん 

（露地栽培） 
ｸﾜｺﾞﾏﾀﾞﾗﾋﾄﾘ 

ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 
2000倍 

収穫30日前 

まで 

かんきつ 

（みかんを除く）

収穫60日前 

まで 
1回 1回 

ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 
2000～ 

3000倍 

ブルーベリー ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 

3000倍 
収穫14日前 

まで 
2回以内 2回以内 

かりん ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ 



 

② 40.0%クロルピリホス乳剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽを 

含む農薬の 

総使用回数 

みかん 

（露地栽培） 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
1500倍 

200～700 

L/10 a 収穫30日前 

まで 
2回以内 

散布 

2回以内 

ﾔﾉﾈｶｲｶﾞﾗﾑｼ若齢

幼虫 

ｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 

ｸﾜｺﾞﾏﾀﾞﾗﾋﾄﾘ幼虫 

1000倍 

ｶﾐｷﾘﾑｼ類幼虫 100倍 
20～70  

L/10 a 
樹幹散布 

かんきつ 

（みかんを除く）

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
1500倍 

200～700 

L/10 a 

収穫60日前 

まで 
1回 

散布 

1回 ﾔﾉﾈｶｲｶﾞﾗﾑｼ若齢

幼虫 

ｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 

ｸﾜｺﾞﾏﾀﾞﾗﾋﾄﾘ幼虫 

1000倍 

ばれいしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1500倍 
100～300 

L/10 a 

収穫7日前 

まで 

2回以内 2回以内 

だいず 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 

あずき 
ｱｽﾞｷﾉﾒｲｶﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
3回以内 3回以内 

てんさい 

ﾖﾄｳﾑｼ 

ｶﾒﾉｺﾊﾑｼ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

収穫45日前 

まで 

2回以内 2回以内 茶 

ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ 

ﾁｬﾊﾏｷ 

1000～ 

1500倍 

200～400 

L/10 a 摘採14日前 

まで 
ｸﾜｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1000倍 

1000  

L/10 a 

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 
1000～ 

1500倍 

100～300 

L/10 a 

収穫21日前 

まで 

 



 

③ 3.0%クロルピリホス粒剤 

作物名 適用 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽを 

含む農薬の 

総使用回数 

かんしょ 

ﾊﾘｶﾞﾈﾑｼ類 

9 kg/10 a 

植付時 

2回以内 

全面土壌混和又

は植溝土壌混和 

2回以内 ｺｶﾞﾈﾑｼ類 

生育期 

ただし収穫30日

前まで 

全面散布 

ｱﾘﾓﾄﾞｷｿﾞｳﾑｼ 

ｲﾓｿﾞｳﾑｼ 
6 kg/10 a 株元散布 

だいこん 

ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ 9 kg/10 a 

は種時 

1回 

播溝土壌混和 

1回 ﾀﾈﾊﾞｴ 
6～9  

kg/10 a 

さとうきび ﾊﾘｶﾞﾈﾑｼ類 9 kg/10 a 植付時 植溝土壌混和 

 

（２）海外での使用方法 

① 48%クロルピリホス乳剤（パラグアイ） 

作物名 適用 希釈倍率 使用液量 使用時期 使用方法 
本剤の 

使用回数 

ごま 

ｹﾑｼ類 

ｶﾒﾑｼ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

267 倍 
600 mL 製品

/ha 

収穫7日前 

まで 
散布 2回以内 

 
② 45.9%クロルピリホス・4.59%シペルメトリン乳剤（ミャンマー） 

作物名 適用 希釈倍率 使用液量 使用時期 使用方法 
本剤の 

使用回数 

ごま 

ﾖﾄｳﾑｼ類 

莢侵入性害虫 

ｶﾒﾑｼ類 

ﾊﾀﾞﾆ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾖｺﾊﾞｲ類 

ｹﾑｼ類 

10 

mL/gallon 

200～400 

mL 製品

/acre 

収穫14日前 

まで 
散布 2回以内 

gallon: ガロン（1 gallon = 0.003785412 m3） 

acre: エーカー（1 acre = 約 4,047 m2） 



 

３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

 【国内】 

① 分析対象物質 

・クロルピリホス 

・O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジニル)ホスフェート（以下、代謝物Y

という） 

 

 

 

 

 

 

代謝物Y 

 

② 分析法の概要 

ｉ）クロルピリホス 

試料からアセトン、アセトン・水（4：1）混液又はメタノールで抽出し、n-ヘ

キサン又は n-ヘキサン・酢酸エチル（4：1）混液に転溶する。必要に応じてアセ

トニトリル/ヘキサン分配を行う。フロリジルカラム、シリカゲルカラム、アルミ

ナカラム、フロリジルカラム及びシリカゲルカラム又はグラファイトカーボン

/NH2積層カラムを用いて精製した後、炎光光度型検出器（リン用干渉フィルター）

付きガスクロマトグラフ（GC-FPD(P)）、アルカリ熱イオン化検出器付きガスクロ

マトグラフ（GC-FTD）又は高感度窒素・リン検出器付きガスクロマトグラフ

（GC-NPD）で定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラム、多孔性ケイソ

ウ土カラム及びフロリジルカラム、多孔性ケイソウ土カラム及びシリカゲルカラ

ム、C18カラム及びフロリジルカラム、又は多孔性ケイソウ土カラム及び多孔性ケ

イソウ土/フロリジル連結カラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、

GC-NPD 又は GC-FPD(P)で定量する。 

あるいは、試料からアセトンで抽出し、グラファイトカーボン/PSA 積層カラム

を用いて精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）

で定量する。 

荒茶及び茶浸出液については、必要に応じて酢酸鉛溶液又は酢酸亜鉛溶液処理

をする。茶浸出液については、n-ヘキサン又はジクロロメタンで抽出し、アルミ

ナカラム又はフロリジルカラムを用いて精製した後、GC-FTD 又は GC-FPD(P)で定

量する。 

 



 

定量限界：0.001～0.02 mg/kg 

 

ⅱ）クロルピリホス及び代謝物 Y 

試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサンに転溶した後、GC-FTD で定量する。 

 

定量限界：クロルピリホス 0.001～0.003 mg/kg 

代謝物Y     0.01～0.02 mg/kg 

 

 【海外】 

① 分析対象物質 

・クロルピリホス 

 

② 分析法の概要 

ｉ）パラグアイ 

試料に水を加えて膨潤させ、アセトニトリルで抽出し、0.5 mol/L リン酸緩衝

液（pH 7.0）及び塩化ナトリウムを加えて塩析する。有機層を C18カラム及びグラ

ファイトカーボン/NH2積層カラムを用いて精製した後、LC-MS/MS で定量する。 

 

定量限界：0.01 mg/kg 

 

ⅱ）ミャンマー 

試料からアセトンで抽出し、酢酸エチル・n-ヘキサン（1：4）混液に転溶する。

アセトニトリル/ヘキサン分配し、シリカゲルカラムを用いて精製した後、

GC-FPD(P)で定量する。 

 

定量限界：0.01 mg/kg 

 

（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙 1-1、海外で実施された

作物残留試験の結果の概要については別紙 1-2 及び 1-3 を参照。 

 

 ４．魚介類における推定残留濃度 

本剤については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、本剤の水域環境

中予測濃度注 1)及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor）から、以下のとお

り魚介類中の推定残留濃度を算出した。 

 

（１）水域環境中予測濃度 

本剤は水田以外で使用されることから、非水田 PECtier1 注 2）を算出したところ、0.044 

µg/L となった。 



 

 

（２）生物濃縮係数 
14C標識クロルピリホスを用いた30日間の取込期間及び16日間の排泄期間を設定した

ニジマスの魚類濃縮性試験が実施された。クロルピリホスの分析の結果から、BCFk
注

 

3）

は1,374 L/kgと算出された。 

 

（３）推定残留濃度  

（１）及び（２）の結果から、クロルピリホスの水域環境中予測濃度：0.044 µg/L、

BCFk：1,374 L/kg とし、下記のとおり推定残留濃度を算出した。 

 

推定残留濃度 ＝ 0.044 µg/L × (1,374 L/kg × 5) ＝ 302 µg/kg ＝ 0.302 mg/kg 

 

注1）農薬取締法第4条第1項第8号に基づく水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準設

定における規定に準拠 

注 2）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出 

注 3）BCFk: 被験物質の取込速度定数と排泄速度定数から求められた BCF 

（参考）平成 19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に残留

する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準

設定法」報告書 

 
５．畜産物における推定残留濃度 

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定される

ことから、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の

結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。 

 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・クロルピリホス 

 
② 分析法の概要 

試料から n-ヘキサンで抽出し、アセトニトリル/ヘキサン分配を行う。シリカゲル

カラムを用いて精製した後、電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ（GC-ECD）

で定量する。 

または、試料から n-ヘキサン又はアセトンで抽出し、アセトン抽出液はジクロロ

メタンに転溶する。アセトニトリル/ヘキサン分配し、シリカゲルカラムを用いて精

製した後、GC-FPD(P)で定量する。 

 

定量限界：0.01 mg/kg 

 



 

（２）家畜残留試験（動物飼養試験） 

① 肉牛を用いた残留試験 

肉牛（ヘレフォード種、体重158～243 kg、3頭/群）に対して、飼料中濃度として

3、10、30及び100 ppm に相当する量のクロルピリホスを含むカプセルを30日間にわ

たり強制経口投与し、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるクロルピリホスの濃度

をGC-FPD(P)で測定した。結果は表1を参照。 

 

表 1．肉牛の試料中の残留濃度（mg/kg） 

 3 ppm 投与群 10 ppm 投与群 30 ppm 投与群 100 ppm 投与群 

筋肉 
<0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

 0.02 (最大) 
 0.01 (平均) 

 0.02 (最大) 
 0.01 (平均) 

0.29 (最大) 
0.20 (平均) 

脂肪 
 0.04 (最大) 
 0.02 (平均) 

 0.15 (最大) 
 0.10 (平均) 

 0.99 (最大) 
 0.46 (平均) 

4.2  (最大) 
2.9  (平均) 

肝臓 
<0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

 0.02 (最大) 
 0.01 (平均) 

 0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

0.02 (最大) 
0.01 (平均) 

腎臓 
<0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

<0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

 0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

0.02 (最大) 
0.01 (平均) 

   定量限界：0.01 mg/kg 

 

② 乳牛を用いた残留試験 

乳牛（3頭/群）に対して、飼料中濃度として10及び30 ppm に相当する量のクロル

ピリホスを14日間にわたり混餌投与し、乳に含まれるクロルピリホスの濃度を

GC-ECDで測定した。結果は表2を参照。 

 

表 2．乳牛の乳中の残留濃度（mg/kg） 

 10 ppm 投与群 30 ppm 投与群 

乳(平均) <0.01 0.01 

定量限界：0.01 mg/kg 

 

③ 豚を用いた残留試験 

豚（ランドレース種、体重約23 kg、3頭/群）に対して、飼料中濃度として1、3

及び10 ppmに相当する量のクロルピリホスを30日間にわたり混餌投与し、筋肉、脂

肪、肝臓及び腎臓に含まれるクロルピリホスの濃度をGC-FPD(P)で測定した。結果は

表3を参照。 



 

 

表 3．豚の試料中の残留濃度（mg/kg） 

 1 ppm 投与群 3 ppm 投与群 10 ppm 投与群 

筋肉 － 
<0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

 0.03 (最大) 
 0.02 (平均) 

脂肪 
 0.02 (最大) 
 0.01 (平均) 

 0.04 (最大) 
 0.02 (平均) 

 0.18 (最大) 
 0.12 (平均) 

肝臓 － 
<0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

 0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

腎臓 － － 
<0.01 (最大) 
<0.01 (平均) 

 定量限界：0.01 mg/kg 

 －：分析せず 

 

④ 産卵鶏を用いた残留試験 

産卵鶏（36羽/群）に対して、飼料中濃度として0.3、1、3及び10 ppmに相当する

量のクロルピリホスを30日間にわたり混餌投与し、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含

まれるクロルピリホスの濃度をGC-FPD(P)で測定した。結果は表4を参照。卵につい

ては、10 ppmに相当する量のクロルピリホスを45日間にわたり混餌投与し、卵に含

まれるクロルピリホスの濃度をGC-FPD(P)で測定した。結果は表5を参照。 

 

表 4．産卵鶏の試料中の残留濃度（mg/kg） 

 0.3 ppm 投与群 1 ppm 投与群 3 ppm 投与群 10 ppm 投与群 

筋肉 検出せず － － 
 0.01 (最大) 

<0.01 (平均) 

脂肪 検出せず 
<0.01 (最大) 

<0.01 (平均) 

 0.01 (最大) 

<0.01 (平均) 

0.05 (最大) 

0.03 (平均) 

肝臓 検出せず － － 
<0.01 (最大) 

<0.01 (平均) 

腎臓 検出せず － － 
<0.01 (最大) 

<0.01 (平均) 

   定量限界：0.01 mg/kg 

－：分析せず 

表 5．卵中の残留濃度（mg/kg） 

 10 ppm 投与群 

卵 
0.01 (最大) 

<0.01 (平均) 

 定量限界：0.01 mg/kg 

 

 



 

（３）飼料中の残留農薬濃度 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）に定め

る飼料一般の成分規格等と飼料の最大給与割合等から、飼料の摂取によって家畜が暴

露されうる飼料中の残留農薬濃度を算出した。 

成分規格等で定められている基準値上限まで飼料中に農薬が残留している場合を仮

定し、これに飼料の最大給与割合等を掛け合わせることにより飼料中の最大飼料由来

負荷（MDB）注1）を算出したところ、乳牛において3.46 ppm、肉牛において1.39 ppm、豚

において0.037 ppm、産卵鶏において0.041 ppm、肉用鶏において0.034 ppmと推定され

た。また、平均的飼料由来負荷（STMR dietary burden又はmean dietary burden） 

注
 

2）

は、乳牛において0.306 ppm、肉牛において0.134 ppm、豚において0.037 ppm、産卵鶏

において0.041 ppm、肉用鶏において0.034 ppmと推定された。 

JMPRは、鶏のMDBを0.77 ppm、STMR dietary burdenを0.044 ppmと評価している。 

 

注 1）最大飼料由来負荷（Maximum Dietary Burden：MDB）: 飼料として用いられる全ての飼

料品目に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物

が暴露されうる最大濃度。飼料中残留濃度として表示される。 

注 2）平均的飼料由来負荷（STMR dietary burden 又は mean dietary burden）：飼料として

用いられる全ての飼料品目に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に（作物残留試験

から得られた残留濃度の中央値を試算に用いる）、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されう

る最大濃度。飼料中濃度として表示される。 

 

（４）推定残留濃度 

牛について、MDB又はSTMR dietary burdenと家畜残留試験結果から、畜産物中の推定

残留濃度を算出した。結果は表6を参照。 

 

表 6．畜産物中の推定残留濃度：牛（mg/kg） 

 筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 乳 

乳牛 
<0.01 

(<0.01) 

 0.047 

(<0.01) 

<0.01 

(<0.01) 

<0.01 

(<0.01) 

<0.01 

(<0.01) 

肉牛 
<0.01 

(<0.01) 

 0.019 

(<0.01) 

<0.01 

(<0.01) 

<0.01 

(<0.01) 
 

上段：最大残留濃度   下段括弧内：平均的な残留濃度 
 

豚について国内の MDB 及び STMR dietary burden と家畜残留試験結果から算出した最

大残留濃度及び平均的な残留濃度は、豚の脂肪で 0.001 mg/kg、脂肪以外の組織ですべ

て 0.001 mg/kg 未満であった。 

鶏及び卵について、JMPR の MDB 及び STMR dietary burden と家畜残留試験結果から

算出した最大残留濃度は、0.01 mg/kg 未満及び平均的な残留濃度は、0.001 mg/kg 未満

であった。 

 



 

６．ADI 及び ARfD の評価 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1項第 1号及び第 2項の規定に基

づき、食品安全委員会あて意見を求めたクロルピリホスに係る食品健康影響評価におい

て、以下のとおり評価されている。 

 

（１）ADI 

無毒性量：0.1 mg/kg 体重/day（発がん性は認められなかった。） 

（ADI 設定根拠資料①） 

（動物種）   雄ラット   

（投与方法）  混餌 

（試験の種類）慢性毒性/発がん性併合試験 

（期間）     2 年間 

 

（ADI 設定根拠資料②） 

（動物種）   ラット 

（投与方法）  混餌 

（試験の種類）繁殖試験 

（期間）     2 世代 

 

（ADI 設定根拠資料③） 

（動物種）   マウス 

（投与方法）  強制経口 

（試験の種類）発生毒性試験 

（期間）     妊娠 6～15 日 

 

（ADI 設定根拠資料④） 

（動物種）  イヌ 

（投与方法） 混餌 

（試験の種類）慢性毒性試験 

（期間）     1 及び 2年間 

安全係数：100 

ADI：0.001 mg/kg 体重/day 

 

（２）ARfD 

無毒性量：1.0 mg/kg 体重 

（動物種）   ヒト   

（投与方法）  経口 

（試験の種類）単回投与 



 

安全係数：10（ヒトの試験であるため種差：1、個体差：10） 

ARfD：0.1 mg/kg 体重 

 

７．諸外国における状況 

JMPRにおける毒性評価が行われ、1982年にADIが、1999年にARfDが設定されている。国

際基準は大豆、かんきつ等に設定されている。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国において

小麦、ブロッコリー等に、カナダにおいてとうもろこし、たまねぎ等に、EU において大

麦、すもも等に、豪州においてキウィー、アボカド等に、ニュージーランドにおいてぶ

どう、バナナ等に基準値が設定されている。 

 

８．基準値案 

（１）残留の規制対象 

クロルピリホスとする。 

 

植物体内運命試験の結果、一部の作物（えんどう豆のさや部等）で代謝物B（3,5,6-

トリクロロ-2-ピリジノール）が10%TRR 

注）を超えて認められたものの、他の作物では

10%TRRを超える代謝物が認められなかったこと、また、もも及びぶどうの作物残留試

験において測定された代謝物Yは定量限界未満であったこと、畜産動物を用いた体内運

命試験の結果から、同じく代謝物Bが10%TRRを超えて認められたが、JMPRにおける規制

対象物質が親化合物のみであることを踏まえ、規制対象物質は親化合物のみとする。 

注）%TRR：総放射性残留物（TRR, Total Radioactive Residue）濃度に対する比率（%） 

 

（２）基準値案 

別紙 2のとおりである。 

 

（３）暴露評価対象 

クロルピリホスとする。 

 

植物体内運命試験の結果、一部の作物で代謝物Bが10%TRRを超えて認められたものの、

他の作物では10%TRRを超える代謝物が認められなかったこと、また、もも及びぶどう

の作物残留試験において測定された代謝物Yは定量限界未満であったこと、畜産動物を

用いた体内運命試験の結果から、代謝物Bが10%TRRを超えて認められたが、JMPRにおけ

る暴露評価対象物質が親化合物のみであることを踏まえ、暴露評価対象物質は親化合

物のみとする。 

 

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物、畜産物及び魚介類中

の暴露評価対象物質をクロルピリホス（親化合物のみ）としている。 

 



 

（４）暴露評価 

① 長期暴露評価 

1 日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細な

暴露評価は別紙 3参照。 

 

 EDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 36.2 

幼小児（1～6歳） 78.8 

妊婦 35.2 

高齢者（65 歳以上）   39.8 

注）各食品の平均摂取量は、平成17年～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集

計業務報告書による。 

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量 

 
② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）及び幼

小児（1～6歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない 

注）。

詳細な暴露評価は別紙4-1及び4-2参照。 

注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成17

～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づき

ESTIを算出した。 
 
（４）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一般の

成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残留基

準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 

   



（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

圃場A: 0.005/- (3回,7日)(#)

圃場B:<0.005/- (3回,7日)(#)

小豆 圃場A: 0.052/-

（乾燥子実） 圃場B: 0.022/-

圃場A:<0.005/- (3回,7日)(#)

圃場B:<0.005/- (3回,7日)(#)

30,132 圃場A: 0.005/- (2回,30日)(#)

30,113 圃場B: 0.018/- (2回,30日)(#)

29 ,45,60 圃場A: 0.021/- (2回,60日)

圃場B: 0.019/-

圃場C:<0.005/-

圃場D: 0.012/-

圃場E: 0.013/- (2回,60日)

圃場F: 0.005/-

圃場G: 0.020/-

89,120,245
†注2) 圃場A:<0.01/- (1回,245日)

88,118,228
† 圃場B:<0.01/- (1回,228日)

14,28,42,50
† 圃場A:<0.005/- (1回,50日)

14,28,42,69
† 圃場B: 0.061/- (1回,69日)

69 圃場C:<0.005/-

89 圃場D: 0.020/-

14,28,42,50
† 圃場A:<0.005/- (1回,50日)

14,28,42,69
† 圃場B: 0.016/- (1回,69日)

69 圃場C:<0.005/-

89 圃場D:<0.005/-

圃場A:<0.05/- (3回,7日)(#)

圃場B:<0.05/- (3回,7日)(#)

圃場A:<0.01/- (3回,14日)(#)

圃場B:<0.01/- (3回,14日)(#)

圃場A:<0.005/-

圃場B:<0.005/-

圃場A:<0.01/-

圃場B:<0.01/-

圃場A: 0.406/-

圃場B: 0.310/-

圃場A: 0.021/- (1回,120日)

圃場B: 0.080/- (1回,120日)

16, 29 圃場A: 0.008/- (2回,29日)

19 ,34 圃場B: 0.002/- (2回,34日)

圃場A:<0.005/- (2回,14日)(#)

圃場B:<0.005/- (2回,14日)(#)

16, 29 圃場A: 0.685/- (2回,29日)

19 ,34 圃場B: 0.750/- (2回,34日)

圃場A: 2.15/- (2回,14日)(#)

圃場B: 2.04/- (2回,14日)(#)

クロルピリホスの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件

大豆
(乾燥子実)

2 40.0%乳剤 3 7,14,21
1500倍散布
200 L/10 a

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【クロルピリホス/代謝物Y】

2 40.0%乳剤 3 7,14,21

ばれいしょ
（塊茎）

2 40.0%乳剤 3 7,14,21

1500倍散布
300 L/10 a

1000倍散布
150 L/10 a

てんさい
（根部）

7 40.0%乳剤
1500倍散布
120 L/10 a

2
30 ,45,60

かんしょ
（塊根）

2 5%粒剤
土壌混和＋散布

9 kg/10 a
1, 1+1,
1+2

だいこん
（根部）

4 3.0%粒剤

播溝土壌混和＋株元処理
9 kg/10 a

1,1+1

さとうきび
（茎）

2 3.0%粒剤
土壌混和＋散布

9 kg/10 a
1,1+1 ,
1+2

播溝土壌混和
9 kg/10 a

1

だいこん
（葉部）

4 3.0%粒剤

播溝土壌混和＋株元処理
9 kg/10 a

1,1+1

7,14,21

キャベツ
（葉球）

2 1%粒剤 3 14,28,42

播溝土壌混和
9 kg/10 a

1

はくさい
(葉部・しんを除く)

2 1%粒剤 3
株元処理
6 kg/10 a

株元処理
3 kg/10 a

たまねぎ
（鱗茎）

2 40.0%乳剤 2 7 ,14 ,21

2 40.0%乳剤 2 14 ,21,28

1500倍散布
200,187.5 L/10 a

1000倍散布
200 L/10 a

なつみかん
（果実）

2 40.0%乳剤 1 60,90,120

ゆず
（果実）

2 40.0%乳剤 1 60,90,120

1000倍散布
500 L/10 a

1000倍散布
500 L/10 a

圃場A:<0.001/- (3回,31日)(#)

1000倍散布＋100倍樹幹塗布
500 L/10 a＋15 L/10 a

34,61 圃場B:<0.001/- (3回,34日)(#)

2 40.0%乳剤
1500倍散布

600,500 L/10 a
2,3

みかん
（果肉）

2 40.0%乳剤

1000倍散布＋100倍樹幹塗布
200 L/10 a＋20 L/10 a

2+1 ,
2+2

31,62

2 25%水和剤 2 14,28
1000倍散布
600 L/10 a

圃場A: 0.394/- (3回,31日)(#)

1000倍散布＋100倍樹幹塗布
500 L/10 a＋15 L/10 a

34,61 圃場B: 0.332/- (3回,34日)(#)

2 40.0%乳剤
1500倍散布

600,500 L/10 a
2,3

みかん
（果皮）

2 40.0%乳剤

1000倍散布＋100倍樹幹塗布
200 L/10 a＋20 L/10 a 2+1 ,

2+2

31,62

2 25%水和剤
1000倍散布
600 L/10 a

2 14,28



（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

クロルピリホスの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【クロルピリホス/代謝物Y】

16, 29 圃場A: 0.14/- (2回,29日) 
注4）

19 ,34 圃場B: 0.12/- (2回,34日) 
注4）

圃場A: 0.37/- (2回,14日)(#) 
注4）

圃場B: 0.35/- (2回,14日)(#) 
注4）

7,14,21 圃場A: 0.082/- (2回,21日)(#)

17,28,46 圃場B: 0.027/- (2回,46日)(#)

30,45 圃場A: 0.064/- (3回,45日)(#)

7,14,31,45 圃場B: 0.052/- (3回,45日)(#)

圃場A: 0.172/- (5回,21日)(#)

圃場B: 0.013/- (5回,21日)(#)

45,60,90,189 圃場A: 0.18/-

45,60,90,187 圃場B: 0.08/-（1回,60日）

45,59,90,119 圃場C: 0.01/-

45,60,90,193 圃場D: 0.04/-（1回,60日）

45,60,90,189 圃場A: 0.03/-

45,60,90,187 圃場B: 0.06/-

45,59,90,119 圃場C: <0.01/-

45,60,90,193 圃場D: 0.02/-

圃場A: 0.005/- (3回,28日)(#)

圃場B: 0.129/- (3回,28日)(#)

圃場C: 0.054/- (3回,28日)(#)

圃場D: 0.035/- (3回,28日)(#)

1000倍散布 20 L/樹 圃場A: *0.024/*<0.01(*5回,15日)(#)

1000倍散布 180 L/10 a 圃場B: *0.010/*<0.01(*3回,15日)(#)

1000倍散布 20 L/樹 圃場A: *2.10/*<0.02(*3回,15日)(#)

1000倍散布 180 L/10 a 圃場B: *2.60/*<0.02(*3回,15日)(#)

1000倍散布 20 L/樹 圃場A: *0.328/*<0.01(*3回,15日)(#) 
注5）

1000倍散布 180 L/10 a 圃場B: *0.395/*<0.01(*3回,15日)(#) 
注5）

圃場A: 0.32/- (2回,14日)(#)

圃場B: 0.18/- (2回,14日)(#)

圃場A: 0.050/- (2回,14日)(#)

圃場B: 0.045/- (2回,21日)(#)

圃場A: 0.35/- (2回,14日)(#)

圃場B: 0.08/- (2回,14日)(#)

100倍散布 300 L/10 a 136 圃場A:<0.005/<0.01(#)

100倍散布 2 L/樹 148 圃場B:<0.005/<0.01(#)

圃場A: 0.23/- (2回,14日)(#)

圃場B: 0.15/- (2回,14日)(#)

圃場A: 0.58/-

圃場B: 1.46/-

圃場A: 4.19/-

圃場B: 2.56/-

圃場A: 0.08/- (3回,31日)(#) 
注3)

1000倍散布＋100倍樹幹塗布
500 L/10 a＋15 L/10 a

34,61 圃場B: 0.07/- (3回,34日)(#) 
注3）

2 40.0%乳剤
1500倍散布

600,500 L/10 a
2,3

2 40.0%乳剤

1000倍散布＋100倍樹幹塗布
200 L/10 a＋20 L/10 a 2+1

2+2

31,62

2 14,28

りんご
（果実）

2 25%水和剤
1000倍散布
30 L/樹

2

3

2 25%水和剤

みかん
(果実）

2 25%水和剤
1000倍散布
600 L/10 a

5 7,14,21

4 75.0%水和剤 1

1000倍散布
540,500 L/10 a

3000倍散布
320～500 L/10 a

りんご
（花おち、しん
及び果梗の基部
を除去したも

の）

4 75.0%水和剤 1

もも
（果肉）

2 25%水和剤 3,5 15,30

なし
（果実）

4 25%水和剤
1000倍散布
450 L/10 a

3 14 ,21 ,28

3000倍散布
320～500 L/10 a

もも
（果皮）

2 25%水和剤 3,5 15,30

もも
（果実）

2 25%水和剤 3,5 15,30

ネクタリン
（果実）

2 25%水和剤 2 7 ,14,21

すもも
（果実）

2 25%水和剤 2 14,21,30

1000倍散布
300 L/10 a

1000倍散布
500,400～500 L/10 a

圃場A: 0.004/<0.01(#)

かりん
（果実）

2 25%水和剤 2 14,21,30

ブルーベリー
（果実）

2 25%水和剤 2 7 ,14,21

ぶどう
（果実）

2 40.0%乳剤 1

1

1000倍散布
750,200 L/10 a

茶
（製茶）

2 40.0%乳剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2 7 ,14‡ 注6)
,

21,28

40.0%乳剤 50倍散布 200 L/10 a 1 148

1000倍散布
200 L/10 a

茶
（荒茶）

2 40.0%乳剤 2 7 ,14,21
1000倍散布
200 L/10 a



（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

クロルピリホスの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【クロルピリホス/代謝物Y】

圃場A:<0.02/-

圃場B: 0.02/-

圃場A: 0.093/-

圃場B: 0.033/-

茶
（浸出液）

2 40.0%乳剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2

注4）作物残留試験において測定した果肉及び外果皮の重量比のデータから、果実全体の残留濃度を算出した。

注5）果肉、果皮及び種子の重量比が不明のため、過去の作物残留試験等のデータから、それぞれ果肉77%、果皮15%及び種子8%として果実全
体の残留濃度を算出した。また、種子の残留濃度は測定していないことから残留していないものとして算出した。

注6）‡ は2回散布の経過日数。他は1回散布の経過日数。

　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫まで
の期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及
び経過日数について（　）内に記載した。
注2）† は1回使用（土壌混和）の経過日数。他は複数回使用（土壌混和＋散布）の経過日数。

注3）果肉及び外果皮の重量比が不明のため、過去の作物残留試験等のデータから、それぞれ果肉80%及び外果皮20%として果実全体の残留濃
度を算出した。

7,14‡

2 40.0%乳剤 2 7 ,14,21

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験
（いわゆる最大条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

-：分析せず

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を
斜体で示した。

今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

1000倍散布
200 L/10 a



（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

圃場A:0.03 (2回,21日)

圃場B:0.01 (2回,14日)

圃場C:<0.01

圃場D:0.02 (2回,14日)

圃場E:<0.01

圃場F:<0.01

圃場G:0.01 (2回,14日)

圃場H:<0.01

クロルピリホスの作物残留試験一覧表（パラグアイ）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）注）

　今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。
注）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留
試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、
収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合
は、その使用回数及び経過日数について（　）内に記載した。

ゴマ
（乾燥子実）

8 48%乳剤
267倍散布

600 mL製品/ha
2 7,14,21



（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

圃場A:<0.01

圃場B:<0.01

圃場C:<0.01

クロルピリホスの作物残留試験一覧表（ミャンマー） （参考）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）注）

14

　今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。
注）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留
試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。

ゴマ
（乾燥子実）

3 45.9%乳剤 400 mL製剤/acre 2



農薬名 クロルピリホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
米（玄米をいう。） 0.1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A小麦 0.5 0.5 0.5

大麦 0.2

ライ麦 0.01

とうもろこし 0.05 0.1 0.05

そば 0.01

その他の穀類 0.5 0.75 0.5

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A大豆 0.1 0.3 ○ 0.1

小豆類 0.3 0.1 申 0.022,0.052(\)

えんどう 0.05

そら豆 0.05

らっかせい 0.2

その他の豆類 0.05

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aばれいしょ 0.02 0.05 ○ 2 <0.005,<0.005(#)(\)※1

さといも類（やつがしらを含む。） 0.01

かんしょ 0.1 0.1 ○ 0.005,0.018(#)(\)

やまいも（長いもをいう。） 0.01

こんにゃくいも 0.01

その他のいも類 0.01

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aてんさい 0.05 0.05 ○ 0.05

さとうきび 0.05 0.1 ○ <0.01,<0.01(\)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.2 0.5 ○ <0.005～0.061(\)(n=4)

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.05 2 ○ <0.005～0.016(\)(n=4)

かぶ類の根 1

かぶ類の葉 0.3

西洋わさび 0.01

クレソン 0.01

はくさい 1.0 1 ※2

キャベツ 0.05 1 ※2

芽キャベツ 1.0

ケール 1.0

こまつな 1

きょうな 1

チンゲンサイ 1

カリフラワー 0.05 0.05 0.05

ブロッコリー 2 1 2

その他のあぶらな科野菜 1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aごぼう 0.01

サルシフィー 0.01

アーティチョーク 1

チコリ 0.01

エンダイブ 0.01

しゅんぎく 0.01
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 0.1
その他のきく科野菜 0.01

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aたまねぎ 0.2 0.05 ○ 0.2

ねぎ（リーキを含む。） 0.2

にんにく 0.01

にら 0.01

アスパラガス 5

わけぎ 0.01

その他のゆり科野菜 0.01

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aにんじん 0.1 0.5 0.1

外国
基準値
ppm

参考基準値



農薬名 クロルピリホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値
ppm

参考基準値

パースニップ 0.01
パセリ 0.01

セロリ 0.05

みつば 0.01

その他のせり科野菜 1 0.01 1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aトマト 0.5
ピーマン 2 0.5 2

なす 0.2

その他のなす科野菜 2 1 2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.05

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.05

しろうり 0.01

すいか 0.01

メロン類果実 0.01

まくわうり 0.01

その他のうり科野菜 0.01

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aほうれんそう 0.01

たけのこ 0.5

オクラ 0.5

しょうが 1 0.01 1

未成熟えんどう 0.01 0.01 ※2

未成熟いんげん 0.2 0.01 ※2

えだまめ 0.3

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aマッシュルーム 0.05

しいたけ 0.01

その他のきのこ類 0.01

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の野菜 1 0.5 1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aみかん 1 ○

みかん（外果皮を含む。） 1 ○ 0.35,0.37(#)(\)

なつみかんの果実全体 1 1 ○ 1
レモン 1 1 ○ 1

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 1 1 ○ 1
グレープフルーツ 1 1 ○ 1
ライム 1 1 ○ 1
その他のかんきつ類果実 1 1 ○ 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aりんご 0.5 1.0 ○ 1 0.01～0.18(\)(n=4)※1

日本なし 0.3 0.5 ○ 1 0.005～0.129(#)(\)(n=4)※1

西洋なし 0.3 0.5 ○ 1 （日本なし参照）※1

マルメロ 1 0.5 1

びわ 0.5

びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） 1 1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aもも 1.0 ○

もも（果皮及び種子を含む。） 1 ○ 0.5 0.328,0.395(#)(\)

ネクタリン 1 1.0 ○ 0.18,0.32(#)(\)

あんず（アプリコットを含む。） 0.05

すもも（プルーンを含む。） 0.5 1.0 ○ 0.5

うめ 0.01

おうとう（チェリーを含む。） 1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aいちご 0.3 0.2 0.3

ラズベリー 0.2
ブラックベリー 1
ブルーベリー 1 1 ○ 0.08,0.35(#)(\)
クランベリー 1 1.0 1



農薬名 クロルピリホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値
ppm

参考基準値

ハックルベリー 0.01
その他のベリー類果実 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aぶどう 0.5 1.0 0.5

かき 0.01 1 ※2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aバナナ 2 3 2

キウィー 2.0

パパイヤ 0.01

アボカド 0.5

パイナップル 0.05

グアバ 0.05

マンゴー 0.05

パッションフルーツ 0.05

なつめやし 0.3

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の果実 1 1 ○ 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aひまわりの種子 0.25

ごまの種子 0.05 0.1 0.05 パラグアイ 【<0.01～0.03(n=8）(パラグアイ)】

べにばなの種子 0.1

綿実 0.3 0.05 0.3

なたね 0.1

その他のオイルシード 5 0.1 5

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aぎんなん 0.01

くり 0.2

ペカン 0.05 0.2 0.05

アーモンド 0.05 0.2 0.05

くるみ 0.05 0.2 0.05

その他のナッツ類 0.2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A茶 10 10 2 2.56,4.19(\)
コーヒー豆 0.05 0.05 0.05
カカオ豆 0.05

ホップ 0.1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のスパイス（種子、果実、根及び根茎を
除く。）

1 ○

その他のスパイス 5 ○ 5

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のハーブ 1 1 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の筋肉 0.05 0.5 （牛の脂肪参照）
豚の筋肉 0.01 0.05 （豚の脂肪参照）
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.05 0.3 （牛の脂肪参照）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の脂肪 0.05 1 1 推：0.047※3
豚の脂肪 0.01 0.02 0.02 推：0.001※3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05 1 1 （牛の脂肪参照）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の肝臓 0.01 0.01 0.01
豚の肝臓 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の腎臓 0.01 0.01 0.01
豚の腎臓 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の食用部分 0.01 0.4 0.01
豚の食用部分 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A乳 0.01 0.02 0.02 推：<0.01※3
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



農薬名 クロルピリホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値
ppm

参考基準値

鶏の筋肉 0.01 0.08 （鶏の脂肪参照）
その他の家きんの筋肉 0.01 0.08 (その他の家きんの脂肪参照）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の脂肪 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの脂肪 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の肝臓 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの肝臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の腎臓 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの腎臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の食用部分 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの食用部分 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の卵 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A魚介類 0.3 申 推：0.302
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aミネラルウォーター類 0.03 0.03 0.03 ※4
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A小麦粉（全粒粉を除く。） 0.1 0.1 ※5
とうもろこし油（注１に限る。） 0.2 0.2

とうもろこし油 0.2 0.2

大豆油（注２に限る。） 0.05 0.03 ※5
とうがらし（乾燥させたもの） 20 ※5
干しぶどう 0.1 ※5
綿実油（注３に限る。） 0.05 0.05 ※5
綿実油（注３を除く。） 0.05 ※5
乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 1
乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 5
乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限
る。）

1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案につ
いては、太枠線で囲んで示した。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

「作物残留試験」欄に「推」の記載のあるものは、推定残留濃度であることを示している。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

注1）食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油

(\)作物残留試験結果の最大値を基準値設定の根拠とした。

食品区分を別途新設すること等に伴い、食品区分を削除したものについては、斜線で示した。

注2）食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油
注3）食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油

※5：加工食品である「小麦粉」、「大豆油」、「とうがらし(乾燥させたもの）」、「干しぶどう」及び「綿実油」については、国際基準が設定され
ているが、加工係数を用いて原材料中の濃度に換算した値が当該原材料の基準値案を超えないことから、基準値を設定しないこととす
る。基準値が設定されていない加工食品については、原材料の基準値に基づき加工係数を考慮して適否を判断することとしている。な
お、JMPRはこれらの物質の加工係数について、小麦粉を0.2、大豆油を0.4、乾燥とうがらしを10、干しぶどうを0.2及び綿実油を0.2と算出
している。

※4：WHO飲料水水質ガイドラインのガイドライン値に基づき設定。ガイドライン値とは、WHOにおいて各国の規制当局と給水サービス提
供者による飲料水水質の維持・向上を目的に設定されるWHO飲料水水質ガイドラインにおいて、飲料水水質を評価するための基礎とな
る数値であり、生涯にわたって摂取した場合、摂取者の健康に重大なリスクを起こさない濃度を示す。

※3：国際基準が設定されているが、暴露評価で許容範囲を超えることから国内のMDBより推計した最大残留濃度より基準値を設定した。
なお、最大残留濃度が定量限界よりも低い場合は、定量限界を設定した。

※1：国際基準が設定されているが、暴露評価で許容範囲を超えることから、国内の作物残留試験成績に基づき基準値を設定した。

※2：国際基準が設定されているが、暴露評価で許容範囲を超えることから基準値を設定しないこととした（一律基準0.01ppmが適用される
こととなる）。



（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)
TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

高齢者
(65歳以上）

EDIzzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小麦 0.5 0.015 29.9 0.9 22.2 0.7 34.5 1.0 25.0 0.7
とうもろこし 0.05 0.015 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
その他の穀類 0.5 0.04 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.1 0.01 3.9 0.4 2.0 0.2 3.1 0.3 4.6 0.5
小豆類 0.3 0.037 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 1.2 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.02 0.005 0.8 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2
かんしょ 0.1 0.0115 0.7 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
てんさい 0.05 0.015 1.6 0.5 1.4 0.4 2.1 0.6 1.7 0.5
さとうきび 0.05 0.01 4.9 1.0 4.2 0.8 6.2 1.2 5.0 1.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.2 0.02275 6.6 0.8 2.3 0.3 4.1 0.5 9.1 1.0
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.05 0.00775 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
カリフラワー 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロッコリー 2 0.02 10.4 0.1 6.6 0.1 11.0 0.1 11.4 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.2 0.04 6.2 1.2 4.5 0.9 7.1 1.4 5.6 1.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
にんじん 0.1 0.025 1.9 0.5 1.4 0.4 2.3 0.6 1.9 0.5
その他のせり科野菜 1 0.05 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ピーマン 2 0.38 9.6 1.8 4.4 0.8 15.2 2.9 9.8 1.9
その他のなす科野菜 2 0.38 2.2 0.4 0.2 0.0 2.4 0.5 2.4 0.5zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
しょうが 1 0.05 1.5 0.1 0.3 0.0 1.1 0.1 1.7 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 1 0.05 13.4 0.7 6.3 0.3 10.1 0.5 14.1 0.7zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん（外果皮を含む。） 1 0.005 17.8 0.1 16.4 0.1 0.6 0.0 26.2 0.1
なつみかんの果実全体 1 0.08 1.3 0.1 0.7 0.1 4.8 0.4 2.1 0.2
レモン 1 0.08 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 1 0.08 7.0 0.6 14.6 1.2 12.5 1.0 4.2 0.3
グレープフルーツ 1 0.08 4.2 0.3 2.3 0.2 8.9 0.7 3.5 0.3
ライム 1 0.08 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
その他のかんきつ類果実 1 0.08 5.9 0.5 2.7 0.2 2.5 0.2 9.5 0.8zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 0.5 0.03 12.1 0.7 15.5 0.9 9.4 0.6 16.2 1.0
日本なし 0.3 0.056 1.9 0.4 1.0 0.2 2.7 0.5 2.3 0.4
西洋なし 0.3 0.056 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
マルメロ 1 0.17 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） 1 0.17 0.5 0.1 0.3 0.1 1.9 0.3 0.4 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも（果皮及び種子を含む。） 1 0.017 3.4 0.1 3.7 0.1 5.3 0.1 4.4 0.1
ネクタリン 1 0.25 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
すもも（プルーンを含む。） 0.5 0.04 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 0.3 0.09 1.6 0.5 2.3 0.7 1.6 0.5 1.8 0.5
ブルーベリー 1 0.215 1.1 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 1.4 0.3
クランベリー 1 0.49 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 0.5 0.085 4.4 0.7 4.1 0.7 10.1 1.7 4.5 0.8zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
バナナ 2 0.01 26.4 0.1 30.4 0.2 32.6 0.2 37.8 0.2zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 1 0.05 1.2 0.1 0.4 0.0 0.9 0.0 1.7 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ごまの種子 0.05 0.014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
綿実 0.3 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のオイルシード 5 0.09 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ペカン 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アーモンド 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
くるみ 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
茶 10 0.063 66.0 0.4 10.0 0.1 37.0 0.2 94.0 0.6
コーヒー豆 0.05 0.01 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 5 0.09 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 1 0.05 0.9 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.4 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

陸棲哺乳類の肉類 0.05 2.9 0.1 2.2 0.1 3.2 0.1 2.1 0.0
zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
陸棲哺乳類の乳類 0.01 0.001 2.6 0.3 3.3 0.3 3.6 0.4 2.2 0.2zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの肉類 0.01 0.001 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの卵類 0.01 0.001 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### 0.05952 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
魚介類 0.3 0.05952 27.9 5.5 11.9 2.4 16.0 3.2 34.4 6.8

計 287.6 19.9 183.0 13.0 259.2 20.6 349.9 22.3
ADI比（％） 522.0 36.2 1109.3 78.8 443.1 35.2 623.7 39.8

「陸棲哺乳類の肉類」については、TMDI計算では、牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。また、
EDI計算では、畜産物中の平均的な残留農薬濃度を用い、摂取量の筋肉及び脂肪の比率をそれぞれ80％、20％として試算した。

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
EDI:推定1日摂取量（Estimated Daily Intake)

みかん（外果皮を含む。）及びもも（果皮及び種子を含む。）については、果肉における作物残留試験の残留濃度を用いてEDI試算をした。
りんごについては、花おち、しん及び果梗の基部を除いた果実の残留濃度を用いてEDI試算をした。
茶については、浸出液における作物残留試験結果を用いてEDI試算をした。
「魚介類」については、摂取する魚介類を内水面（湖や河川）魚介類、海産魚介類及び遠洋魚介類に分け、それぞれ海産魚介類での推定残留濃度を内水面魚介類の1/5、遠
洋魚介類での推定残留量を0として算出した係数（0.31）を、推定残留濃度に乗じた値を用いてEDI試算をした。なお、推定残留濃度は、河川における農薬濃度のモニタリ
ングの評価地点における最大残留濃度（0.028 µg/L）に基づき算出した値（0.192 mg/kg)を使用した。

筋肉　0.001
脂肪　0.002

クロルピリホスの推定摂取量 （単位：µg／人／day）
暴露評価に
用いた数値
（ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)

小麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、てんさい、カリフラワー、ブロッコリー、たまねぎ、にんじん、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、しょ
うが、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ
（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、すもも（プルーンを含む。）、いちご、クランベリー、ぶどう、バナナ、その他の果実、綿実、その他のオイルシード、ペカ
ン、アーモンド、くるみ、コーヒー豆、その他のスパイス、その他のハーブ、家きんの肉類及び家きんの卵類については、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用い
てEDI試算をした。



（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

小麦 小麦 0.5 ○ 0.015 0.0 0
とうもろこし スイートコーン 0.05 0.05 0.6 1
大豆 大豆 0.1 ○ 0.01 0.0 0

小豆類 いんげん 0.3 ○ 0.037 0.1 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.02 0.02 0.2 0
かんしょ かんしょ 0.1 0.1 1.3 1
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.2 ○ 0.061 0.7 1

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 だいこんの葉 0.05 ○ 0.016 0.1 0

カリフラワー カリフラワー 0.05 ○ 0.02 0.1 0
ブロッコリー ブロッコリー 2 ○ 1.4 8.4 8
たまねぎ たまねぎ 0.2 ○ 0.08 0.7 1

にんじん 0.1 ○ 0.05 0.2 0

にんじんジュース 0.1 ○ 0.025 0.2 0

その他のせり科野菜 せり 1 ○ 0.72 1.2 1
ピーマン ピーマン 2 ○ 1.4 3.6 4

とうがらし（生） 2 ○ 1.4 2.3 2
ししとう 2 ○ 1.4 1.4 1

しょうが しょうが 1 ○ 0.72 0.7 1

ずいき 1 ○ 0.72 7.3 7

もやし 1 ○ 0.72 1.7 2

れんこん 1 ○ 0.72 4.5 5

そら豆（生） 1 ○ 0.72 2.1 2
みかん（外果皮を含む。） みかん 1 1 9.3 9
なつみかんの果実全体 なつみかん 1 ○ 0.4 5.0 5
レモン レモン 1 ○ 0.4 0.8 1

オレンジ 1 ○ 0.4 3.8 4
オレンジ果汁 1 ○ 0.08 0.8 1

グレープフルーツ グレープフルーツ 1 ○ 0.4 6.9 7
きんかん 1 ○ 0.4 1.0 1
ぽんかん 1 ○ 0.4 4.2 4
ゆず 1 ○ 0.4 0.6 1
すだち 1 ○ 0.4 0.6 1
りんご 0.5 ○ 0.06 0.9 1
りんご果汁 0.5 ○ 0.03 0.3 0

日本なし 日本なし 0.3 ○ 0.129 2.0 2
西洋なし 西洋なし 0.3 ○ 0.129 1.8 2
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） びわ 1 ○ 0.93 6.7 7
もも（果皮及び種子を含む。） もも 1 1 13.6 10
すもも（プルーンを含む。） プルーン 0.5 ○ 0.2 1.2 1
いちご いちご 0.3 ○ 0.15 0.6 1
ブルーベリー ブルーベリー 1 1 1.4 1
ぶどう ぶどう 0.5 ○ 0.32 4.3 4
バナナ バナナ 2 ○ 0.05 0.6 1

その他の果実 いちじく 1 ○ 0.71 5.4 5

ごまの種子 ごまの種子 0.05 ○ 0.01 0.0 0

アーモンド アーモンド 0.05 ○ 0.05 0.0 0

くるみ くるみ 0.05 ○ 0.05 0.0 0

茶 緑茶類 10 ○ 0.063 0.0 0

とうもろこし油 0.2 0.2 0.1 0

茶については、浸出液における作物残留試験結果を用いて試算をした。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

加工食品

その他の野菜

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

その他のかんきつ類果実

りんご

○を付していない食品については、基準値案の値又は暴露評価対象物質の残留濃度から推定される基準値に相当する値を使用した。

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

りんごについては、作物残留試験における、花おち、しん及び果梗の基部を除去した果実の残留濃度を用いて短期摂取量を推計した。

小麦、大豆、カリフラワー、ブロッコリー、たまねぎ、にんじん、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、しょうが、その他の野菜、な
つみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、グレープフルーツ、その他のかんきつ類果実、びわ（果梗を除き、果皮及び種
子を含む。）、すもも（プルーンを含む。）、いちご、ぶどう、バナナ、その他の果実、アーモンド、くるみについては、JMPRの評価に用いられた残留
試験データを用いてESTI試算をした。

クロルピリホスの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

評価に用いた
数値
(ppm)

にんじん

その他のなす科野菜
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食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

小麦 小麦 0.5 ○ 0.015 0.0 0
とうもろこし スイートコーン 0.05 0.05 1.2 1
大豆 大豆 0.1 ○ 0.01 0.0 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.02 0.02 0.5 1
かんしょ かんしょ 0.1 0.1 2.5 3
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.2 ○ 0.061 1.3 1
ブロッコリー ブロッコリー 2 ○ 1.4 20.2 20
たまねぎ たまねぎ 0.2 ○ 0.08 1.4 1
にんじん にんじん 0.1 ○ 0.05 0.5 1
ピーマン ピーマン 2 ○ 1.4 9.2 9
しょうが しょうが 1 ○ 0.72 1.1 1

もやし 1 ○ 0.72 3.0 3
れんこん 1 ○ 0.72 7.4 7

みかん（外果皮を含む。） みかん 1 1 27.4 30
オレンジ 1 ○ 0.4 10.8 10
オレンジ果汁 1 ○ 0.08 1.4 1
りんご 0.5 ○ 0.06 1.9 2
りんご果汁 0.5 ○ 0.03 1.0 1

日本なし 日本なし 0.3 ○ 0.129 3.7 4
もも（果皮及び種子を含む。） もも 1 1 42.4 40
いちご いちご 0.3 ○ 0.15 1.6 2
ぶどう ぶどう 0.5 ○ 0.32 9.8 10
バナナ バナナ 2 ○ 0.05 1.9 2
ごまの種子 ごまの種子 0.05 ○ 0.01 0.0 0
茶 緑茶類 10 ○ 0.063 0.1 0

クロルピリホスの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

評価に用いた
数値
(ppm)

その他の野菜

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

りんご

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

茶については、浸出液における作物残留試験結果を用いて試算をした。

○を付していない食品については、基準値案の値又は暴露評価対象物質の残留濃度から推定される基準値に相当する値を使用した。

りんごについては、作物残留試験における、花おち、しん及び果梗の基部を除去した果実の残留濃度を用いて短期摂取量を推計した。

小麦、大豆、ブロッコリー、たまねぎ、にんじん、ピーマン、しょうが、その他の野菜、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、いちご、ぶ
どう、バナナについては、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用いてESTI試算をした。
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初回農薬登録 
残留農薬基準告示 
厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに清涼飲料水の規

格基準改正に係る食品健康影響評価について要請 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

設定依頼（あずき） 
厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について追加要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 
農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

設定依頼（魚介類） 
厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 
食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 
厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

薬事・食品衛生審議会へ諮問 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
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 佐野  元彦  国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋生物資源学部門教授 

 瀧本  秀美  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

         国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部長 

 永山  敏廣    学校法人明治薬科大学薬学部特任教授 

 根本  了   国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 二村  睦子  日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

  宮井  俊一  元 一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

  吉成  浩一  静岡県公立大学法人静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 

 



答申（案） 

クロルピリホス

食品名 残留基準値

ppm

zzz #N/A小麦 0.5
とうもろこし 0.05

その他の穀類
注1） 0.5

#N/A#N/A大豆 0.1

小豆類
注2） 0.3

#N/A#N/Aばれいしょ 0.02
かんしょ 0.1

#N/A#N/Aてんさい 0.05
さとうきび 0.05

#N/A#N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.2
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.05
カリフラワー 0.05
ブロッコリー 2

#N/A#N/Aたまねぎ 0.2
#N/A#N/Aにんじん 0.1

その他のせり科野菜
注3） 1

#N/A#N/Aピーマン 2

その他のなす科野菜
注4） 2

#N/A#N/Aしょうが 1
#N/A#N/Aその他の野菜

注5） 1
#N/A#N/Aみかん（外果皮を含む。） 1

なつみかんの果実全体 1
レモン 1
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 1
グレープフルーツ 1
ライム 1

その他のかんきつ類果実
注6） 1

#N/A#N/Aりんご 0.5
日本なし 0.3
西洋なし 0.3
マルメロ 1
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） 1

#N/A#N/Aもも（果皮及び種子を含む。） 1
ネクタリン 1
すもも（プルーンを含む。） 0.5

#N/A#N/Aいちご 0.3
ブルーベリー 1
クランベリー 1

#N/A#N/A



食品名 残留基準値

ppm

ぶどう 0.5
#N/A#N/Aバナナ 2
#N/A#N/Aその他の果実

注7） 1
#N/A#N/Aごまの種子 0.05

綿実 0.3

その他のオイルシード
注8） 5

#N/A#N/Aペカン 0.05
アーモンド 0.05
くるみ 0.05

#N/A#N/A茶 10
コーヒー豆 0.05
zzz #N/Azzz #N/Aその他のスパイス

注9） 5
zzz #N/Azzz #N/Aその他のハーブ

注10） 1
zzz #N/Azzz #N/A牛の筋肉 0.05
豚の筋肉 0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物
注11）

の筋肉 0.05
#N/A#N/A牛の脂肪 0.05

豚の脂肪 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05
zzz #N/Azzz #N/A牛の肝臓 0.01
豚の肝臓 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01

#N/A#N/A牛の腎臓 0.01
豚の腎臓 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01

#N/A#N/A牛の食用部分
注12） 0.01

豚の食用部分 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01
zzz #N/Azzz #N/A乳 0.01
zzz #N/Azzz #N/A鶏の筋肉 0.01

その他の家きん
注13）

の筋肉 0.01
#N/A#N/A鶏の脂肪 0.01

その他の家きんの脂肪 0.01
#N/A#N/A鶏の肝臓 0.01

その他の家きんの肝臓 0.01
#N/A#N/A鶏の腎臓 0.01

その他の家きんの腎臓 0.01
#N/A#N/A鶏の食用部分 0.01

その他の家きんの食用部分 0.01
zzz #N/Azzz #N/A



食品名 残留基準値

ppm

鶏の卵 0.01
その他の家きんの卵 0.01
zzz #N/Azzz #N/A魚介類 0.3
zzz #N/Azzz #N/Aミネラルウォーター類 0.03
zzz #N/Azzz #N/Aとうもろこし油 0.2

#N/A #N/A

注8）「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、
べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

注9）「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及注9）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、
とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）
の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
注10）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの
葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
注11）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び
豚以外のものをいう。

注7）「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、
マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず（アプリコットを含む。）、すもも（プルーン
を含む。）、うめ、おうとう（チェリーを含む。）、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナ
ナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルー
ツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

注12）「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部
分をいう。

注13）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、米（玄米をいう。）、小麦、大麦、ライ麦、とう
もろこし及びそば以外のものをいう。

注2）「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア
豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。

注3）「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、
セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
注4）「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のも
のをいう。
注5）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野
菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけ
のこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイ
ス及びハーブ以外のものをいう。
注6）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつ
みかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含
む。）、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
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要 約 

 
有機リン系の殺虫剤である「クロルピリホス」（CAS No. 2921-88-2）について、

各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。なお、今回、植物体内運命試験（か

んきつ、キャベツ等）、単回投与（ヒト）②、幼若及び成熟ラットにおける ChE 活

性阻害の比較試験の成績等が新たに提出された。 
評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、ウシ、ヤギ、ニワトリ及びサル）、

植物体内運命（りんご、だいず等）、作物等残留、亜急性毒性（ラット、マウス及び

イヌ）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性毒性（ラット及びイヌ）、慢性毒性/発がん

性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2 世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット、

マウス及びウサギ）、遺伝毒性、免疫毒性等の試験成績である。 
試験結果から、クロルピリホス投与による主な影響は脳及び赤血球 ChE 活性阻害

であった。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかっ

た。 
各種試験結果から、農産物、畜産物及び魚介類における暴露評価対象物質をクロル

ピリホス（親化合物のみ）と設定した。 
各試験の無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた慢性毒性/発がん性併合試験及び

2世代繁殖試験、マウスを用いた発生毒性試験並びにイヌを用いた慢性毒性試験の 0.1 
mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.001 
mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）とした。 
また、クロルピリホスの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対す

る無毒性量のうち最小値は、幼若及び成熟ラットにおける ChE 活性阻害の比較試験

及びイヌにおける AChE 活性阻害試験で得られた赤血球 ChE 活性阻害に対する無毒

性量の 0.5 mg/kg 体重であったが、ヒトにおける単回投与②で赤血球 AChE 活性阻害

に対する無毒性量として 1.0 mg/kg 体重が得られており、赤血球 AChE 活性阻害は最

も感受性が高いと考えられたことから、これを根拠として、安全係数 10（ヒトの試

験であるため種差：1、個体差：10）で除した 0.1 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）

と設定した。 

 



Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．用途 

殺虫剤 

 
２．有効成分の一般名 

和名：クロルピリホス 
英名：chlorpyrifos（ISO 名） 

 
３．化学名 

  IUPAC 
和名：O,O-ジエチル-O-3,5,6-トリクロロ-2-ピリジルホスホロチオエート 
英名：O,O-diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate 

 
  CAS (No. 2921-88-2) 

和名：O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジニル)ホスホロチオエート 
英名：O,O-diethyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate 

 
４．分子式 

C9H11Cl3NO3PS 
 

５．分子量 

350.56 
 

６．構造式 

 

 

７．開発の経緯 

クロルピリホスは 1962 年に米国ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーにより開発さ

れた有機リン系の殺虫剤であり、作用機構は昆虫中枢神経系のアセチルコリンエス

テラーゼ活性阻害作用である。我が国では 1971 年に初めて食用作物についての農

薬登録がなされ、海外では、米国、英国、フランス等で登録を取得している。 
今回、小麦、ばれいしょ等の残留農薬基準の変更に係る評価要請がなされている。

また、ポジティブリスト制度導入に伴う暫定基準が設定されている。 



Ⅱ．安全性に係る試験の概要 

各種運命試験［Ⅱ-1～4］には、クロルピリホスのピリジン環の 3 位、5 位の炭

素に結合している塩素を 36Cl で標識したもの（以下「36Cl-クロルピリホス」とい

う。）及びピリジン環の 2 位、6 位の炭素を 14C で標識したもの（以下「14C-クロ

ルピリホス」という。）並びに代謝物 B（3,5,6-トリクロロ-2-ピリジノール）のピ

リジン環の 2 位、6 位の炭素を 14C で標識したもの（以下「14C-代謝物 B」という。）

及びピリジン環の 3 位、5 位の炭素に結合している塩素を 36Cl で標識したもの（以

下「36Cl-代謝物 B」という。）を用いて実施された。また、標識位置が不明のもの

は、その旨を記した。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射

能（質量放射能）からクロルピリホスの濃度（mg/kg 又はg/g）に換算した値とし

て示した。 
代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。 
なお、第 1 版の評価書には、「亜急性毒性追加試験（イヌ）－（ChE 活性値測定）

－」が記載されているが、本試験は血漿 ChE 活性のみを測定しており、食品安全

委員会委員会農薬専門調査会では血漿 ChE 活性を毒性評価の指標としていないこ

とから、評価の対象としなかった。 

 
１．動物体内運命試験 

（１）ラット① 

Fischer ラット（一群雌雄各 5 匹）に 14C-クロルピリホスを 0.5 mg/kg 体重（以

下［1.(1)］において「低用量」という。）若しくは 25 mg/kg 体重（以下［1.(1)］

において「高用量」という。）で単回投与又は非標識体を低用量で 15 日間連続

投与後、14C-クロルピリホスを低用量で単回強制経口投与（以下［1.(1)］にお

いて「反復投与」という。）する動物体内運命試験が実施された。 

 
① 吸収 

排泄試験［1.(1)④］において、尿中排泄率が 83.9%TAR～91.7%TAR であっ

たことから、吸収率は少なくとも 80%と推定された。（参照 63） 

 
② 分布 

主要組織における放射能分布は表 1 に示されている。 
全投与群の雄及び高用量群雌の腎臓周囲脂肪組織、高用量群雄の肝臓及び雌の

卵巣に定量可能な量の放射能が検出されたが、他の組織では定量限界以下であっ

た。クロルピリホス及び代謝物は体内に蓄積しないと考えられた。（参照 63） 

 



表 1 主要組織における放射能分布（%TAR） 

投与回数 投与量 性別 投与 72 時間後(雄)及び投与 144 時間後(雌) 

単回 

0.5 
mg/kg 体重 

雄 腎臓周囲脂肪組織(0.012) 

雌 NQ 

25 
mg/kg 体重 

雄 腎臓周囲脂肪組織(0.056)､肝臓(0.006) 

雌 腎臓周囲脂肪組織(0.139)､卵巣(0.036) 

反復 
0.5 
mg/kg 体重 

雄 腎臓周囲脂肪組織(0.014) 

雌 NQ 
NQ：定量可能な放射能はなかった。 

 
③ 代謝 

尿中からは、代謝物 B 並びに B のグルクロン酸抱合体及び硫酸抱合体が同定

された。 
クロルピリホスの推定代謝経路は、最初にクロルピリホスからジエチルホスホ

ロチオエートが加水分解されて代謝物 B が生成し、B が未変化又はグルクロン酸

抱合体若しくは硫酸抱合体の形で排泄される経路と考えられた。（参照 63） 
 

④ 排泄 

尿及び糞中排泄率は表 2 に示されている。 
主に尿中に排泄された。動物体内に残存した放射能の量は僅かであった。単回

投与群と反復投与群の排泄傾向を比較すると、僅かながら反復投与群において尿

中排泄量が多く、糞中排泄量が少なかった。投与量及び性別による差はみられな

かった。経時的な尿中排泄の推移については、高用量群の雌を除く各投与群にお

いて、投与後 12 時間以内に 50%TAR 以上が排泄された。また、雄はいずれの群

でも投与後 72 時間後に 85.2%TAR 以上が排泄されたが、雌では投与後 72 時間

以後も少量の排泄が続いた。糞中排泄については、ほとんどが投与後 24 時間以

内に排泄された。（参照 63） 
 

表 2 尿及び糞中排泄率（%TAR） 

投与回数 投与量 性別 尿 糞 
ケージ 
洗浄液 

臓器 
及び組織 

単回 

0.5 
mg/kg 体重 

雄 85.2 9.8 1.9 <0.01 
雌 83.9 11.4 1.8 <0.01 

25 
mg/kg 体重 

雄 88.7 7.5 2.0 0.2 
雌 88.0 8.4 0.5 0.2 

反復 
0.5 
mg/kg 体重 

雄 91.7 5.8 1.0 <0.01 
雌 90.7 5.6 0.8 <0.01 

注）雄は投与後 72 時間、雌は投与後 144 時間の試料。 

 



（２）ラット② 

Wistar ラット（一群雄 2～10 匹）に 36Cl-クロルピリホスを 50 mg/kg 体重又

は 20 mg/匹の用量でそれぞれ単回強制経口投与し、動物体内運命試験が実施さ

れた。 
50 mg/kg 体重投与群における主要組織の残留放射能濃度は表 3 に示されてい

る。 
50 mg/kg 体重投与群（10 匹）において、投与された放射能は各組織に速やか

にかつ低レベルで分布した。組織中濃度は投与 4 時間後に最大となり、腎臓及び

肝臓から比較的高濃度で検出された。その後、脂肪及び皮膚以外の組織からは速

やかに消失した。半減期は肝臓で 10 時間、腎臓で 12 時間、筋肉で 16 時間、脂

肪で 64 時間であった。いずれの組織においても、投与 480 時間後の残留放射能

濃度は 0.01 mol/g 未満であった。投与後 74 時間の尿中に 89.4%TAR、糞中に

11.4%TAR 排泄された。 
20 mg/匹投与群（2 匹）では、投与 1 日後の尿中に代謝物 D が 69.9%TRR～

85.7%TRR、代謝物 B が 13.5%TRR～29.7%TRR、糞中に D が 79.8%TRR～

88.9%TRR、B が 11.1%TRR～19.8%TRR 検出され、投与 2 日後の尿中には D
が 51.4%TRR～79.5%TRR、B が 20.5%TRR～48.6%TRR 検出された。（参照 5） 

 
表 3 主要組織の残留放射能濃度（mol/g） 

Tmax付近（投与 4 時間後） 投与 480 時間後 

腎臓(0.0924)、肝臓(0.0690)、肺(0.0406)、脂肪(0.0317)、心臓(0.0288)、

皮膚(0.0243)、脾臓(0.0213)、精巣(0.0158)、骨(0.0102)、筋肉(0.0093) 
全て<0.01 

 
（３）ラット③ 

SD ラットに 14C-クロルピリホスを投与する動物体内運命試験が実施された。

本試験の試験設計概要は表 4 に示されている。 

 
表 4 動物体内運命試験（ラット）②の試験設計概要 

試験群 投与方法 動物数 試料 試料採取時間 

Ⅰ 

非標識クロルピリホスを20 mg/kg体重/
日で 10 日間腹腔内投与後、14C-クロル

ピリホスを 10 Ci/ラット（2.0 mg/ラッ

トに相当）を腹腔内投与 

12 
(性別不明) 

肝臓 1､2､8､24 

Ⅱ 
非標識クロルピリホス及び 14C-クロル

ピリホス各 10 Ci/ラット（2.0 mg/ラッ

トに相当）を同時に腹腔内投与 

15 
(性別不明) 

肝臓 1､2､4､8､24 

Ⅲ 
非標識クロルピリホスを 0.75 mg/kg 体

重/日で 6 か月間混餌投与 
雄 3 匹 
雌 4 匹 

尿 
2 か月後(44 時間採取、 
その後 24 時間採取) 
及び 4 か月後(雌のみ) 

 



試験群Ⅰにおいて、放射能モニター（RAM）では未変化のクロルピリホスは

検出されなかった。電子捕獲型検出器（ECD）では検出されたものの、測定値は

著しく変動した（試験結果の記載なし）。 
試験群Ⅱでは、放射能モニターでは放射能は検出されなかったが、液体シンチ

レーションカウンターでは投与 1 時間後に 2.3～4.8 g/g 検出された。その後、

経時的に減衰し、投与 24 時間後には 0.3～0.7 g/g 検出された。 
試験群Ⅲにおいて、投与 2 か月後の尿中から未変化のクロルピリホスが 0.005

～0.020 g/mL、代謝物 B が 0.38～5.20 g/mL 検出された。その後引き続き 24
時間採尿したところ、代謝物 B が 0.1～1.1 g/mL 検出されたが、未変化のクロ

ルピリホスは検出されなかった。試験群Ⅲの投与開始 4 か月後、尿中に代謝物 B
が2.4～3.9 g/mL検出されたが、未変化のクロルピリホスは検出されなかった。

（参照 6） 

 
（４）ウシ 

ホルスタイン種乳牛（1 匹）にクロルピリホス（分析標準品、純度不明）を 113 
mg/頭/日の用量で4日間混餌投与し、乳牛における動物体内運命試験が行われた。

また、クロルピリホス 50 g を乳牛の第一胃液 100 mL 又は肝臓切片 1 g と混合

し、38℃で前者は 6 時間、後者は 2 時間インキュベートし、クロルピリホスの安

定性について検討された。 
クロルピリホスは尿及び乳汁中から検出されなかった。投与期間最後の 3 日間

及び休薬後 1 日の糞に投与量の 17%（7.72 g/g）が排泄されたが、休薬後 2～4
日の糞からは検出されなかった。メチル化した尿試料から、ジエチルメチルチオ

ホスフェート及びジエチルメチルホスフェートが検出され、それぞれ投与量の

35.9%及び 26.8%であった。クロルピリホスは胃液及び肝臓切片中でも安定であ

り分解されなかった。（参照 7） 

 
（５）ヤギ 

ヤギ（品種不明、雌 2 匹）に 14C-クロルピリホスを 1 日 2 回、0.256 mCi/匹/
日で 10 日間、カプセル経口投与する動物体内運命試験が実施された。 
摂餌量を元に混餌飼料濃度に換算すると、1 匹は 15 mg/kg、もう 1 匹は 19 

mg/kg 相当であった。なお、対照群は設定されなかった。乳汁及び尿（1 日 2 回

採取）、糞（1 日 1 回採取）並びに最終投与後 24 時間以内に採取した組織サン

プルを試料とした。 
尿及び糞中に 79%TAR～89%TAR、乳汁及び組織中に 2%TAR の放射能が認

められた。乳汁中の放射能は試験 8 日に最大値に達し、その後は僅かに減少した。 
各試料中の残留放射能濃度は表 5 に示されている。 
尿中から未変化のクロルピリホスは認められず、代謝物 B のグルクロン酸抱合

体が 80%TRR～90%TRR、代謝物 F が 8%TRR～19%TRR 認められた。脂肪及



び試験 7 日の乳汁からは、未変化のクロルピリホスが 66%TRR～79%TRR（0.015
～0.17 g/g）、代謝物 B が 13%TRR～23%TRR（0.002～0.02 g/g）認められ

た。肝臓及び腎臓からは、未変化のクロルピリホスが 0.7%TRR～3.5%TRR（0.01 
g/g 未満）、代謝物 B が 82%TRR～92%TRR（0.09～0.13 g/g）認められた。

（参照 79） 

 
表 5 各試料中の残留放射能濃度（g/g） 

 投与量 脂肪 肝臓 腎臓 筋肉 皮膚 乳汁 

ヤギ① 15 mg/kg 0.10 0.18 0.26 0.03 0.11 0.024（試験 8 日午後） 

ヤギ② 19 mg/kg 0.22 0.27 0.35 0.03 0.18 0.047（試験 8 日午後） 

 
（６）ニワトリ 

白色レグホン種産卵鶏（一群雌 4 羽）に 14C-クロルピリホスを 0 及び 2.26 mg/
羽/日（混餌飼料濃度で 20 mg/kg 相当）で経口投与する動物体内運命試験が実施

された。卵及び糞尿（毎日採取）並びに最終投与 12 時間後に採取された組織を

試料とした。 
各試料における放射能濃度、未変化のクロルピリホス及び代謝物の割合は表 6

に示されている。 
分析された試料における主要成分は、未変化のクロルピリホス及び代謝物 B で

あった。また、尿及び糞中には 88%TAR～94%TAR が排泄された。（参照 79） 

 
表 6 各試料における放射能濃度、クロルピリホス及び代謝物の割合 

試料 
総残留放射能濃度 クロルピリホス 代謝物 B 

g/g %TRR %TRR 

肝臓 
0.054 

<1 <1 

(加水分解物) <1 64 

腎臓 0.154 1 71 

筋肉 0.10 － － 

砂嚢 0.024 － － 

心臓 0.068 － － 

胃腸管内容物 0.224～0.393 － － 

皮膚 0.126 70 13 

脂肪 0.198 88 <1 

卵黄 0.15 1) 32 49 

卵白 0.026 2) － － 
－：データなし又は検出されず。 
1)：試験 9 又は 10 日に 0.15 g/g の定常状態に達した。 
2)：試験 7 日に 0.026 g/g の定常状態に達した。 

 



（７）サル 

アカゲサル（一群雌雄各 1 匹、ただし 2.00 mg/kg 体重/日投与群のみ雄 2 匹、

雌 1 匹）にクロルピリホス（純度不明）を 0.08、0.40 及び 2.00 mg/kg 体重/日の

用量で 6 か月間強制経口投与し、投与開始 16 週間後に採取された尿（24 時間採

取）を試料とした動物体内運命試験が実施された。 
いずれの投与群においても、未変化のクロルピリホスは検出されなかった。代

謝物 B が 0.08、0.40 及び 2.00 mg/kg 体重/日投与群でそれぞれ 0.03～0.23、0.35
～0.80 及び 0.97～4.91 mg 検出された。（参照 6） 

 
２．植物体内運命試験 

（１）りんご 

りんご（品種：ゴールデンデリシャス）の木全体に、14C-クロルピリホスを 180 
mg/本の用量で 2 回散布し、14 日後に収穫された果実を試料とした植物体内運命

試験が実施された。 
果実における総残留放射能は約 0.1 mg/kg であった。果皮には約 95%TRR が

分布し、そのうち未変化のクロルピリホスは 36.3%TRR～36.5%TRR、主要代謝

物 B が 5.8%TRR～7.2%TRR、未同定代謝物 XA、XB、XC、XD 及び XE がそ

れぞれ 8.4%TRR～8.6%TRR、4.9%TRR～5.4%TRR、5.2%TRR～5.7%TRR、

3.2%TRR～5.4%TRR 及び 5.5%TRR～5.7%TRR 認められた。XA は 2 成分から

なり、質量数 316 を示し、光分解による脱塩素化合物と推定された。XB はアル

カリ加水分解により代謝物 B に変換された。なお、果肉及び種子での残留放射能

は 0.005 mg/kg 以下であった。（参照 8） 
 

（２）だいず 

だいず（品種：Corsoy）の子実がついた後、14C-クロルピリホスを 1,120 g ai/ha
の用量で散布し、処理 14 日後（青刈り期）及び処理 52 日後（成熟期）に採取し

て風乾した試料を用いた植物体内運命試験が実施された。 
青刈り期において、残留放射能はだいず全体の生重量に対し 5.09 mg/kg、乾

燥重量に対し 25.9 mg/kg 分布し、種子及びさやには乾燥重量で 4.4 mg/kg 分布

した。主な残留放射能は未変化のクロルピリホスであり、36.4%TRR（1.9 mg/kg）
を占めていた。代謝物 B は、遊離型として 5.7%TRR（0.17 mg/kg）、アルカリ

加水分解により得られる結合型として 18.1%TRR（0.92 mg/kg）を占めた。 
成熟期では、子実及び子実以外の試料にそれぞれ乾燥重量で 0.50 及び 4.15 

mg/kg 分布した。子実中の主な残留放射能は遊離型の代謝物 B であり、8.8%TRR
（0.02 mg/kg）を占めた。また、未変化のクロルピリホスが 2.6%TRR、結合型

の代謝物 B が痕跡程度（<0.01 mg/kg）検出された。子実以外の部位からは未変

化のクロルピリホスが 28.8%TRR、結合型代謝物 B が 25.1%TRR、遊離型代謝

物 B が 6%TRR 検出された。 



主要代謝物はいずれの試料でも B（遊離型及び結合型）であり、青刈り試料、

成熟期の子実及び子実以外の試料でそれぞれ 23.8%TRR、8.8%TRR 及び

31.1%TRR を占めた。その他の代謝物は 6.8%TRR 以下であった。なお、成熟期

の子実において、天然成分に同化された 14C は 66%TRR であった。（参照 9） 

 
（３）てんさい 

14C-クロルピリホスを用いたてんさい（品種：US-H-20）における植物体内運

命試験が行われた。本試験の試験設計概要は表 7 に示されている。 

 
表 7 植物体内運命試験（てんさい）における試験設計概要 

試験群 Ⅰ Ⅱ1) Ⅲ 
処理方法 土壌処理 2) 土壌処理 2)＋茎葉散布処理 茎葉散布処理 

処理量 0.119 g ai/m 0.119 g ai/m＋ 
1,120 g ai/ha 1,120 g ai/ha 

試料採取日 
処理 38 日後(間引き) 
処理 163 日後(成熟期) 

土壌処理 38 日後(間引き)3) 
最終処理 107 日後(成熟期) 

処理 107 日後 
(成熟期) 

1)：Ⅱ群のみ 2 試験区（Ⅱa 及びⅡb とする）で実施。 
2)：播種時に植溝処理 3)：茎葉散布する前に採取。 

 
各試料中の総残留放射能濃度は表 8 に示されている。 
試験群Ⅱb について代謝物の分析が実施された結果、間引き試料から未変化の

クロルピリホスが 1.4%TRR、遊離型の代謝物 B が 1.6%TRR、結合型の代謝物 B
が 57.5%TRR 検出された。成熟期の茎葉部から未変化のクロルピリホスは検出

されず、代謝物 B が 0.8%TRR 検出された。また、アルカリ加水分解により結合

型代謝物 B が 29.6%TRR 検出された。成熟期の根部からは未変化のクロルピリ

ホスが 0.3%TRR、遊離型の代謝物 B が 25.8%TRR、代謝物 E が 9%TRR 同定さ

れた。また、ショ糖分画中に根部残留放射能の 40.5%が取り込まれていた。（参

照 10） 

 
表 8 各試料中の総残留放射能濃度 

試験群 
総残留放射能濃度（mg/kg） 

間引き試料 成熟期茎葉 成熟期根部 

Ⅰ 0.61 0.02 0.11 

Ⅱa 0.67 0.02 0.21 

Ⅱb 0.81 0.04 0.23 

Ⅲ  0.04 0.11 
／：試料採取せず 

 
（４）かんきつ 

かんきつ（ネーブルオレンジ、品種：Washington）に、乳剤に調製した 14C-



クロルピリホスを 3,970 g ai/ha の用量で単回茎葉散布処理し、処理 0、6 及び

21 日後に採取した果実並びに処理 6 及び 21 日後に採取した葉をそれぞれ試料と

した植物体内運命試験が実施された。 
各試料中の総残留放射能は表 9 に、各試料中の代謝物分布は表 10 に示されて

いる。 
果実及び葉の総残留放射能は処理後日数に伴って減少した。果実中残留放射能

の大部分は果皮に分布していた。 
果実における主要成分は未変化のクロルピリホスであり、処理 21 日後で

70.0%TRR 認められた。主な代謝物は、未同定代謝物 A（最大 6.0%TRR）及び

代謝物 Y（最大 0.3%TRR）のみであった。ほかに未同定代謝物が最大で 1.9%TRR
認められた。 
葉における主要成分は未変化のクロルピリホスであり、処理 21 日後で

58.6%TRR 認められた。代謝物として、未同定代謝物 A が 2.5%TRR、代謝物 B、

F 及び Y がいずれも 0.5%TRR 以下認められた。ほかに未同定代謝物は最大で

7.9%TRR であった。また、10.8%TRR 認められた水相中放射能を-グルコシダ

ーゼ及び塩基により加水分解処理した結果、その 79.2%が代謝物 B を含んでいた。

（参照 87、88） 

 
表 9 各試料中の総残留放射能 

処理後 
日数 

全果実 
葉 

(mg/kg) 
(mg/kg) 分布率(%) 

果皮 髄 果肉 
0 3.44 99.5 0.3 0.2 － 
6 3.01 99.5 0.4 0.1 86.8 

21 1.51 99.3 0.6 0.1 44.4 
  －：試料採取せず 

 
表 10 各試料中の代謝物分布（%TRR） 

試

料 
処理後

日数 

クロル

ピリホ

ス 

代謝物

B 
代謝物

E 
代謝物

F 
代謝物

Y 

未同定

代謝物

A 
水相 

抽出残

渣 a 

果
実 

0 97.0 <MQL <MQL － 0.2 <MQL － 0.6 
6 85.3 <MQL － － 0.3 3.0 － 6.7 

21 70.0 <MQL － － <MQL 6.0 － 17.3 

葉 

6 85.4 <MQL － － <MQL 1.4 4.3 5.7 
21 58.6 0.3 － 0.3 0.5 2.5 10.8 14.6 

a：果実は果皮での残渣を示す。 
MQL：定量下限 (0.1%TRR～0.3%TRR) 
－：検出せず 

 



（５）キャベツ① 

キャベツ（品種：Dynamo）の成熟期に近い時期（BBCH46～49）に、乳剤に

調製した 14C-クロルピリホスを 1,430 g ai/ha の用量で散布処理し、処理 0、7、
14、21 及び 42 日後に採取して、結球部、外葉部及びフラットな葉部を試料とし

た植物体内運命試験が実施された。 
各試料中の総残留放射能は表 11 に、各試料中の代謝物分布は表 12 に示されて

いる。 
各試料において総残留放射能は経時的に減少した。 
結球部及び外葉部においては、未変化のクロルピリホスが認められたほか、代

謝物 B、E、F、Y 及び Z 並びに保持時間 6～8 分、9～10 分、11～12 分及び 33
～36 分を示す未同定代謝物が認められた。保持時間 6～8 分及び 11～12 分の未

同定代謝物は 10%TRR を超えて認められた。 
処理 21 日後の外葉部の抽出液を-グルコシダーゼ処理した結果、未変化のク

ロルピリホス及び代謝物 B が検出されたほか、代謝物 F が僅かに検出された。

（参照 87、89） 

 
表 11 各試料中の総残留放射能  

部位 
処理後

日数 

総残留 
放射能 

ジクロロメタン

洗浄液 
アセトニトリル

洗浄液 
粉砕試料 

mg/kg mg/kg %TRR mg/kg %TRR mg/kg %TRR 

結球部 

0 1.92 1.43 74.5 0.214 11.1 0.276 14.4 

7 1.71 0.305 17.8 0.075 4.4 1.33 77.8 

14 0.690 0.021 3.0 0.019 2.7 0.650 94.3 

21 0.738 0.013 1.8 0.020 2.7 0.705 95.5 

42 0.698 0.005 0.8 0.015 2.2 0.677 97.0 

外葉部 

0 87.0 69.0 79.4 1.67 1.9 16.3 18.7 

7 65.6 17.0 26.0 1.59 2.4 47.0 71.6 

14 30.5 2.48 8.1 0.751 2.5 27.3 89.4 

21 26.4 1.11 4.2 0.515 1.9 24.8 93.8 

42 18.5 0.317 1.7 0.349 1.9 17.9 96.4 

フラット

な葉部 

0 97.1 62.2 64.0 3.36 3.5 31.6 32.5 

7 44.5 10.6 23.8 1.56 3.5 32.3 72.7 

14 39.8 3.85 9.7 1.06 2.7 34.9 87.6 

21 35.2 2.00 5.7 0.769 2.2 32.5 92.2 

42 30.1 0.893 3.0 0.469 1.6 28.7 95.5 

 

 

 

 

 



表 12 各試料中の代謝物分布 

試

料 

処

理

後

日

数 

画分 

クロル

ピリホ

ス 

代謝

物 B 
代謝

物 E 
代謝

物 F 
代謝

物 Y 
代謝

物 Z 
RT 6
～8 分 

RT 9
～10
分 

RT 11
～12
分 

RT 33
～36
分 

その

他 

結

球

部 

0 
1.85 

(96.4) 
<MQL － 

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

<MQL <MQL 

7 
1.02 

(59.4) 
0.035 
(2.0) 

0.010 
(0.6) 

－ 
－ 

<MQL － 
－ 

0.077 
(4.5) 

0.019 
(1.1) 

0.219 
(12.8) 

0.012 
(0.7) 

0.019 
(1.1) 

14 
0.087 
(12.6) 

0.031 
(4.5) 

<MQL 0.037 
(5.3) 

－ 
－ 

<MQL 0.121 
(17.6) 

0.054 
(7.9) 

0.177 
(25.7) 

0.001 
(0.2) 

0.012 
(1.7) 

21 
0.052 
(7.0) 

0.045 
(6.1) 

<MQL 0.019 
(2.6) 

－ 
－ 

<MQL 0.300 
(40.6) 

0.008 
(1.1) 

0.225 
(30.5) 

0.002 
(0.2) 

<MQL 

42 
0.023 
(3.3) 

0.025 
(3.6) 

<MQL － 
－ 

－ 
－ 

<MQL 0.349 
(50.0) 

<MQL 0.193 
(27.6) 

0.001 
(0.1) 

0.005 
(0.8) 

外

葉

部 

0 
82.7 

(95.1) 
0.148 
(0.2) 

－ 
－ 

<MQL <MQL － 
－ 

<MQL － 
－ 

0.267 
(0.3) 

<MQL 0.267 
(0.3) 

7 
41.2 

(62.8) 
0.922 
(1.4) 

<MQL 1.81 
(2.8) 

0.147 
(0.2) 

－ 
－ 

3.13 
(4.8) 

<MQL 5.68 
(8.7) 

0.369 
(0.6) 

0.369 
(0.6) 

14 
9.17 

(30.0) 
0.956 
(3.1) 

<MQL 0.100 
(0.3) 

<MQL <MQL 5.04 
(16.5) 

－ 
－ 

7.28 
(23.8) 

0.227 
(0.7) 

0.707 
(2.3) 

21 
1.31 
(5.0) 

0.202 
(0.8) 

<MQL － 
－ 

<MQL － 
－ 

7.70 
(29.2) 

0.099 
(0.4) 

4.70 
(17.8) 

0.187 
(0.7) 

0.605 
(2.3) 

42 
1.61 
(8.7) 

0.153 
(0.8) 

0.012 
(0.1) 

<MQL <MQL － 
－ 

5.18 
(27.9) 

0.007 
－ 

2.45 
(13.2) 

0.071 
(0.4) 

0.328 
(1.8) 

注）表中分析値の上段は mg/kg、下段は%TRR を示す。 
MQL：定量下限(0.1%TRR～2.8%TRR) 
－：検出せず、0.001 mg/kg 未満又は 0.1%TRR 未満 

 
（６）キャベツ② 

キャベツ①［2.(5)］における 14C-クロルピリホス処理 21 日後の外葉部試料の

抽出液について、さらに単離・精製し、LC/MS 分析による抱合体代謝物の同定

及び定量が行われた。 
代謝物 B の抱合体として、グルコース抱合体、グルコース及びマロン酸抱合体、

2 つのグルコース抱合体並びに 2 つのグルコース及びマロン酸との抱合体の 4 種

類が同定された。 
外葉部抽出液における各種抱合体は表 13 に示されている。（参照 87、90） 

 
 
 



表 13 外葉部抽出液における各種抱合体 

 mg/kg %TRR 
クロルピリホス 2.57 9.8 

代謝物 B
抱合体 

グルコース＋マロン酸 3.17 12.0 
グルコース又はグルコース＋グルコース＋マロン酸 2.95 11.2 
グルコース＋グルコース 1.69 6.4 

合計 39.4 

 

（７）えんどう豆 

えんどう豆（品種：Green Arrow Bush Shell）のさや成熟度が 10%（BBCH81）
の時期に、乳剤に調製した 14C-クロルピリホスを 1,900 g ai/ha の用量で散布処

理し、処理 0、7、14、21 及び 28 日後に採取したさや及びさや以外の地上部を

試料とした植物体内運命試験が実施された。 
各部位の総残留放射能は表14に、各部位の代謝物分布は表15に示されている。 
地上部の残留放射能は処理 7 日以降 1/5～1/6 に減少し、さや部は処理 7 日以

降に 1/2～1/3 に減少した。 
いずれの試料においても未変化のクロルピリホスが認められたほか、10%TRR

を超える主要代謝物として、B がさや部において、また、地上部及びさや部にお

いて代謝物 3 及び 5 が認められた。 
代謝物 1 は代謝物 B のグルコース及びマロン酸抱合体、代謝物 2 は代謝物 B

と分子量 307 の天然物との抱合体、代謝物 3 は代謝物 B と分子量 381 の天然物

との抱合体及び代謝物 5 は代謝物 B と分子量 309 の天然物との抱合体であるこ

とが推定された。（参照 87、91） 

 
表 14 各部位の総残留放射能（mg/kg） 

部位 
処理後日数 

0 7 14 21 28 
地上部 18.0 3.26 2.42 3.41 2.80 
さや部 1.33 0.594 0.332 0.377 0.247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 15 各部位の代謝物分布 

試

料 

処

理

後

日

数 

画分 

クロ

ルピ

リホ

ス 

代謝

物 B 

代謝

物 1 
(RT 
38.2
分) 

代謝物 2 
(RT 37.6 分) 代謝

物 3 
(RT 
35.9
分) 

代謝

物 4 
(RT 
31.5
分) 

代謝

物 5 
(RT 
30.0
分) 

RT 10
～13
分 

RT 
3.5 分 

その

他 

代謝

物 2a 
(RT 
37.8
分) 

代謝

物 2b 
(RT 
37.3
分) 

地

上

部 

0 
17.3 

(95.9) 
0.144 
(0.8) 

－ － － － － 0.217 
(1.2) 

－ 0.271 
(1.5) 

7 
1.56 

(48.0) 
0.199 
(6.1) 

0.355 
(10.9) 

0.007 
(0.2) 

0.179 
(5.5) 

<MQ
L 

0.225 
(6.9) 

0.075 
(2.3) 

0.062 
(1.9) 

0.277 
(8.5) 

14 
0.356 
(14.7) 

0.206 
(8.5) 

0.196 
(8.1) 

0.107 
(4.4) 

0.273 
(11.3) 

0.063 
(2.6) 

0.387 
(16.0) 

0.015 
(0.6) 

0.106 
(4.4) 

0.365 
(15.1) 

21 
0.143 
(4.2) 

0.222 
(6.5) 

0.181 
(5.3) 

0.164 
(4.8) 

0.478 
(14.0) 

0.113 
(3.3) 

0.880 
(25.8) 

0.215 
(6.3) 

0.239 
(7.0) 

0.307 
(9.0) 

28 
0.042 
(1.5) 

0.084 
(3.0) 

0.115 
(4.1) 

0.103 
(3.7) 

0.355 
(12.7) 

0.078 
(2.8) 

0.660 
(23.6) 

0.296 
(10.6) 

0.106 
(3.8) 

0.503 
(18.0) 

さ

や

部 

0 
1.29 

(97.0) 
－ － － － － － － － <MQ

L 

7 
0.311 
(52.3) 

0.059 
(10.0) 

0.004 
(0.7) 

0.029 
(4.8) 

0.014 
(2.4) 

0.033 
(5.5) 

－ 0.020 
(3.4) 

0.025* 
(4.2) 

0.036 
(6.0) 

14 
0.078 
(23.5) 

0.049 
(14.7) 

0.004 
(1.3) 

0.022 
(6.7) 

0.018 
(5.3) 

0.034 
(10.1) 

0.001 
(0.4) 

0.032 
(9.6) 

0.036* 
(10.8) 

0.016 
(4.6) 

21 
0.050 
(13.2) 

0.040 
(10.6) 

<MQ
L 

0.015 
(4.1) 

0.027 
(7.1) 

0.050 
(13.3) 

－ 0.062 
(16.4) 

0.057* 
(15.1) 

0.014 
(3.7) 

28 
0.008 
(3.3) 

0.034 
(13.6) 

0.003 
(1.1) 

0.006 
(2.5) 

0.015 
(6.0) 

0.035 
(14.2) 

0.002 
(0.7) 

0.044 
(18.0) 

0.060* 
(24.3) 

<MQ
L 

注）表中分析値の上段は mg/kg、下段は%TRR を示す。 
*：RT 10～13 分及び RT 3.5 分の合量 
MQL：定量下限(0.1%TRR～0.5%TRR) 
－：検出せず 

 
（８）だいこん 

だいこん（品種：White Icicle）の根部直径が 50%（BBCH45）の時期に、乳

剤に調製した 14C-クロルピリホスを 6,400 g ai/ha の用量で散布処理し、処理 0、
7、14、21 及び 35 日後に採取した茎葉部及び根部を試料とした植物体内運命試

験が実施された。 
各部位の総残留放射能濃度は表 16 に、各試料中の代謝物分布は表 17 に示され

ている。 
茎葉部において、洗浄液中残留放射能は洗浄液により処理 0 日後の 99.0 mg/kg

（67.1%TRR）から処理 35 日後で 0.083 mg/kg（6.5%TRR）に減少した。非洗



浄茎葉部は洗浄部とほぼ同様の残留レベル及び減衰傾向を示した。根部において、

残留放射能の大きな変化は認められなかった。 
茎葉部において、主要成分として未変化のクロルピリホスが認められたほか、

領域 B においては代謝物 B とグルコース及びマロン酸との抱合体が同定された。

領域 C 及び D には 90 以上の成分が含まれており、各成分の割合は 0.3%TRR 以

下又は 0.017 mg/kg 以下であると考えられた。根部において、主要成分は未変化

のクロルピリホスであり、領域 B に検出された代謝物 B のグルコース及びマロ

ン酸抱合体が 10%TRR を超えて認められた。（参照 87、92） 

 
表 16 各部位の残留総放射能濃度（mg/kg） 

処理後

日数 

 
非洗浄 
茎葉部 

根部 総残留 
放射能 

洗浄茎葉部 
ジクロロメ

タン洗浄液 
アセトニト

リル洗浄液 
植物体部 

0 148 91.7 7.36 48.6 59.7 1.88 
7 14.2 2.54 0.473 11.2 12.7 1.03 

14 11.2 1.99 0.853 8.33 8.50 2.68 
21 6.82 0.572 0.377 5.87 4.68 1.12 
35 1.29 0.033 0.050 1.20 1.60 2.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 17 各試料中の代謝物分布 

試

料 

処

理

後

日

数 

画分 

クロ

ルピ

リホ

ス 

代謝

物 B 
代謝

物 E 
代謝

物 F 
代謝

物 Y 
代謝

物 Z 

領域A 
(RT 
30.0
～

30.9
分) 

領域B 
(RT 

9.7～
10.6
分) 

領域C 
(RT 

7.1～
9.6分) 

領域

D 
(RT 

4.5～
7.1分) 

その

他 

茎

葉

部 

0 
140 

(94.9) 
0.795 

(0.5) 

－ － － － 0.560 
(0.4) 

0.042 
(<0.1) 

<LOQ － 2.13 
(1.4) 

7 
6.70 

(47.2) 
0.039 
(0.3) 

－ － 0.022 
(0.2) 

<LOQ 0.359 
(2.5) 

2.84 
(20.0) 

0.027 
(0.2) 

0.678 
(4.8) 

1.08 
(7.6) 

14 
4.94 

(44.1) 
0.122 
(1.1) 

0.002 

(<0.1) 

0.005 
(<0.1) 

0.015 
(0.1) 

－ 0.333 
(3.0) 

0.479 
(4.3) 

0.886 
(7.9) 

1.82 
(16.3) 

0.652 
(5.8) 

21 
2.00 

(29.4) 
0.112 
(1.6) 

－ 0.002 
(<0.1) 

0.022 
(0.3) 

－ 0.164 
(2.4) 

0.831 
(12.2) 

0.671 
(9.8) 

0.602 
(8.8) 

0.551 
(8.1) 

35 
0.104 
(8.1) 

0.043 
(3.3) 

<LOQ － － － 0.002 
(0.2) 

0.217 
(16.9) 

0.226 
(17.5) 

0.265 
(20.6) 

0.030 
(2.3) 

根

部 

0 
1.77 

(93.8) 
0.025 
(1.3) 

－ － － － － － － － － 

7 
0.824 
(80.1) 

0.023 
(2.3) 

－ － － － － 0.072 
(7.0) 

0.006 
(0.6) 

0.015 
(1.4) 

－ 

14 
2.05 

(76.3) 
0.084 
(3.1) 

－ － － － － 0.137 
(5.1) 

0.038 
(1.4) 

0.050 
(1.9) 

<LOQ 

21 
0.690 
(61.4) 

0.017 
(1.5) 

0.009 

(0.8) 

－ － － － 0.166 
(14.8) 

0.031 
(2.7) 

0.045 
(4.0) 

0.014 
(1.3) 

35 
0.906 
(41.5) 

0.026 
(1.2) 

0.014 
(0.6) 

－ － － － 0.595 
(27.2) 

0.157 
(7.2) 

0.226 
(10.4) 

0.019 
(0.9) 

注）茎葉部は洗浄茎葉部の試料を用いた。表中分析値の上段は mg/kg、下段は%TRR を示す。 
LOQ：定量下限 
－：検出せず 

 
クロルピリホスの植物における主要代謝経路は、リン酸エステルの加水分解に

よる代謝物 B の生成及びそれに続くグルコース及びマロン酸との抱合化である

と考えられた。 

 
３．土壌中運命試験 

（１）土壌中運命試験 

7 種類の海外土壌［米国土壌（コマース壌土、バーンズ壌土、ノーフォーク砂

壌土、マイアミシルト質壌土、カトリンシルト質埴壌土及びストックトン埴土）

及びドイツ土壌（ジャーマン 2：3 砂壌土）］に 14C-クロルピリホス（標識位置



不明）を6.7 mg/kgの用量でに混和後、25℃の暗所で360日間インキュベートし、

好気的条件（全 7 土壌）、好気的及び嫌気的条件（試験開始 30 日後から嫌気的

条件、コマース壌土及びストックトン埴土のみ）並びに嫌気的条件（コマース壌

土及びストックトン埴土のみ）におけるクロルピリホスの湛水土壌中運命試験が

実施された。 
推定半減期、14CO2量及び分解物生成量は表 18 に示されている。 
好気的条件下における試験期間中の減衰曲線は、一次反応式より 2 コンパート

メントモデルによりよく近似することができた。また、未抽出放射能は少なく、

一時的に 10%TAR を超える場合はあったものの 1%TAR～5%TAR であり、これ

らの放射能は主としてフルボ酸に取り込まれていた。 
主要分解経路は分解物 B 及びその脱メチル体の分解物 E の生成であり、最終

的に CO2 へと分解されると考えられた。なお、嫌気的条件においては分解物 B
の検出量が高く、分解物 E への分解は少なく、CO2もほとんど生成しなかった。

（参照 12） 

 
表 18 推定半減期、14CO2生成量及び分解物の生成量 

試験条件 土壌 
推定半減期

（日） 

生成量（%TAR） 
14CO2 

（360 日後） 
B E 

最大値 到達日 最大値 到達日 

好気的 

コマース 11 88.5 38.0 14 日 1.6 30 日 
バーンズ 22 62.8 32.5 30 日 10.7 120 日 

ノーフォーク 102 31.1 33.7 270 日 1.5 360 日 
マイアミ 24 83.3 30.8 60 日 0.4 270 日 
カトリン 34 75.0 19.4 30 日 6.0 120 日 

ストックトン 107 26.6 21.9 360 日 4.6 360 日 
ジャーマン 2:3 141 52.8 6.2 270 日 0.1 270 日 

好気的及

び嫌気的 
コマース 15 29.9 54.9 360 日 0.6 270 日 

ストックトン 58 6.1 53.5 270 日 0.8 60 日 

嫌気的 
コマース 39 0.6 93.0 270 日 0.7 14 日 

ストックトン 51 1.1 63.6 360 日 tr － 
tr：痕跡量  －：痕跡量のため特定できず 

 
（２）土壌吸着試験 

4 種類の国内土壌［褐色火山灰土（茨城）、埴壌土（和歌山）、中祖粒黄色土

大代統重埴土（岡山）及び砂丘未熟土（宮崎）］を用いた土壌吸着試験が実施さ

れた。 
Freundlich の吸着係数 Kads は 25.0～153、有機炭素含有率により補正した吸

着係数 Koc は 1,670～10,600 であった。（参照 13） 

 



４．水中運命試験 

（１）加水分解試験 

pH 5、7 及び 9 のリン酸緩衝液に 14C-クロルピリホスを 0.6 mg/L となるよう

添加し、25℃で 35 日間インキュベートする加水分解試験が実施された。 
クロルピリホスの推定半減期は pH 5 及び 7 で 72 日、pH 9 で 16 日であった。

主要分解物は B 及び F であった。主要分解経路は加水分解反応であると考えら

れ、分解物 B を経て F へ、又は直接分解物 F になると考えられた。いずれの pH
においても、試験終了時に未変化のクロルピリホスが 39.6%TAR～69.3%TAR
残存していた。（参照 14） 

 

（２）水中光分解試験 

pH 7 の滅菌リン酸緩衝液又は pH 7.62 の自然水に 14C-クロルピリホスを濃度

0.5～1 mg/L となるように添加し、24.5～26.0℃で蛍光被覆水銀灯光（光強度：

1.50 W/m2、波長：300～320 nm）又は 20.9℃で自然光（北緯 43.4°）を照射し、

水中光分解試験が実施された。 
クロルピリホスの 20.9℃における緩衝液中での推定半減期は、約 30 日であっ

た。なお、25℃の暗所対照区における緩衝液中の半減期は 74 日であり、自然光

による緩衝液中及び自然水中における推定半減期はそれぞれ 26.4 及び 33.8 日で

あった。 
主要分解物は、緩衝液及び自然水中でシュウ酸を主成分とする有機酸であった。

光分解物の割合は、全ての物質で 10%TAR 以下であったが、緩衝液及び自然水

中の分解物として脱クロル体である分解物 G、H 及び I が僅かに検出された

（1%TAR～4%TAR 以下）。分解物 B 及び F（脱エチル体）は検出されなかっ

た。（参照 15） 

 
５．土壌残留試験 

洪積土（長野）、火山灰土（栃木）、火山灰土・壌土（茨城）及び沖積土・埴壌

土（高知）を用いて、クロルピリホスを分析対象化合物とした土壌残留試験（容器

内及びほ場）が実施された。 
結果は表 19 に示されている。（参照 16、17） 

 
 
 
 
 
 
 
 



表 19 土壌残留試験成績 

試験 土壌 濃度 推定半減期（日） 

容器内試験 

火山灰土 原体 
18 mg/kg 

14～28 
洪積土 14～28 

火山灰土・壌土 純品 
5.0 mg/kg 

30 
沖積土・埴壌土 35 

ほ場試験 
（畑地） 

火山灰土 1,250～1,500 SP 
g ai/ha 

≦10 
洪積土 10～20 

火山灰土・壌土 90,000 G 
g ai/ha 

32 
沖積土・埴壌土 12 

注）G：粒剤、SP：水溶剤 
 

６．作物等残留試験 

（１）作物残留試験 

野菜、果実、茶等を用いて、クロルピリホスを分析対象化合物とした作物残留

試験が実施された。 
結果は別紙 3 に示されている。クロルピリホスの最大残留値は、最終散布 7 日

後に収穫した茶（荒茶）の 26.3 mg/kg であったが、14、21 日後にはそれぞれ

3.16、0.560 mg/kg と減衰した。（参照 18～23、64、87） 
 

（２）畜産物残留試験 

ウシ、ブタ及びニワトリを用いた畜産物残留試験が実施された。結果は別紙 4
に示されている。 
クロルピリホスの畜産物における最大残留値は、ウシに 100 mg/kg で 30 日間

強制経口投与後の腎臓周囲脂肪における 4.2 g/g であった。ウシの乳汁、ブタの

筋肉及び鶏卵では 0.03 g/g 以下であった。（参照 79） 

 
（３）魚介類における最大推定残留値 

クロルピリホスの公共用水域における水産動植物被害予測濃度（水産 PEC）

及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算出された。クロ

ルピリホスの水産 PEC は 0.044 g/L、BCF は 1,374（試験魚種：ニジマス）、

魚介類における最大推定残留値は 0.302 mg/kg であった。（参照 83） 

 
７．一般薬理試験 

マウス及びラットを用いた一般薬理試験が実施された。 
結果は表 20 に示されている。（参照 24） 

 
 
 



表 20 一般薬理試験概要 

試験の種類 動物種 
動物数 
匹/群 

投与量

(mg/kg 体重) 

最大 
無作用量 

(mg/kg 体重) 

最小作用量 
(mg/kg 体重) 

結果の概要 

中 
枢 
神 
経 

一般状態 
(Irwin法) 

ICR 
マウス 雄 3 匹 

0､1､3､10､ 
30､100､300 

3 10 

300 mg/kg 体重：筋緊張度

低下、体温低下、運動協調

障害等 
100 mg/kg 体重以上：眼瞼

下垂、流涎、流涙等 
30 mg/kg 体重以上：毛づく

ろい減少、運動性低下等 
10 mg/kg 体重以上：自発運

動低下 

Wistar 
ラット 

雄 3 匹 
0､5､15､50､ 

150､500 
5 15 

150 mg/kg 体重以上：運動

性低下、攣縮、運動協調障

害、握力低下等 
50 mg/kg 体重以上：自発運

動低下、よろめき歩行等 
15 mg/kg 以上：感受性の低

下及び縮瞳 
150 mg/kg 体重以上で死亡

例 

睡眠時間 
ICR 

マウス 雄 8 匹 0､1､10､100 10 100 有意な延長 

痙攣誘発

作用 
ICR 

マウス 
雄 10 匹 0､1､10､100 100 - 影響なし 

体温 
Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､5､15､50 15 50 

投与 1～6 時間後まで体温

が有意に低下したが、8 時

間後には回復。 

脳波 
Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､5､15､50 15 50 

皮質脳波が低振幅速波化

し、海馬では覚醒波が惹起。 
循 
環 
器 

血圧・ 
心拍数 

Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､5､15､50 50 - 影響なし 

自 
律 
神 
経 

瞳孔径 
Wistar 
ラット 

雄 6 匹 0､5､15､50 5 15 有意な縮瞳 

消 
化 
器 

腸管 
輸送能 

ICR 
マウス 雄 8 匹 0､1､10､100 1 10 

10 mg/kg 体重でのみ有意

に亢進 

血 
液 

血液凝固 
Wistar 
ラット 雌 6 匹 0､5､15､50 50 - 影響なし 

溶血作用 
Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､5､15､50 50 - 影響なし 

ChE 
Wistar 
ラット 雄 6 匹 

0､0.15､0.5､
1.5､5､15､50 

0.5 1.5 
血漿 ChE 活性を有意に抑

制 
・いずれの試験においても、溶媒は 0.5%トラガント水溶液、投与方法は強制経口投与で実施された。 
－：最小作用量は設定できなかった。 

 



８．急性毒性試験 

（１）急性毒性試験 

クロルピリホス（原体）の急性毒性試験が実施された。 
結果は表 21 に示されている。（参照 25～31） 

 
表 21 急性毒性試験結果概要（原体） 

投与 
経路 

動物種 
LD50(mg/kg 体重) 

観察された症状 
雄 雌 

経口 

ラット 
(系統不明) 
雌雄各 5 匹 

163 a 135 a 

投与量：雌雄 63、126、252、500 
mg/kg 体重 
 
63 mg/kg 体重以上：雄で強い赤

血球 ChE 活性阻害作用（20%以

上）b 
雄：63 mg/kg 体重以上で死亡例 
雌：126 mg/kg 体重以上で死亡例 

dd マウス 
雄 10 匹 

88  

投与量：46、59、77、100、130 
mg/kg 体重 
 
症状記載なし 
59 mg/kg 体重以上で死亡例 

Swiss-Webster マウス 
雄 10 匹 

102  

投与量：25、40、63、100、160 
mg/kg 体重 
 
自発運動減少、流涎、呼吸困難（発

現用量不明） 
63 mg/kg 体重以上で死亡例 

ウサギ 
(系統不明) 

雄又は雌 2 匹 

1,000～ 
2,000 

投与量：500、1,000、2,000 mg/kg
体重 
 
症状記載なし 
2,000 mg/kg 体重以上で死亡例 

ウサギ 
(系統不明) 
雌 3 匹 

 >675 

投与量：300、450、675 mg/kg
体重 
 
症状及び死亡例なし 

ウサギ 
(系統不明) 
雄 10 匹 

995  

投与量：800、900、1,000、1,250、
1,500 mg/kg 体重 
 
800 mg/kg体重以上で縮瞳及び下

痢、死亡例で流涎及びチアノーゼ 
900 mg/kg 体重以上で死亡例 



 

 

モルモット 
(系統不明) 
雄 4 匹 

504 a  

投与量：63、126、252、500、1,000 
mg/kg 体重 
 
症状記載なし 
126 mg/kg 体重以上で死亡例 

ヒナドリ 
(系統不明) 
雄 4 羽 

32 a  

投与量：20、25.2、31.6、39.8、
50、63 mg/kg 体重 
 
症状記載なし 
全投与群で死亡例 

経皮 
SD ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 
血涙、自発運動減少、弯曲姿勢、

立毛、眼球突出 
死亡例なし 

吸入 
アルビノラット 

(HC/CFHB) 
雌雄各 5 匹 

LC50(mg/L) 
症状及び死亡例なし 

>0.2 >0.2 

/：実施せず 
a：LD50値は Thompson の方法の Weil 変法により算出 
b：雄でのみ ChE 測定が実施された。 

 
代謝物 B の急性毒性試験が実施された。 
結果は表 22 に示されている。なお、ビーグル犬でも実施されたが、催吐作用

のため、LD50は求められなかった。（参照 32～34） 
 

表 22 急性毒性試験結果概要（代謝物 B） 

投与 
経路 

動物種 
LD50(mg/kg 体重) 

観察された症状 
雄 雌 

経口 

アルビノラット 
（系統不明） 
雌雄各 5 匹 

1,000～ 
3,000 

1,000～ 
3,000 

症状なし 
3,000 mg/kg 体重で死亡例 

SD ラット 
雌雄各 10 匹 

794 870 
弛緩性麻痺、呼吸困難及び流涎 
全投与群で死亡例 

Swiss-Cox マウス 
雌雄各 15 匹 

380 415 
振戦、弛緩性麻痺、呼吸困難及び

眼球突出 
全投与群で死亡例 

 
（２）急性神経毒性試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口（原体：0、10、50 及

び 100 mg/kg 体重）投与による急性神経毒性試験が実施された。本試験において、

脳及び赤血球 ChE 活性は測定されなかった。 
各投与群で認められた毒性所見は表 23 に示されている。 
本試験において、50 mg/kg 体重以上投与群の雌雄で自発運動量減少等が認め

られたので、無毒性量は雌雄で 10 mg/kg 体重であると考えられた。（参照 36） 



表 23 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
100 
mg/kg 体重 

・紅鼻汁、紅涙（投与 2～4 日後） 
・FOB の変化（流涙、反応性低下、

振戦、協調運動障害及び排便減少）

（投与 6 時間後） 

・筋緊張低下（投与 2 及び 3 日後）、

過剰反応（投与 2～5 日後） 
・FOB の変化（筋緊張低下、流涙、

流涎及び排尿減少）（投与 6 時間

後） 
50 
mg/kg 体重 
以上 

・外陰部の汚れ（投与 2 及び 3 日後） 
・体重減少（投与 2 日後） 
・自発運動量減少（投与日） 

・会陰部の汚れ（投与 2 及び 3 日後） 
・紅鼻汁、紅涙（投与 2～4 日後） 
・体重減少（投与 2 日後） 
・FOB の変化（異常行動、協調運動

障害、振戦、反応性低下及び排便

減少）（投与 6 時間後） 
・自発運動量減少（投与日～投与 8

日後） 
10 mg/kg 体重 毒性所見なし 毒性所見なし 

 
（３）急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ） 

白色レグホン鶏（一群雌 10 匹）又は雑種鶏（一群雌 10 匹）を用い、保護剤と

して硫酸アトロピン 30 mg/kg 体重を検体投与 30 分前に投与後、クロルピリホ

スをゼラチンカプセルによる強制経口（原体：0、50 及び 100 mg/kg 体重）投与

して急性遅発性神経毒性試験が実施された。 
本試験において、遅発性神経毒性は認められなかった。（参照 37、38） 

 
９．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験 

ウサギ（系統不明）を用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験並びに NZW ウサ

ギを用いた眼刺激性試験が実施された。眼及び皮膚に対し軽度の刺激性が認められ

た。（参照 39～41） 
Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験（Buehler 法）が実施された。皮膚

感作性は認められなかった。（参照 42） 

 
１０．亜急性毒性試験 

（１）90 日間亜急性毒性試験（ラット）① 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、0.1、1.0、5.0
及び 15 mg/kg 体重/日）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 
各投与群で認められた毒性所見は表 24 に示されている。 
本試験において、1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害

（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄とも 0.1 mg/kg 体重/日であると

考えられた。（参照 65） 

 
 



表 24 90 日間亜急性毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
15 mg/kg 体重/日 ・尿による汚れ 

・体重増加抑制（投与 1～4、10
～12 週） 

・尿による汚れ 
・RBC 及び PCV 減少 
・会陰部の汚れ 

5.0 mg/kg 体重/日 
以上 

・RBC 減少 
・脳 ChE 活性阻害（20%以上）

（投与 93 日） 
・副腎束状帯空胞化 

・脳 ChE 活性阻害（20%以上）

（投与 94 日） 
 

1.0 mg/kg 体重/日 
以上 

・赤血球 ChE 活性阻害（20%以

上、投与 43 日） 
・赤血球 ChE 活性阻害（20%以

上、投与 44 及び 91 日） 

0.1 mg/kg 体重/日 毒性所見なし 毒性所見なし 

 
（２）90 日間亜急性毒性試験（ラット）② 

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、4、8、16、31、
63、125、250 及び 500 ppm：平均検体摂取量は表 25 参照）投与による 90 日間

亜急性毒性試験が実施された。本試験において、脳及び赤血球 ChE 活性は測定

されなかった。 

 
表 25 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②の平均検体摂取量（計算値1） 

投与群 4 ppm 8 ppm 16 ppm 31 ppm 63 ppm 125 ppm 250 ppm 500 ppm 

平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

0.2 0.4 0.8 1.55 3.15 6.25 12.5 25 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 26 に示されている。 
500 ppm 投与群の雄 3 例及び雌 1 例、250 ppm 投与群の雌雄各 5 例、125 ppm

投与群の雄 1 例及び雌 3 例、63 ppm 投与群の雄 1 例及び雌 2 例が死亡した。500 
ppm 投与群の生存動物では痙攣、立毛、縮瞳等の症状が激しかったため、開始 1
週間でと殺処分し、血清 ChE 活性が測定された。 

250 ppm 投与群では経過日数とともに症状が重篤となったため、2 か月目に無

処置飼料を与え回復状態を観察した。 
8 ppm 投与群で増加傾向、16 ppm 以上投与群で有意な増加が観察された AST

については、関連する変化が認められなかったことから投与の影響とは考えられ

なかった。 
本試験において、63 ppm 以上投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたの

で、無毒性量は雌雄とも 31 ppm［1.55 mg/kg 体重/日（計算値）］であると考え

られた。（参照 43） 

 

                                            
1 文献に基づく平均値から求めた検体摂取量（参照 81）。以下同じ。 



表 26 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
500 ppm ・全例死亡（切迫と殺を含む） ・全例死亡（切迫と殺を含む） 
250 ppm ・体重減少（投与 10 日） 

・飲水量減少 
・体重減少（投与 20 日） 
・飲水量減少 

125 ppm 
以上 

・結膜炎、角膜の損傷、目のふちの

ただれ 
・結膜炎、角膜の損傷、目のふちのた

だれ 
63 ppm 
以上 

・死亡（投与 15 日） 
・体重増加抑制（発現時期不明） 

・死亡（投与 39 日） 
・体重増加抑制（発現時期不明） 

31 ppm 
以下 

毒性所見なし 毒性所見なし 

 
（３）90 日間亜急性毒性試験（マウス）① 

ddY マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、4、8、16、31、63、
125、250 及び 500 ppm：平均検体摂取量は表 27 参照）投与による 90 日間亜急

性毒性試験が実施された。本試験において、脳及び赤血球 ChE 活性は測定され

なかった。 

 
表 27 90 日間亜急性毒性試験（マウス）①の平均検体摂取量（計算値） 

投与群 4 ppm 8 ppm 16 ppm 31 ppm 63 ppm 125 ppm 250 ppm 500 ppm 

平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

0.6 1.2 2.4 4.65 9.45 18.8 37.5 75 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 28 に示されている。 
500 ppm 投与群の雄 6 例及び雌 1 例並びに 250 及び 125 ppm 投与群の雄各 2

例が死亡した。500 ppm 投与群については死亡例が多数認められたため、投与開

始後 2 か月目で無処置飼料を与え回復群とした。 
31 ppm 投与群の雄のみ尿細管円柱及び腎糸球体変化が認められたが、用量依

存性が認められないことから投与による影響とは考えられなかった。 
本試験において、125 ppm 以上投与群の雄で死亡、250 ppm 投与群の雌で体

重増加抑制が認められたので、無毒性量は、雄で 63 ppm［9.45 mg/kg 体重/日（計

算値）］、雌で 125 ppm［18.8 mg/kg 体重/日（計算値）］であると考えられた。

（参照 43） 

 
 
 
 
 
 
 



表 28 90 日間亜急性毒性試験（マウス）①で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
500 ppm ・体重減少（投与 10 日） ・死亡（投与 8 日以降） 

・体重減少（投与 10 日） 
250 ppm 以上 ・体重増加抑制（発現時期不明） 

・ALT 及び AST 増加 
・体重増加抑制（発現時期不明） 

125 ppm 以上 ・死亡（投与 8 日以降） 125 ppm 以下毒性所見なし 

63 ppm 以下 毒性所見なし  

 
（４）90 日間亜急性毒性試験（マウス）② 

ICR マウス（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、5、50、200、400
及び 800 ppm）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

各投与群で認められた毒性所見は表 29 に示されている。 
赤血球 AChE 活性阻害が雄の 50 ppm 以上投与群、雌の全投与群において認め

られたが、用量相関性が明らかでなかったため毒性所見としなかった。 
本試験において、200 ppm 以上投与群の雄及び 50 ppm 以上投与群の雌で脳

AChE 活性阻害（20%以上）が認められたので、無毒性量は雄で 50 ppm、雌で

5 ppm（0.7 mg/kg 体重/日に相当）と考えられた。（参照 66） 

 
表 29 90 日間亜急性毒性試験（マウス）②で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
800 ppm ・体重減少（発現時期不明） 

・急性又は亜急性角膜炎 
・生殖器の尿による汚れ 
・体重減少（発現時期不明） 

400 ppm 以上 ・死亡率増加 
・眼球混濁 
・副腎脂肪性色素沈着 

・死亡率増加 
・眼球混濁 
・急性又は亜急性角膜炎 

200 ppm 以上 ・生殖器の尿による汚れ 
・脳 AChE 活性阻害（20%以上） 

・副腎脂肪性色素沈着 

50 ppm 以上 50 ppm 以下毒性所見なし ・脳 AChE 活性阻害（20%以上） 
5 ppm  毒性所見なし 

 
（５）90 日間亜急性毒性試験（イヌ）① 

ビーグル犬（検体投与群：一群雌雄各 2 匹、対照群：雌雄各 4 匹）を用いた混

餌投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 
試験開始当初の投与濃度は 0、200（A、B 群の 2 群設定）、600 及び 2,000 ppm

であったが、200 及び 600 ppm 投与群において、投与開始後コリン作動性症状

（眼の拡張、流涎、軟便、嘔吐、被毛粗剛、呼吸困難等）が認められたため、投

与濃度が変更された。本試験の投与群設定は表 30 に示されている。 

 
 



表 30 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）①の投与群設定 

投与濃度(ppm) 平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

備考 
開始当初 変更後 

(A 群)200 0 5.8 投与後 45 日目から休薬 

(B 群)200 200 3.4 
45 日間 200 ppm で混餌投与、5 日間休薬後、

再び 200 ppm で混餌投与 

2,000 60 1.8 投与 5 日から 60 ppm に変更 

600 20 0.8 投与 16 日から 20 ppm に変更 

 
A 群雌雄で摂餌量の減少（発現時期不明）、B 群の雌及び全投与群の雄で体重

増加抑制（発現時期不明）が認められた。全投与群で赤血球 ChE 活性阻害（投

与 14 日以降、阻害率不明）が認められた。 
本試験の無毒性量は、雌雄で 20 ppm 未満（0.8 mg/kg 体重/日未満）と考えら

れた。（参照 44） 

 
（６）90 日間亜急性毒性試験（イヌ）② 

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口（原体：0、0.01、0.22
及び 5 mg/kg 体重/日）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

試験期間中、死亡及び明瞭な臨床症状は認められなかった。0.22 mg/kg 体重/
日以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、発現時期不明）、5 mg/kg
体重/日投与群で体重減少（発現時期不明）及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が

認められた。血液学的、血液生化学的、尿検査、眼検査、肉眼的及び病理組織学

的検査において、検体投与に関連した変化はなかった。 
本試験において、0.22 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害

（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄とも 0.01 mg/kg 体重/日である

と考えられた。（参照 67） 

 
（７）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、0.1、1.0、5.0、
及び 15.0 mg/kg 体重/日：平均検体摂取量は表 31 参照）投与による 90 日間亜急

性神経毒性試験が実施された。本試験において、脳及び赤血球 ChE 活性は測定

されなかった。 

 
表 31 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群（mg/kg 体重/日） 0.1 1.0 5.0 15.0 

平均検体摂取量 

(mg/kg 体重/日) 

雄 0.095 0.96 4.95 15.3 

雌 0.12 0.96 4.95 14.9 

 



15.0 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で自発運動量減少（投与 4 週）、5.0 mg/kg
体重/日以上投与群の雌で会陰部の汚れが認められた。 

本試験の無毒性量は、雄で 5.0 mg/kg 体重/日（4.95 mg/kg 体重/日）、雌で 1.0 
mg/kg 体重/日（0.96 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 45） 

 
（８）代謝物 B を用いた 90 日間亜急性毒性試験（ラット） 

ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、100、300、1,000、3,000
及び 10,000 ppm）投与による代謝物 B の 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

10,000 ppm 投与群の雌雄で鼻出血痕及び体重減少、雄で肝比重量2増加、雌で

摂餌量減少傾向が、3,000 ppm 以上投与群の雌雄で利尿作用、雌で肝比重量増加

が認められた。 
本試験の無毒性量は、雌雄で 1,000 ppm［雄：約 78.9 mg/kg 体重/日、雌：約

113 mg/kg 体重/日（計算量）］であると考えられた。（参照 46） 

 
（９）代謝物 B を用いた 90 日間亜急性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 3 匹、対照群のみ 4 匹）を用いた混餌（原体：0、1、
3、10 及び 30 mg/kg 体重/日）投与による代謝物 B の 90 日間亜急性毒性試験が

実施された。 
30 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で食欲減退、ALP、AST 及び ALT 増加、雌で

肝重量減少が認められた。 
本試験の無毒性量は、雌雄で 10 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照

47） 

 
１１．慢性毒性試験及び発がん性試験 

（１）6 か月間慢性毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 20 匹）を用いた混餌（原体：0、0.03、0.15 及び 0.75 
mg/kg 体重/日）投与による 6 か月間慢性毒性試験が実施された。 

死亡例は対照群で雌雄各 1 例、0.03 mg/kg 体重/日投与群で雄 2 例、0.15 mg/kg
体重/日投与群で雄 2 例及び雌 1 例、0.75 mg/kg 体重/日投与群で雄 7 例及び雌 3
例であった。 

0.75 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、投与 6 か

月）が認められた。脳 ChE 活性には、検体投与の影響は認められなかった。 
本試験の無毒性量は、雌雄で 0.15 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照

27） 

 

                                            
2 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。 



（２）6 か月間慢性毒性試験（サル）＜参考資料3＞ 

アカゲサル（一群雄 2 匹、雌 1～2 匹、投与 3 か月後に各群雄 1 匹を中間と殺）

を用いた強制経口（原体：0、0.08、0.4 及び 2.0 mg/kg 体重/日）投与による 6
か月間慢性毒性試験が実施された。 
死亡例は、2.0 mg/kg 体重/日投与群の雌 1 例で認められた。 
0.4 及び 2.0 mg/kg 体重/日投与群で赤血球 ChE 活性阻害（阻害率不明、投与 6

か月）が認められた。中脳及び大脳 ChE 値は、2.0 mg/kg 体重/日投与群の 1 例

のみで減少が認められた。（参照 27） 

 
（３）1 年間慢性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 3 匹）を用いた混餌（原体：0、0.01、0.03、0.1、1.0
及び 3.0 mg/kg 体重/日）投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。 
一般状態、体重、血液学的検査、血液生化学的検査、臓器重量、剖検及び病理

組織学的検査で検体による影響はみられなかった。 
1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）（3.0 

mg/kg体重/日投与群の雌で投与 1週以降、3.0 mg/kg体重/日投与群の雄及び 1.0 
mg/kg 体重/日投与群の雌雄で投与 1 か月以降）が認められた。 
脳 ChE 活性に検体投与の影響は認められなかった。 
本試験における無毒性量は雌雄で 0.1 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参

照 48） 

 
（４）2 年間慢性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌（原体：0、0.01、0.03、0.1、1.0
及び 3.0 mg/kg 体重/日）投与による 2 年間慢性毒性試験が実施された。 
一般状態、体重、血液学的検査、血液生化学的検査、剖検及び病理組織学的検

査で検体による影響はみられなかった。3.0 mg/kg 体重/日投与群の雄で肝比重量

増加が、1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）

（3.0 mg/kg 体重/日投与群の雌で投与 1 週以降、同投与群の雄及び 1.0 mg/kg 体

重/日投与群の雌雄で投与 1 か月以降）が認められた。 
脳 ChE 活性に検体投与の影響は認められなかった。 
本試験において、1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害

（20%以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 0.1 mg/kg 体重/日であると考

えられた。（参照 48） 

 
（５）2 年間慢性毒性試験（ラット） 

Sherman ラット（主群：一群雌雄各 25 匹、衛星群：一群雌雄各 57 匹）を用

                                            
3 使用した動物の匹数が少なく、ADI 設定に用いるにはデータの信頼性が不十分であると考えられる
ことから参考資料とした。  



いた混餌（原体：0、0.01、0.03、0.1、1.0 及び 3.0 mg/kg 体重/日）投与による

2 年間慢性毒性試験が実施された。 
一般状態、体重、血液学的検査、血液生化学的検査、剖検及び病理組織学的検

査で検体による影響はみられなかった。1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で赤

血球 ChE 活性阻害（20%以上）が、3.0 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で脳 ChE 活

性阻害（20%以上）が認められた。0.1 mg/kg 体重/日投与群の雌において、投与

30 及び 365 日に赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたが、その後の検

査時期に同様の変化は認められなかったことから、これらの時期の赤血球 ChE
活性阻害（20%以上）を毒性変化とは考えなかった。 
本試験において、脳及び赤血球 ChE 活性阻害以外の影響は認められなかった。

しかし、本試験は 1971年に実施されており、ChE活性阻害の測定値については、

阻害率にばらつきがみられており、信頼性が乏しいと考えられ、また、GLP で

実施された類似の試験があることから、ChE 活性阻害の測定値については参考

値とし、評価の対象としなかった。発がん性は認められなかった。（参照 49） 

 
（６）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 60 匹）を用いた混餌（原体：0、0.05、0.1、1.0
及び 10 mg/kg 体重/日）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施さ

れた。 
各投与群で認められた毒性所見は表 32 に示されている。 
本試験において、1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の雄で赤血球 ChE 活性阻害

（20%以上）等、10 mg/kg 体重/日投与群の雌で脳 ChE 活性阻害（20%以上）等

が認められたので、無毒性量は雄で 0.1 mg/kg 体重/日、雌で 1.0 mg/kg 体重/日
であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 68） 

 
表 32 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
10 mg/kg 体重/日 ・T.Chol、TP 及び Glob 低下 

・尿比重増加 
・脳 ChE 活性阻害（20%以上、投与

12 及び 24 か月） 
・副腎絶対及び比重量増加 
・副腎皮質束状帯脂肪空胞化 

・体重増加抑制（投与 8～25、
33 週） 

・T.Chol 及び Glob 低下 
・尿比重増加 
・脳 ChE 活性阻害（20%以上、

投与 12 及び 24 か月） 
・副腎絶対及び比重量増加 

1.0 mg/kg 体重/日 
以上 

・体重増加抑制（投与 6 週以降） 
・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、

投与 6 及び 18 か月 a） 

1.0 mg/kg 体重/日以下 
毒性所見なし 

0.1 mg/kg 体重/日 
以下 

毒性所見なし  

a：10 mg/kg 体重/日投与群では投与 6、18 及び 24 か月に認められた。 

 



（７）2 年間発がん性試験（マウス） 

ICR マウス（一群雌雄各 56 匹）を用いた混餌（原体：0、0.5、5 及び 15 ppm：

平均検体摂取量は表 33 参照）投与による 2 年間発がん性試験が実施された。 
 

表 33 2 年間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量 

投与群 0.5 ppm 5 ppm 15 ppm 

平均検体摂取量 

(mg/kg 体重/日) 

雄 0.045 0.460 1.48 

雌 0.049 0.490 1.51 

 
いずれの投与群でも一般状態、体重、剖検及び病理組織学的検査で検体による

影響はみられなかった。本試験において、毒性所見は認められなかったので、無

毒性量は、雌雄ともに本試験の最高用量 15 ppm（雄：1.48 mg/kg 体重/日、雌：

1.51 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参

照 50） 
 

（８）18 か月間発がん性試験（マウス） 

ICR マウス（一群雌雄各 64 匹）を用いた混餌（原体：0、5、50 及び 250 ppm：

平均検体摂取量は表 34 参照）投与による 18 か月間発がん性試験が実施された。 

 
表 34 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量 

投与群 5 ppm 50 ppm 250 ppm 

平均検体摂取量 

(mg/kg 体重/日) 

雄 0.7～1.1 6.1～12 32～55 

雌 0.7～1.2 6.6～12 34～62 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 35 に示されている。 
5 ppm 投与群の雄において、投与 78 週に脳 ChE 活性が 27%阻害されたが、

統計学的有意差はなく偶発的変化と考えられた。 
肉眼観察において、肺の結節が雄の対照群で 5/31 例、5 ppm 投与群で 4/26 例、

50 ppm 投与群で 2/37 例、250 ppm 投与群で 14/49 例に観察され、これらの結

節は組織学的に気管支－肺胞腺腫又は腺癌と診断されたが、発生頻度は背景デー

タの範囲内であった。病理組織学的検査では、腫瘍性病変の発生頻度に対照群と

投与群間に統計学的有意差は認められなかった。 
本試験において、50 ppm以上投与群の雌雄で赤血球及び脳ChE活性阻害（20%

以上）が認められたので、無毒性量は雌雄で 5 ppm（雄：0.7 mg/kg 体重/日、雌：

0.7 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照

69） 
 



表 35 18 か月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
250 ppm ・眼球混濁、流涎及び頭部脱毛（発現

時期不明） 
・体重増加抑制（発現時期不明） 
・摂餌量減少（発現時期不明） 
・肝臓の軽度亜急性胆管炎、組織球増

生、小葉中心性肝細胞脂肪空胞化 
・（眼球の変化） 

・眼球混濁、流涎及び頭部脱毛（発

現時期不明） 
・体重増加抑制（発現時期不明） 
・摂餌量減少（発現時期不明） 
・（眼球の変化） 

50 ppm 以上 ・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、投

与 78 週） 
・脳 ChE 活性阻害（20%以上、投与 

42 及び 78 週） 

・赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、

投与 42 週 a） 
・脳 ChE 活性阻害（20%以上、投

与 42 週 b） 
5 ppm 毒性所見なし 毒性所見なし 

a：250 ppm 投与群では投与 78 週に認められた。 
b：250 ppm 投与群では投与 42 及び 78 週に認められた。 

 
１２．生殖発生毒性試験 

（１）2 世代繁殖試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌（原体：0、0.1、1.0 及び 5.0 mg/kg
体重/日）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。本試験において、児動物の

脳及び赤血球 ChE 活性は測定されなかった。 
各投与群で認められた毒性所見は表 36 に示されている。 
本試験において、親動物では1.0 mg/kg体重/日以上投与群の雌雄で赤血球ChE

活性阻害（20%以上）（P 及び F1世代）が、児動物では 5.0 mg/kg 体重/日投与

群で生存率低下及び体重増加抑制（F1世代）が認められたので、無毒性量は親動

物で雌雄とも 0.1 mg/kg 体重/日、児動物で雌雄とも 1.0 mg/kg 体重/日であると

考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 70） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 36 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 
親：P、児：F1 親：F1、児：F2 

雄 雌 雄 雌 
親 
動 
物 

5.0 
mg/kg 体重/日 

・脳 ChE 活性阻害

（20%以上、離乳

時） 
・副腎束状帯空胞化 

・体重増加抑制（哺

育 1～21 日） 
・摂餌量減少 1)（哺

育 7～21 日） 
 ・脳 ChE 活性阻害 

 （20%以上、離乳 
  時） 
・副腎束状帯空胞

化、束状帯染色性

変化 

・脳 ChE 活性阻害

（20%以上） 
・副腎束状帯空胞化 

・脳 ChE 活性阻害

（20%以上） 
・副腎束状帯染色性

変化 

1.0  
mg/kg 体重/日 
以上 

・赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上、

離乳時） 

・赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上、

離乳時） 

・赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上） 
・赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上） 

0.1  
mg/kg 体重/日 

毒性所見なし 毒性所見なし 毒性所見なし 毒性所見なし 

児 
動 
物 

5.0 
mg/kg 体重/日 

・生存率低下 
・体重増加抑制 

・生存率低下 
・体重増加抑制 

5.0 mg/kg体重/日以

下毒性所見なし 
5.0 mg/kg体重/日以

下毒性所見なし 
1.0  
mg/kg 体重/日 
以下 

毒性所見なし 毒性所見なし   

1)：統計学的有意差は認められなかったが、検体投与の影響と考えられた。 

 
（２）発生毒性試験（ラット）① 

Fischer ラット（一群雌 31～33 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、0.1、
3.0 及び 15 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。 

母動物では、15 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制（妊娠 9～11、12 及び

16 日）、唾液分泌過多、膣口出血及び振戦（発現時期不明）が、3.0 mg/kg 体重

/日以上投与群で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、妊娠 15 日）が認められた。 
胎児では、検体投与の影響は観察されなかった。 
本試験の無毒性量は、母動物で 0.1 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量

15 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 51） 

 
（３）発生毒性試験（ラット）② 

SD ラット（一群雌 32 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、0.5、2.5 及

び 15 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。本試験において、

赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。 
母動物では、15 mg/kg 体重/日投与群の 3 例に振戦（試験後期、詳細不明）が

認められ、軽度の体重増加抑制（発現時期不明）及び摂餌量減少（発現時期不明）

が認められた。 
胎児については、15 mg/kg 体重/日投与群で着床後胚死亡が僅かに増加した。



着床後胚死亡の増加は、母動物毒性に関連したものと推察された。外表、内臓及

び骨格の観察において、変異、奇形等の発生頻度に対照群と投与群との間に有意

差はなかった。 
本試験において、15 mg/kg 体重/日投与群の母動物で振戦等、胎児で着床後胚

死亡の増加が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児で 2.5 mg/kg 体重/日で

あると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 71） 

 
（４）発生毒性試験（マウス）① 

CF-1 マウス（一群雌 40～51 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、1.0、
10 及び 25 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。 
母動物では、25 mg/kg 体重/日投与群で死亡例（4/47、妊娠 13～16 日）、摂

餌量及び飲水量減少（妊娠 12～14 日）が、10 mg/kg 体重/日以上投与群で体重

増加抑制（25 mg/kg 体重/日投与群で妊娠 10～15、16 日、10 mg/kg 体重/日投

与群で妊娠 10 日）が、1.0 mg/kg 体重/日以上投与群で流涎、振戦、嗜眠等の症

状、赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、10 mg/kg 体重/日以上投与群で妊娠 6 日

以降、1 mg/kg 体重/日投与群で妊娠 10 日）が認められた。 
胎児では、25 mg/kg 体重/日投与群で体重減少及び頭臀長短縮が認められた。

なお、10 mg/kg 体重/日以上の投与群で妊娠 15 日の胎児ホモジネート液中 ChE
活性低下が認められたが、毒性学的意義は不明であった。 
本試験において、1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上）等、25 mg/kg 体重/日投与群の胎児で体重減少等が認められたの

で、無毒性量は母動物で 1.0 mg/kg 体重/日未満、胎児で 10 mg/kg 体重/日である

と考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 52） 

 
（５）発生毒性試験（マウス）② 

マウスを用いた発生毒性試験①［12.(4)］において母動物で無毒性量が得られ

なかったため、追加試験として CF-1 マウス（一群雌 35～41 匹）の妊娠 6～15
日に強制経口（原体：0、0.1、1.0 及び 10 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性

試験が実施された。本試験において、脳 ChE 活性は測定されなかった。 
母動物では、1.0 mg/kg 体重/日以上投与群で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上、

妊娠 10 及び 15 日）が認められた。 
妊娠 15日の胎児では 10 mg/kg体重/日投与群で胎児ホモジネート液中ChE活

性低下傾向が認められたが、毒性学的意義は不明であった。 
本試験において、母動物では 1.0 mg/kg 体重/日以上投与群で赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上）が認められ、胎児では毒性所見は認められなかったので、無毒

性量は母動物で 0.1 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 10 mg/kg 体重/日で

あると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 52） 

 



（６）発生毒性試験（ウサギ） 

NZW ウサギ（一群雌 14 匹）の妊娠 7～19 日に強制経口（原体：0、1、9、81
及び 140 mg/kg 体重/日）投与して、発生毒性試験が実施された。本試験におい

て、脳及び赤血球 ChE 活性は測定されなかった。 
母動物では、140 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制（投与期間中、発現時

期詳細不明）が認められた。 
胎児では、140 mg/kg 体重/日投与群において胎児頭臀長の短縮及び胎児体重

低下傾向が認められた。同群では第 5 胸骨分節又は剣状突起未化骨が増加したが、

この変化は胎児頭臀長の短縮及び低体重と関連した、軽度の発育遅延に相関した

変化と考えられた。 
本試験において、140 mg/kg 体重/日投与群の母動物で体重増加抑制、胎児で

胎児頭臀長短縮等が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児で 81 mg/kg 体

重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 72） 

 
（７）発達神経毒性試験（ラット） 

SD ラット（主群：一群雌 25 匹、衛星群：一群雌 5 匹）の妊娠 6～20 日に強

制経口（原体：0、0.3、1.0 及び 5.0 mg/kg 体重/日）投与して、発達神経毒性試

験が実施された。得られた児動物は、生育 5 日に同腹児数が 10 匹（可能な場合

は雌雄各 5 匹）となるように児数調整し、4 つのサブセット（雌雄各 80 匹/サブ

セット）に割り付け、観察及び検査を行った。本試験において、児動物の脳及び

赤血球 ChE 活性は測定されなかった。 
各投与群で認められた毒性所見は表 37 に示されている。 
母動物において、分娩時の観察では 5.0 mg/kg 体重/日で死亡児又は喰殺された

児動物数が増加し、これに伴い児動物の生存率及び生存児数が減少した。 
児動物の 5.0 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で脳絶対重量低下、脳比重量増加、脳

の各部位の長さの減少、雄で包皮分離遅延、雌で膣開口遅延が認められたが、こ

れらは児動物の低体重に起因した変化と考えられた。また、これらの動物におい

て、神経病理組織学的検査で異常は認められなかった。1.0 mg/kg 体重/日以上投

与群の雌で頭頂皮質幅が低下したが、これらの値は背景データの範囲内であり、

脳重量に対する相対長（脳重比長）を比較すると 1.0 mg/kg 体重/日投与群では有

意差を示したが 5.0 mg/kg 体重/日投与群では対照群と差がなかった等の理由に

より、検体投与の影響とは考えなかった。学習記憶テスト、自発運動量、体温及

び眼瞼開裂には投与の影響は認められなかった。 
本試験において、0.3 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上）、5.0 mg/kg 体重/日投与群の児動物で体重増加抑制等が認められ

たので、無毒性量は母動物で 0.3 mg/kg 体重/日未満、児動物で 1.0 mg/kg 体重/
日であると考えられた。児動物では種々の影響が認められたが、いずれも母動物

の毒性徴候の二次的影響と考えられ、本剤の直接的影響とは考えられなかった。



発達神経毒性は認められなかった。（参照 73） 

 
表 37 発達神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 母動物 児動物 
5.0 
mg/kg 体重/日 

・筋線維束収縮（妊娠期及

び哺育期） 
・過呼吸及び過反応性（哺

育期） 
・体重増加抑制 1)（妊娠

16～20 日及び哺育期） 
・摂餌量減少 1)（哺育期） 
・脳 ChE 活性阻害（20%
以上、妊娠 20 日） 

・体重増加抑制（雄は検査期間中、雌は哺乳期） 
・摂餌量減少 
・低体重 2)（生育 12 日） 
・脳絶対重量低下、脳比重量増加（生育 12 日） 
・脳各部位の長さの減少（大脳の前後方向の長

さ、小脳の前後方向の長さ及び高さ、頭頂皮

質、尾状核、被殻及び海馬回の厚さ減少）（生

育 12 日） 
・聴覚性驚愕馴化における潜時延長及びピーク

反応減弱（生育 23 日） 
・包皮分離遅延（雄） 
・膣開口遅延（雌） 

1.0  
mg/kg 体重/日 
以上 

 1.0 mg/kg 体重/日以下毒性所見なし 

0.3 
mg/kg 体重/日 
以上 

・赤血球 ChE 活性阻害

（20%以上、妊娠 20 日） 
 

1)：統計学的有意差は認められなかったが、検体投与の影響と考えられた。 
2)：生育 1～5 日、5～12 日の増加量に統計学的有意差が認められた。 

 
（８）3 世代繁殖試験（ラット）＜参考資料4＞ 

SD ラット（一群雄 10 匹、雌 20 匹）を用いた混餌（原体、P 世代：0、0.03、
0.10 及び 0.30 mg/kg 体重/日、F1及び F2世代：0、0.10、0.30 及び 1.0 mg/kg
体重/日）投与による 3 世代繁殖試験が実施された。 
検体投与に関連する毒性影響は認められなかった。 
また、F2を交配させて得られた SD ラット（一群雄 10 匹、雌 20 匹）に混餌（原

体：0、0.1、0.3 及び 1.0 mg/kg 体重/日、ただし雌の妊娠 6～15 日にのみ強制経

口）投与して、妊娠 20 日に帝王切開して母動物及び胎児への影響が検討された。 
親動物では、1.0 mg/kg 体重/日投与群の雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）

が認められた。 
胎児において、0.1 及び 0.3 mg/kg 体重/日投与群では骨格及び内臓検査が実施

されていないが、1.0 mg/kg 体重/日投与群で化骨遅延が認められた。（参照 53） 

 
１３．遺伝毒性試験 

クロルピリホスの細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、ラットリ

                                            
4 本試験は世代により投与量が異なり、観察項目もガイドラインを充足していないことから参考資料
とした。 



ンパ球初代培養細胞を用いた in vitro 染色体異常試験、マウスを用いた小核試験が

実施された。 
結果は表 38 に示されているとおり、全て陰性であった。クロルピリホスは遺伝

毒性を有しないものと考えられた。（参照 54～57） 

 
表 38 遺伝毒性試験概要（原体） 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

in vitro 

DNA 
修復試験 

Bacillus subtilis 
（H17､M45 株） 

20～2,000 g/ディスク（-S9） 陰性 

復帰突然 
変異試験 

Salmonella typhimurium 
（TA98､TA100､TA1535､ 

TA1537､TA1538 株） 
Escherichia coli 
（WP2hcr 株） 

10 ～ 5,000 g/ プ レ ー ト

（+/-S9） 
陰性 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA98､TA100､TA1535､

TA1537､TA1538 株） 
E. coli（WP2uvrA 株） 

10 ～ 5,000 g/ プ レ ー ト

（+/-S9） 
陰性 

染色体異常 
試験 

ラットリンパ球 
初代培養細胞 

5.0～167 g/mL（-S9） 
5.0～50.0 g/mL（+S9） 

陰性 

in vivo 小核試験 
ICR マウス（骨髄細胞） 
（一群雌雄各 4～5 匹） 

7､22､70* mg/kg 体重 
（単回強制経口投与） 

陰性 

注）+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 
*：70 mg/kg 体重は、LD50値（111 mg/kg 体重）の 60%に相当する。 

 
１４．その他の試験 

（１）単回投与（ヒト）① 

ヒト志願者における、クロルピリホスの単回経口及び経皮投与による影響が検

討された。 
健常男性 6 人に 0.5 mg/kg 体重が単回経口投与され、その 4 週間後、0.5 mg/kg

体重又は 5.0 mg/kg 体重が前腕内側の皮膚に塗布投与された。 
経口投与により、投与量の約 70%が吸収され、速やかに代謝物 B へと代謝さ

れた。経皮投与では投与量の 3%が代謝物 B として尿中に排泄され、投与量のご

く少量しか吸収されないことが示唆された。 
経口及び経皮両投与において、未変化のクロルピリホスの血中濃度は低く、30 

ng/mL 以下であった。また、尿中から未変化のクロルピリホスは検出されなかっ

た。代謝物 B の血中濃度は、経口投与 6 時間後及び塗布投与 24 時間後に最高値

に達し、それぞれ 930 及び 63 ng/mL であった。代謝物 B の血中半減期は 27 時

間であった。 
検体投与による毒性影響は認められなかった。（参照 35） 
 



（２）単回投与（ヒト）② 

健常成人（男性：30 人、女性：28 人）にクロルピリホスを第一段階では 0（プ

ラセボ）、0.5 及び 1.0 mg/kg 体重、第二段階では 0（プラセボ）及び 2.0 mg/kg
体重の用量で単回経口投与して、二重盲検法によるクロルピリホスの投与による

影響が検討され、赤血球 AChE 活性阻害に対する無影響量が検討された。 
中毒症状、バイタルサイン、心電図及び臨床検査値のいずれにおいても、検体

投与に起因した変化は認められなかった。 
赤血球 AChE 活性の測定結果は表 39 に示されている。 
0.5 及び 1.0 mg/kg 体重の用量で単回経口投与後の赤血球 AChE 活性に統計学

的に有意な変動は認められなかった。2.0 mg/kg 体重で投与された被験者 12 名

中の 1 名で、投与 8～48 時間に投与前値と比較して 20%以上の赤血球 AChE 活

性阻害が認められ、検体投与の影響と考えられた。 
本試験において、赤血球 AChE 活性阻害に対する無毒性量は 1.0 mg/kg 体重で

あると考えられた。（参照 87、93） 

 
表 39 赤血球 AChE 活性の測定結果（%）a 

投与量 
(mg/kg 体重) 0.5 1.0 2.0 

検査時間 男性 6 人 女性 6 人 男性 6 人 女性 6 人 男性 6 人 女性 6 人 
2 101 98.7 99.2 101 98.9 99.7 

4 100 93.9 103 102 100 102 

8 101 95.0 98.6 97.7 99.3 94.5 

12 96.8 97.5 98.2 101 98.9 90.4 

24 99.3 97.7 99.2 102 101 95.5 

36 99.9 100 100 101 102 97.5 

48 96.9 99.4 96.2 101 100 94.4 

72 99.9 102 101 102 － － 

96 95.6 102 92.9 104 － － 
注）Greenhouse-Geisser 及び Huynh-Feldt 調整法を用いた一変量反復測定分散分析(ANOVA) 
及び混合効果モデル法による統計検定の結果、いずれも有意差は認められなかった。 

 a：投与 10 及び 0 時間前の平均値からの変動について、対照群を 100 とした場合の値を示す。 
 －：該当なし（投与 72 時間以降、採血できなかった被験者がいたことから算出せず。） 

 
（３）反復投与（ヒト）＜参考資料＞ 

健常男性（1 群 4 人）における、クロルピリホス錠剤の反復経口［原体：0、
0.014（28 日間）、0.03（21 日間）及び 0.10（9 日間） mg/kg 体重/日］投与に

よる影響が検討された。 
0.10 mg/kg 体重/日投与群では、血漿 ChE 活性が投与 9 日に平均 34%まで阻

害されたため、その後の投与は中止された。尿中から未変化のクロルピリホス及

び代謝物は認められなかった。 



いずれの群においても、血液学的検査、生化学的検査及び尿検査のいずれの項

目にも異常は認められなかった。0.10 mg/kg 体重/日投与群の一人に風邪に類似

した症状がみられたが、投与中止後（試験 10 日以降）に回復した。赤血球 ChE
活性においては有意な差は認められなかった。 

0.03 mg/kg 体重/日以上投与群で血漿 ChE 活性阻害が認められた（投与終了後

4 週間以内に回復）が、赤血球 ChE 活性はいずれの投与群においても有意な差

は認められなかった。 
本試験における無毒性量は、男性で 0.10 mg/kg 体重/日であると考えられたが、

以下の理由を総合的に勘案し、本試験結果は ADI の設定根拠に含めないことと

した。 
① 男性のみによる試験であり、例数も 1 群 4 人と少ないこと。 
② 投与 9 日目の時点で血漿 ChE 活性が低下傾向を示しており、投与を継続

した場合に、最高用量群で赤血球 ChE 活性が阻害される可能性が否定でき

ないこと。（参照 59） 

 
（４）イヌにおける AChE 活性阻害試験 

ビーグル犬（一群雌雄 4 匹）に 42 日間混餌（原体：0、0.5、1.0 及び 2.0 mg/kg
体重/日）投与し、赤血球、脳及び末梢組織（迷走神経下神経節、横隔膜、左心房

及び大腿四頭筋）の AChE 活性阻害試験が実施された。 
赤血球中AChE活性は、全投与群で3週間以内に用量依存性の有意な減少（20%

以上阻害）（1.0 mg/kg 体重/日以上投与群の雄で投与 3 又は 18 時間、1.0 mg/kg
体重/日以上投与群の雌で投与 1 週、0.5 mg/kg 体重/日投与群の雄で投与 2 週、

同投与群の雌で投与 3 週）を示し、その後も低下し続けた。 
脳 AChE 活性については、20%以上の阻害はみられなかった。末梢組織では、

2.0 mg/kg 体重/日投与群の雄の左心房においてのみ、20%以上の AChE 活性阻害

（統計学的有意差なし）が認められ、検体投与の影響を否定できないと考えられ

た。 
本試験において、全投与群で赤血球中 AChE 活性阻害（20%以上）が認められ

たので、無毒性量は 0.5 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。なお、脳及び末

梢組織に対する無毒性量は 1.0 mg/kg 体重/日と考えられた。（参照 74） 
 

（５）イヌにおける AChE 活性阻害予備試験 

ビーグル犬（一群雄 3 匹）に 28 日間混餌（原体：0、0.3、0.6 及び 1.2 mg/kg
体重/日）投与し、赤血球、脳及び末梢組織（迷走神経下神経節、横隔膜、左心房、

左心室及び大腿直筋）の AChE 活性阻害予備試験が実施された。 
赤血球 AChE 活性は、全投与群で用量依存性及び時間依存性に阻害され、0.6 

mg/kg 体重/日以上投与群では 20%以上の阻害（投与 2 週以降）が認められた。

赤血球 AChE 活性阻害が投与 3 週と 4 週で同程度であったことから、この時期



に阻害がほぼ定常状態になることが示された。 
脳 AChE 活性については、検体投与の影響は認められなかった。 
迷走神経下神経節 AChE 活性が、1.2 mg/kg 体重/日投与群で低下したが、こ

れは対照群の 1 例の AChE 活性が非常に高かったことが原因であり、対照群及

び 1.2 mg/kg 体重/日の 6 例中 5 例でほぼ同じであった。 
末梢組織 AChE 活性については、横隔膜、左心房、左心室、大腿直筋及び迷走

神経下神経節全てにおける AChE を総合的に評価したところ、検体投与による影

響は認められなかった。 
本試験において、赤血球 AChE 活性は 0.3 mg/kg 体重/日投与群においても阻

害されたが、20%以上の阻害がみられたのは 0.6 mg/kg 体重/日以上であった。脳

及び末梢組織における AChE 活性は、最高投与量の 1.2 mg/kg 体重/日において

も阻害されなかった。（参照 75） 

 
（６）ラットにおける全血中クロルピリホス及び代謝物濃度並びに血漿及び脳 ChE 活

性の経時的推移 

① 試験１ 

Fischer ラット（一群雄 4 匹、100 mg/kg 体重においては雄 8 匹）にクロルピ

リホスを 0.5、1、5、10、50 及び 100 mg/kg 体重の用量で単回経口投与し、投

与 10 分、20 分、1、3、6 及び 12 時間後に血液及び脳を採取して、全血中のク

ロルピリホス及びその酸化的脱硫体である代謝物 Y の濃度並びに脳及び血漿中

ChE 活性の経時的推移が検討された。 
クロルピリホスの全血中薬物動態学的パラメータは表 40 に示されている。 
0.5 mg/kg 体重投与群においては、全ての時点で未変化のクロルピリホスは定

量限界（0.7 ng/mL）以下であった。代謝物 Y においては、10 mg/kg 体重以上

投与群の投与 1 又は 3 時間後に 0.8～2.5 ng/mL が検出され、Tmaxは未変化のク

ロルピリホスとほぼ同様であったことから、代謝物 Y の生成及び代謝は速やかで

あることが示唆された。 
脳 ChE 活性に対する 20%以上の阻害は、50 及び 100 mg/kg 体重投与群の投

与 3～12 時間後に認められた。なお、血漿 ChE 活性に対する 20%以上の阻害は、

1 mg/kg 体重投与群で投与 3～6 時間後に、5 及び 10 mg/kg 体重投与群で投与 1
～12 時間後に、50 及び 100 mg/kg 体重投与群で投与 20 分～12 時間後に認めら

れた。 

 
 
 
 
 
 



表 40 クロルピリホスの全血中薬物動態学的パラメータ 

投与量 
(mg/kg 体重) 1 5 10 50 100 

T1/2 (hr) － 2.7 1.5 2.1 7.3 
Cmax (ng/mL) 2.8 30.4 113 445 809 

AUC (hr・ng/mL) － 153a 375 1,740 4,400 
－：限られたデータのため算出できず 
a：投与 12 時間後の血液中濃度を定量下限(0.7 ng/mL)の 1/2 として算出 

 
② 試験 2 

Fischer ラット（一群雄 4 匹）に 14C-クロルピリホスを 5 及び 100 mg/kg 体重

の用量で単回経口投与し、投与 3 時間後の全血中放射能並びに未変化のクロルピ

リホス、代謝物 B 及び Y の濃度が測定された。 
投与3時間後の全血中クロルピリホス及び代謝物濃度は表41に示されている。 
100 mg/kg 体重投与群における全血中放射能は 21.4 g/mL、未変化のクロル

ピリホス及び代謝物 B がそれぞれ 0.266 g/mL 及び 19.3 g/mL の濃度で認めら

れた。代謝物 Y は定量限界以下であった。5 mg/kg 体重投与群における全血中に

おいても、大部分が代謝物 B として検出された。（参照 87、94） 

 
 表 41 投与 3時間後の全血中クロルピリホス及び代謝物濃度(g/mL) 

投与量 a 
(mg/kg 体重) 

総放射能 クロルピリホス 代謝物 Bb 

5 (3) 2.78 0.021 3.40（1.92） 

100 (63) 21.4 0.266 19.3（10.9） 
a：括弧内は実投与量 
b：括弧内は代謝物 B の濃度 

 
（７）ラットにおける ChE 及び NTE 活性阻害試験 

Fischer ラット（一群雌 6 匹）にクロルピリホスを 0.5、1、5、10、50 及び 100 
mg/kg 体重の用量で単回経口投与 24 時間後に採血し、と殺後に脳及び心臓を摘

出して、脳の NTE 並びに脳、血漿、赤血球及び心筋の ChE 活性に対する阻害試

験が実施された。 
各投与群における NTE 及び ChE 活性は表 42 に示されている。 
NTE 活性については、いずれの投与群においても投与による影響は認められ

なかった。ChE 活性については、脳で 50 mg/kg 体重以上投与群、赤血球で 10 
mg/kg 体重以上投与群で 20%以上の阻害活性が認められたことから、本試験にお

ける無毒性量は 5 mg/kg 体重と考えられた。（参照 87、95） 

 
 
 



表 42 各投与群における NTE 及び ChE 活性 

投与群 
(mg/kg
体重) 

NTE 活性 ChE 活性 

脳 脳 血漿 赤血球 心筋 

0 
1,000±63 
(100±6) 

11,800±1,150 
(100±10) 

1,360±154 
(100±11) 

1,400±79 
(100±6) 

5,910±565 
(100±10) 

0.5 － 
11,700±1,180 

(99.0±9.9) 
1,270±35 
(93.3±2.6) 

1,440±152 
(103±11) 

6,150±642 
(104±11) 

1 
1,030±69 
(102±7) 

11,900±916 
(100±8) 

1,310±149 
(96.5±11.0) 

1,360±124 
(97.3±8.9) 

6,050±496 
(102±8) 

5 
1,050±94 
(105±9) 

11,600±925 
(97.6±7.8) 

748±81↓ 
(55.1±6.0) 

1,160±168↓ 
(82.8±12.0) 

4,770±388↓ 
(80.6±6.6) 

10 
1,070±98 
(107±10) 

11,000±856 
(92.8±7.2) 

526±77↓ 
(38.7±5.1) 

988±140↓ 
(70.7±10.0) 

3,530±553↓ 
(59.7±9.4) 

50 
1,080±104 
(107±10) 

5,590±1,413↓ 
(47.2±11.9) 

173±48↓ 
(12.7±3.5) 

673±126↓ 
(48.1±9.0) 

1,340±159↓ 
(22.7±2.7) 

100 
1,100±91 
(110±9) 

3,560±433↓ 
(30.0±3.7) 

128±24↓ 
(9.4±1.8) 

688±123↓ 
(49.2±8.8) 

1,110±184↓ 
(18.7±3.1) 

 上段：活性の平均値±SD (U/L 又は U/kg) 
 下段：括弧内の数値は対照群を 100 とした場合の値 (平均±SD) 
 －：測定せず 
 ↓：p<0.05 (ANOVA) 

 
（８）幼若及び成熟ラットにおける ChE 活性阻害の比較（単回及び反復投与試験） 

SD ラット（11 日齢離乳前幼若ラット及び約 70 日齢成熟ラット）を用い、ク

ロルピリホス又は代謝物 Y の ChE 活性阻害作用に対する幼若及び成熟ラットに

おける感受性の差について検討が行われた。各試験条件は表 43 に示されている。

ChE 活性測定のほか、体重測定、FOB 等の症状観察並びに血液中におけるクロ

ルピリホス、代謝物 B 及び Y の濃度測定が実施された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 43 各試験条件 

試験群 動物数(1 群) 投与薬物 
投与量 

(mg/kg体重又はmg/kg体重/日) 
溶媒等 

検査

時間 

単

回

投

与 

1 幼若雌雄 10 
クロルピ

リホス 
0、0.05、0.1、0.5、2、5 

コーン

オイル 
6 

2 幼若雌雄 10 代謝物 Y 0、0.005、0.01、0.05、0.1、0.5 
コーン

オイル 
4 

3 幼若雌雄 10 
クロルピ

リホス 
0、0.05、0.1、0.5、2、5 ミルク 8 

4 成熟雌 8 
クロルピ

リホス 
0、0.05、0.1、0.5、2、10 

コーン

オイル 
8 

5 成熟雌 8 代謝物 Y 0、0.01、0.05、0.1、0.5、1 
コーン

オイル 
4 

6 成熟雌 8 
クロルピ

リホス 
0、0.05、0.1、0.5、2、10 a 飼料 8 

11
日

間

反

復

投

与 

1 幼若雌雄 10 
クロルピ

リホス 
0、0.05、0.1、0.5、1.0、3.5 

コーン

オイル 
6 

2 幼若雌雄 10 代謝物 Y 0.01、0.5 
コーン

オイル 
4 

3 成熟雌 8 
クロルピ

リホス 
0、0.05、0.1、0.5、1.0、3.5 

コーン

オイル 
8 

4 成熟雌 8 代謝物 Y 0.01、0.5 
コーン

オイル 
4 

a：各投与群の検体摂取量は、0.05、0.10、0.53、2.06 及び 9.59 mg/kg 体重であった。 

 
クロルピリホスの単回経口投与における ChE 活性は表 44 に、代謝物 Y の単

回経口投与における ChE 活性は表 45 に、クロルピリホス及び代謝物 Y の単回

経口投与における血液中薬物濃度は表 46 に、クロルピリホスの反復経口投与に

おける ChE 活性は表 47 に、代謝物 Y の反復経口投与における ChE 活性は表 48
に、クロルピリホス及び代謝物 Y の反復経口投与における血液中薬物濃度は表

49 にそれぞれ示されている。 
全ての投与群において、検体投与と関連する死亡は認められず、一般症状及び

FOB において検体投与に関連する変化は認められなかった。体重については、

クロルピリホス混餌投与での 10 mg/kg 体重投与群で体重の軽度な減少（投与開

始前の 1.4%）がみられたが、ほかの投与群では検体投与による影響は認められ

なかった。 
クロルピリホスの幼若及び成熟ラットへの単回経口投与において、2 mg/kg 体

重以上で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が、幼若ラットでは 5 mg/kg 体重で、

成熟ラットでは 10 mg/kg 体重で脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたこと

から、単回投与による無毒性量はいずれも 0.5 mg/kg 体重と考えられた。性差及



び溶媒（ミルク及びコーンオイル）の違いによる影響は認められなかった。混餌

投与群においては、強制経口投与群に比べて脳の活性阻害は低く、血液中の代謝

物 B 及び Y の濃度も低かったことから、クロルピリホスの投与速度が ChE 活性

阻害に影響を及ぼす可能性が示唆された。代謝物 Y の単回経口投与においては、

幼若及び成熟ラットともいずれの投与群においても脳 ChE 活性阻害（20%以上）

は認められなかったが、0.5 mg/kg 体重以上投与群において赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上）が認められた。 
クロルピリホスの幼若及び成熟ラットへの 11 日間反復経口投与において、0.5 

mg/kg 体重/日以上で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が、1.0 mg/kg 体重/日以

上投与群の雄幼若ラット、3.5 mg/kg 体重/日投与群の雌幼若ラット及び成熟ラッ

トにおいて、脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたことから、反復投与に

よる無毒性量はいずれも 0.1 mg/kg 体重/日であると考えられた。代謝物 Y の反

復経口投与においては、いずれの投与群においても脳 ChE 活性阻害（20%以上）

は認められなかったが、幼若及び成熟ラットいずれも 0.5 mg/kg 体重/日で赤血球

ChE 活性阻害（20%以上）が認められ、ChE 活性阻害は同等であると考えられ

た。 
単回投与及び反復投与のいずれにおいても幼若及び成熟ラットに感受性の差

は認められなかった。（参照 87、96） 
 

表 44 クロルピリホスの単回経口投与における ChE 活性 

投与量 
(mg/kg 体重) 

幼若ラット 成熟ラット 

雄 雌 雌 

赤血球 脳 赤血球 脳 赤血球 脳 

0 6,900 22,800 6,430 24,600 5,410 54,700 

0.05 
7,030 
(102) 

25,900 
(114) 

6,670 
(104) 

25,100 
(102) 

5,150 
(95.1) 

54,500 
(99.5) 

0.1 
7,190 
(104) 

24,300 
(107) 

6,520 
(101) 

24,900 
(101) 

5,490 
(102) 

51,100 
(93.4) 

0.5 
6,540 
(94.9) 

25,200 
(111) 

6,350 
(98.7) 

25,400 
(103) 

5,970 
(110) 

52,200 
(95.5) 

2 
4,430* 
(64.3) 

22,300 
(98.2) 

4,440* 
(69.0) 

22,900 
(93.1) 

4,360* 
(80.6) 

52,200 
(95.4) 

5 
804* 

(11.7) 
11,200* 
(49.0) 

873* 
(13.6) 

11,000* 
(44.5) 

  

10     
851* 

(15.7) 
23,300* 
(42.5) 

注）上段は活性値（U/L）、下段括弧内は対照群に対する%を示す。 
*：p<0.05（Dunnett の多重比較検定） 
/：該当なし 

 



表 45 代謝物 Yの単回経口投与における ChE 活性 

投与量 
(mg/kg 体重) 

幼若ラット 成熟ラット 

雄 雌 雌 

赤血球 脳 赤血球 脳 赤血球 脳 

0 6,560 25,500 6,290 23,000 5,630 52,800 

0.005 
6,170 
(94.1) 

24,600 
(96.2) 

6,150 
(97.7) 

22,400 
(97.6) 

  

0.01 
5,560 
(84.8) 

23,700 
(92.8) 

6,230 
(99.0) 

22,400 
(97.2) 

5,510 
(97.9) 

52,500 
(99.4) 

0.05 
6,160 
(93.8) 

24,800 
(97.1) 

5,440 
(86.6) 

24,200 
(105) 

5,830 
(104) 

53,200 
(101) 

0.1 
5,510 
(83.9) 

24,800 
(97.1) 

5,650 
(89.9) 

22,200 
(96.6) 

5,650 
(100) 

51,800 
(98.0) 

0.5 
3,530* 
(53.8) 

23,500 
(92.0) 

3,330* 
(52.9) 

22,500 
(97.7) 

3,570* 
(63.4) 

51,200 
(96.9) 

1     
1,340* 
(23.8) 

51,000 
(96.6) 

注）上段は活性値（U/L）、下段括弧内は対照群に対する%を示す。 
*：p<0.05（Dunnett の多重比較検定） 
/：該当なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 46 クロルピリホス及び代謝物 Yの単回経口投与における血中薬物濃度（ng/g） 

投与量 
(mg/kg 
体重) 

幼若ラット 成熟ラット 

クロルピ

リホス 
代謝物 B 代謝物 Y 

クロルピ

リホス 
代謝物 B 代謝物 Y 

クロルピリホス投与 

0 <LLQ <LLQ <LLQ <LLQ <LLQ <LLQ 

0.05 0.19 57.3 <LLQ <LLQ 10.5 <LLQ 

0.1 0.37 72.3 <LLQ <LLQ 26.8 <LLQ 

0.5 1.79 304 
<LLQ(3), 
0.172(1) 

<LLQ(1), 
0.168(3) 

122 <LLQ 

2 10.8 1,100 0.333 1.10 494 <LLQ 

5 88.5 1,880 0.694    

10    32.5 2,800 
<LLQ(3) 
0.139(1) 

代謝物 Y 投与 

0 
<LLQ(3), 
0.120(1) 

<LLQ(3) 
12.8(1) 

<LLQ 
<LLQ(3) 
0.124(1) 

<LLQ <LLQ 

0.005 
<LLQ(3), 
0.129(1) 

16.9 <LLQ    

0.01 
<LLQ(2), 
0.280(2) 

28.3 <LLQ <LLQ 3.43 <LLQ 

0.05 
<LLQ(2), 
0.150(2) 

45.6 <LLQ <LLQ 22.3 <LLQ 

0.1 
<LLQ(2), 
0.264(2) 

82.6 <LLQ <LLQ 50.1 <LLQ 

0.5 
<LLQ(2), 
0.220(2) 

388 <LLQ <LLQ 230 <LLQ 

1    <LLQ 725 <LLQ 
LLQ：定量下限、( )：該当動物数 
/：該当なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 47 クロルピリホスの反復経口投与における ChE 活性 

投与量 
(mg/kg 体重/日) 

幼若ラット 成熟ラット 

雄 雌 雌 

赤血球 脳 赤血球 脳 赤血球 脳 

0 6,410 43,300 5,950 42,300 4,900 52,000 

0.05 
5,520 
(86.1) 

43,600 
(101) 

6,390 
(107) 

44,700 
(106) 

4,650 
(94.9) 

51,900 
(99.9) 

0.1 
5,450 
(85.0) 

42,700 
(98.6) 

5,880 
(98.8) 

43,500 
(103) 

4,120* 
(84.0) 

52,000 
(100) 

0.5 
4,050* 
(63.2) 

40,800 
(94.3) 

4,870 
(81.8) 

42,800 
(101) 

3,950* 
(80.5) 

51,700 
(99.5) 

1.0 
2,580* 
(38.7) 

31,000* 
(71.7) 

3,330* 
(56.0) 

34,300* 
(81.0) 

1,330* 
(27.2) 

47,400* 
(91.1) 

3.5 
540* 
(8.4) 

13,900* 
(32.1) 

723* 
(12.1) 

17,300* 
(41.0) 

135* 
(2.7) 

16,100* 
(31.0) 

注）上段は活性値（U/L）、下段括弧内は対照群に対する%を示す。 
*：p<0.05（Dunnett の多重比較検定） 

 
表 48 代謝物 Yの反復経口投与後における ChE 活性 

投与量 
(mg/kg 体重/日) 

幼若ラット 成熟ラット 

雄 雌 雌 

赤血球 脳 赤血球 脳 赤血球 脳 

0 6,410 43,300 5,950 42,300 4,900 52,000 

0.01 
5,850 
(91.2) 

43,400 
(100) 

5,160 
(86.8) 

44,300 
(105) 

5,230 
(107) 

51,500 
(99.0) 

0.5 
1,010* 
(15.8) 

43,000 
(99.4) 

813* 
(13.7) 

38,800 
(91.7) 

619* 
(12.6) 

51,200 
(98.4) 

注）上段は活性値（U/L）、下段括弧内は対照群に対する%を示す。 
*：p<0.05（Dunnett の多重比較検定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 49 クロルピリホス及び代謝物 Yの反復経口投与における血中薬物濃度（ng/g） 

投与量 
(mg/kg  
体重/日) 

幼若ラット 成熟ラット 

クロルピ

リホス 
代謝物 B 代謝物 Y 

クロルピ

リホス 
代謝物 B 代謝物 Y 

クロルピリホス投与 

0 
<LLQ(2), 
0.181(1) 

<LLQ(1), 
3.77 

<LLQ <LLQ <LLQ <LLQ 

0.05 0.12 11.7 <LLQ <LLQ 23.2 <LLQ 

0.1 0.2 30.7 <LLQ <LLQ 26.5 <LLQ 

0.5 0.6 126 <LLQ 
<LLQ(2), 
0.16(2) 

196 <LLQ 

1.0 1.69 252 <LLQ 0.54 352 <LLQ 

3.5 8.83 951 <LLQ 2.21 1,810 <LLQ 

代謝物 Y 投与 

0 
<LLQ(2), 
0.181(1) 

<LLQ(1), 
3.77(2) 

<LLQ <LLQ <LLQ <LLQ 

0.01 <LLQ 7.32 
<LLQ(3), 
0.107(1) 

<LLQ 4.83 <LLQ 

0.5 <LLQ 144 <LLQ <LLQ 301 <LLQ 
LLQ：定量下限、( )：該当動物数 

 
（９）28 日間免疫毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌 10 匹）を用いた混餌（原体：0、0.4、2.0 及び 10 mg/kg
体重/日）投与による 28 日間免疫毒性試験が実施された。 

0.4 mg/kg 体重/日以上投与群で赤血球 ChE 活性阻害（46.3%～99.8%、投与

28 日後）が、10 mg/kg 体重/日投与群で脳 ChE 活性阻害（71.8%、投与 28 日後）

が認められた。 
SRBC 特異的抗 IgM 濃度について、2.0 及び 10 mg/kg 体重/日投与群で対照群

に比べ約 64%及び 41%の低下が認められたが、統計学的有意差及び用量相関性

は認められなかった。この低下については、対照群の変動（背景値を超える高値）

が認められたこと、また、他の免疫関連項目（脾及び胸腺重量、血液学的検査等）

への影響が認められないことから、生物学的意義は不明であり、検体の免疫毒性

は明確にはならなかった。（参照 87、97） 

 



Ⅲ．食品健康影響評価 

参照に挙げた資料を用いて農薬「クロルピリホス」の食品健康影響評価を実施し

た。なお、今回、植物体内運命試験（かんきつ、キャベツ等）、単回投与（ヒト）

②、幼若及び成熟ラットにおける ChE 活性阻害の比較試験等が新たに提出された。 
14C で標識したクロルピリホスを用いた動物体内運命試験の結果、ラットに経口

投与されたクロルピリホスの吸収率は少なくとも 80%と推定された。投与後は各組

織に速やかにかつ低レベルで分布し、未変化のクロルピリホス及び代謝物は体内に

蓄積しないと考えられた。尿中から代謝物 B 並びに B のグルクロン酸抱合体及び

硫酸抱合体が同定され、推定代謝経路はクロルピリホスからジエチルホスホロチオ

エートが加水分解されて代謝物 B が生成し、B が未変化又はグルクロン酸抱合体若

しくは硫酸抱合体の形で排泄される経路と考えられた。主に尿中に排泄され、約

90%TAR が排泄された。 
乳牛を用いた動物体内運命試験において、糞に投与量の 17%が排泄されたが、休

薬後 2～4 日の糞からは検出されなかった。尿及び乳汁中からは検出されなかった。

クロルピリホスは胃液及び肝臓切片中でも安定であった。 
14C で標識したクロルピリホスを用いたヤギ及びニワトリにおける動物体内運命

試験が実施された結果、ヤギの尿及び糞中に 79%TAR～89%TAR、乳汁及び組織

中に 2%TAR、ニワトリの尿及び糞中に 88%TAR～94%TAR の放射能が認められ

た。主要組織における主要成分は、未変化のクロルピリホス及び代謝物 B であった。 
サルを用いた動物体内運命試験では、尿中に未変化のクロルピリホスは検出され

ず、主要代謝物は B であった。 
植物体内運命試験の結果、10%TRR を超える代謝物として B が認められた。 
クロルピリホスを分析対象化合物とした作物残留試験の結果、クロルピリホスの

最大残留値は、最終散布 7 日後に収穫した茶（荒茶）の 26.3 mg/kg であった。畜

産物残留試験の結果、クロルピリホスの最大残留値は、ウシの腎臓における 4.2 g/g
であり、ウシの乳汁、ブタの筋肉及び鶏卵においては 0.03 g/g 以下であった。魚

介類における最大推定残留値は 0.302 mg/kg であった。 
各種毒性試験結果から、クロルピリホス投与による主な影響は脳及び赤血球 ChE

活性阻害であった。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認め

られなかった。 
ラットを用いた慢性毒性試験の ChE 活性阻害値は、阻害率にばらつきがみられ、

信頼性が乏しいと判断され参考値とされたが、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発
がん性併合試験において妥当な測定値が得られており、ラットの長期投与における

ChE 活性阻害の評価は可能であると考えられた。 
イヌの亜急性毒性試験の無毒性量は 0.01 mg/kg 体重/日であったが、当該試験の

最小毒性量が 0.22 mg/kg 体重/日であること、より長期の 1 及び 2 年間慢性毒性試

験で 0.1 mg/kg 体重/日であることから、本剤のイヌにおける無毒性量は 0.1 mg/kg
体重/日と考えた。 



ヒトへの反復投与による影響検討ではいずれの群においても血液学、生化学的検

査及び尿検査の項目に異常は認められなかった。0.1 mg/kg 体重投与群の一人に風

邪に類似した症状がみられたが、投与中止後に回復した。サルの試験結果について

は、使用した動物の匹数が少なくデータの信頼性が不十分であると判断し、参考資

料とした。また、ヒトの反復投与による影響検討においては、①男性のみによる試

験であり例数も 1 群 4 人と少ないこと、②投与 9 日目の時点で血漿 ChE 活性が低

下傾向を示しており、投与を継続した場合に最高用量群で赤血球 ChE 活性が阻害

される可能性が否定できないことから、これらを総合的に勘案し、サル及びヒトの

試験結果は一日摂取許容量（ADI）の設定根拠に含めないこととした。 
畜産動物を用いた体内運命試験及び植物体内運命試験の結果、10%TRR を超え

る代謝物として B が認められたが、ラットにおいても検出されることから、農産物、

畜産物及び魚介類における暴露評価対象物質をクロルピリホス（親化合物のみ）と

設定した。 
各試験における無毒性量等は表 50 に、単回経口投与により惹起される可能性の

ある毒性影響等は表 51 に示されている。 
ラットを用いた発達神経毒性試験で母動物の無毒性量が設定できなかったが、よ

り低い用量で、より長期に実施された 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験及び 2 世

代繁殖試験において無毒性量が得られている。食品安全委員会は、無毒性量のうち

最小値がラットを用いた慢性毒性/発がん性併合試験及び 2 世代繁殖試験、マウス

を用いた発生毒性試験並びにイヌを用いた慢性毒性試験の 0.1 mg/kg 体重/日であ

ったので、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.001 mg/kg 体重/日を ADI
と設定した。 
また、クロルピリホスの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対

する無毒性量のうち最小値は、幼若及び成熟ラットにおける ChE 活性阻害の比較

試験及びイヌにおける AChE 活性阻害試験で得られた赤血球 ChE 活性阻害に対す

る無毒性量の 0.5 mg/kg 体重であったが、ヒトにおける単回投与②で AChE 活性阻

害に対する無毒性量として 1.0 mg/kg 体重が得られており、赤血球 AChE 活性阻害

は最も感受性が高いと考えられたことから、これを根拠として、安全係数 10（ヒ

トの試験であるため種差：1、個体差：10）で除した 0.1 mg/kg 体重を急性参照用

量（ARfD）と設定した。 

 
ADI 0.001 mg/kg 体重/日 
（ADI 設定根拠資料①） 慢性毒性/発がん性併合試験 
（動物種） ラット 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 
（ADI 設定根拠資料②） 繁殖試験 
（動物種） ラット 



（期間） 2 世代 
（投与方法） 混餌 
（ADI 設定根拠資料③） 発生毒性試験② 
（動物種） マウス 
（期間） 妊娠 6～15 日 
（投与方法） 強制経口 
（ADI 設定根拠資料④） 慢性毒性試験 
（動物種） イヌ 
（期間） 1 及び 2 年間 
（投与方法） 混餌 

  
（無毒性量） 0.1 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 100 
  
ARfD 0.1 mg/kg 体重 
（ARfD 設定根拠資料） 単回投与② 
（動物種） ヒト 
（期間） 単回 
（投与方法） 経口 
（無毒性量） 1.0 mg/kg 体重 
（安全係数） 10 

 
暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認す

ることとする。 
1982 年に FAO/WHO 合同残留農薬専門委員会（JMPR）は、各種毒性試験成績

から、脳 ChE 活性阻害に対する無毒性量を 1 mg/kg 体重/日、赤血球 ChE 活性阻

害に対する無毒性量を 0.1 mg/kg 体重/日としている。その上で、脳 ChE 活性阻害

に対する無毒性量 1 mg/kg 体重/日については、ラット、マウス及びイヌにおける

試験成績を安全係数 100 で除し、赤血球 ChE 活性阻害に対する無毒性量 0.1 mg/kg
体重/日については、ヒト試験成績を優先し、ヒト志願者における試験成績を安全係

数 10 で除して ADI を 0.01 mg/kg 体重/日と設定している。 
しかし、食品安全委員会は、［Ⅱ.14.(3)］のとおり、ヒト志願者における投与

試験成績を採用しないとの合意を得た上で、従来我が国では有機リン剤の ADI 設

定の際に赤血球 ChE 活性阻害がエンドポイントとして採用されていたという経緯

との整合性を鑑みて、各試験の無毒性量の最小値であり、赤血球 ChE 活性阻害に

対する無毒性量でもある 0.1 mg/kg 体重/日を ADI 設定根拠とし、安全係数を 100
としたものである。 

 



＜参考＞ 
＜JMPR、1999 年＞ 

ADI 0.01 mg/kg 体重/日 

  
（ADI 設定根拠資料①） 慢性毒性/発がん性併合試験 
（動物種） ラット 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 
（ADI 設定根拠資料②） 繁殖試験 
（動物種） ラット 
（期間） 2 世代 
（投与方法） 混餌 
（ADI 設定根拠資料③） 発生毒性試験 
（動物種） マウス 
（期間） 妊娠 6～15 日 
（投与方法） 混餌 
（ADI 設定根拠資料④） 慢性毒性試験 
（動物種） イヌ 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 

  
（無毒性量） 1 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 100 
  
（ADI 設定根拠資料⑤） 反復投与 
（動物種） ヒト 
（期間） 9 日間 
（投与方法） 経口 
（無毒性量） 0.1 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 10 

 
ARfD 0.1 mg/kg 体重 
（ARfD 設定根拠資料） 単回投与 
（動物種） ヒト 
（期間） 単回 
（投与方法） 経口 
（無毒性量） 1 mg/kg 体重 
（安全係数） 10 



 
＜EPA、2011 年＞ 

cRfD 0.0003 mg/kg 体重/日 
（cRfD 設定根拠資料） 発達神経毒性試験 
（動物種） ラット 
（期間） 妊娠 6～20 日 
（投与方法） 強制経口 
（無毒性量） 0.03（BMDL10） 
（不確実係数） 100 

 
aRfD 0.0036 mg/kg 体重 
（aRfD 設定根拠資料） ChE 活性阻害比較試験 
（動物種） ラット 
（期間） 単回 
（投与方法） 強制経口 
（無毒性量） 0.36（BMDL10） 
（不確実係数） 100 

 
＜EFSA、2014 年＞ 

ADI 0.001 mg/kg 体重/日 

  
（ADI 設定根拠資料①） 慢性毒性/発がん性併合試験 
（動物種） ラット 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 
（ADI 設定根拠資料②） 慢性毒性試験 
（動物種） イヌ 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 

  
（無毒性量） 0.1 
（安全係数） 100 

 
ARfD 0.005 mg/kg 体重 

（ARfD 設定根拠資料） ChE 活性阻害比較試験 
（動物種） ラット 
（期間） 単回 
（投与方法） 強制経口 



（無毒性量） 0.5 
（安全係数） 100 

 
＜オーストラリア、2017 年＞ 

ADI 0.003mg/kg 体重/日 
（ADI 設定根拠資料） 反復投与 
（動物種） ヒト 
（期間） 28 日間 
（投与方法） 経口 
（無毒性量） 0.03 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 10 

 
ARfD 0.1 mg/kg 体重 
（ARfD 設定根拠資料） 単回投与 
（動物種） ヒト 
（期間） 単回 
（投与方法） 経口 
（無毒性量） 1 mg/kg 体重 
（安全係数） 10 

（参照 98～102） 



表 50 各試験における無毒性量等  

動物種 1) 試験 
投与量 

(mg/kg 体重/日) 
無毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
最小毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
備考 2) 

ラット 90 日間 
亜急性 

毒性試験① 

0､0.1､1.0､5.0､15 雄：0.1 
雌：0.1 

雄：1.0 
雌：1.0 

雌雄：赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上） 

90 日間 
亜急性 

毒性試験② 

0､4､8､16､31､63､125､
250､500 ppm 

雄：31 ppm 
雌：31 ppm 

雄：63 ppm 
雌：63 ppm 

雌雄：体重増加抑制等 

0.2､0.4､0.8､1.55､3.15､
6.25､12.5､25（計算値） 

90 日間 
亜急性神経 
毒性試験 

0､0.1､1.0､5.0､15.0 雄：4.95 
雌：0.96 

雄：15.3 
雌：4.95 

雄：自発運動量減少 
雌：会陰部の汚れ 雄：0､0.095､0.96､4.95､ 

15.3 
雌：0､0.12､0.96､4.95､ 
14.9 

6 か月間 
慢性 

毒性試験 

0､0.03､0.15､0.75 雄：0.15 
雌：0.15 

雄：0.75 
雌：0.75 

雌雄：赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上） 

2 年間 
慢性毒性/ 
発がん性 
併合試験 

0､0.05､0.1､1.0､10 雄：0.1 
雌：1.0 

雄：1.0 
雌：10 

雄：赤血球中 ChE 活性阻

害（20%以上）等 
雌：脳 ChE 活性阻害（20%
以上）等 
(発がん性は認められない) 

2 世代 
繁殖試験 

0､0.1､1.0､5.0 親動物 
 P 雄：0.1 
  P 雌：0.1 

F1雄：0.1 
F1雌：0.1 

児動物 
 P 雄：1.0 
 P 雌：1.0 
 F1雄：5.0 
  F1雌：5.0 

親動物 
 P 雄：1.0 
  P 雌：1.0 

F1雄：1.0 
F1雌：1.0 

児動物 
 F1雄：5.0 
 F1雌：5.0 
 F2雄：－ 
  F2雌：－ 

親動物 
雌雄：赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上） 
児動物 
生存率低下及び体重増加

抑制 
(繁殖能に対する影響は認

められない) 
 

発生毒性 
試験① 

0､0.1､3.0､15 母動物：0.1 
胎児：15 

母動物：3.0 
胎児：－ 

母動物：赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上） 
胎児：毒性所見なし 
(催奇形性は認められない) 

発生毒性 
試験② 

0､0.5､2.5､15 母動物：2.5 
胎児：2.5 

母動物：15 
胎児：15 

母動物：振戦等 
胎児：着床後胚死亡増加 
(催奇形性は認められない) 

発達神経 
毒性試験 

0､0.3､1.0､5.0 母動物：－ 
児動物：1.0 

母動物：0.3 
児動物：5.0 

母動物：赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上） 
児動物：体重増加抑制等 
(発達神経毒性は認められ

ない) 
マウス 

90 日間 
亜急性 

毒性試験① 

0､4､8､16､31､63､125､ 
250､500 ppm 

雄：63 ppm 
雌：125 ppm 

雄：125 ppm 
雌：250 ppm 

雄：死亡例 
雌雄：体重増加抑制 

0.6､1.2､2.4､4.65､9.45､
18.8､37.5､75（計算値） 



動物種 1) 試験 
投与量 

(mg/kg 体重/日) 
無毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
最小毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
備考 2) 

90 日間 
亜急性 

毒性試験② 

0､5､50､200､400､800  
ppm 

雄：50 ppm 
雌：5 ppm (0.7 
mg /kg 体重/日
に相当) 

雄：200 ppm 
雌：50 ppm 

雌雄：脳 AChE 活性阻害

（20%以上） 

2 年間 
発がん性 
試験 

0､0.5､5､15 ppm 雄：1.48 
雌：1.51 

雄：－ 
雌：－ 

毒性所見なし 
(発がん性は認められない) 雄：0､0.045､0.460､1.48 

雌：0､0.049､0.490､1.51 

18 か月間 
発がん性 

試験 

0､5､50､250 ppm 雄：0.7-1.1 
雌：0.7-1.2 

雄：6.1-12 
雌：6.6-12 

雌雄：赤血球及び脳 ChE
活性阻害（20%以上） 
(発がん性は認められない) 

雄： 0 ､ 0.7-1.1 ､ 6.1-12 ､

32-55 
雌： 0 ､ 0.7-1.2 ､ 6.6-12 ､

34-62 

発生毒性 
試験① 

0､1.0､10､25 母動物：－ 
胎児：10 

母動物：1.0 
胎児：25 

母動物：赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上）等 
胎児：体重減少等 
(催奇形性は認められない) 

発生毒性 
試験② 

0､0.1､1.0､10 母動物：0.1 
胎児：10 

母動物：1.0 
胎児：－ 

母動物：赤血球 ChE 活性

阻害（20%以上） 
胎児：毒性所見なし 
(催奇形性は認められない) 

イヌ 90 日間 
亜急性 

毒性試験① 

0､20､60､200 ppm 雌：－ 
雄：－ 

雄：0.8 
雌：0.8 

雌雄：赤血球 ChE 活性阻

害（阻害率不明） 0､0.8､1.8､3.4 

90 日間 
亜急性 

毒性試験② 

0､0.01､0.22､5 雄：0.01 
雌：0.01 

雄：0.22 
雌：0.22 

雌雄：赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上） 

1 年間 
慢性毒性 
試験 

0､0.01､0.03､0.1､1.0､3.0 雄：0.1  
雌：0.1 

雄：1.0 
雌：1.0 

雌雄：赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上） 

2 年間 
慢性毒性 
試験 

0､0.01､0.03､0.1､1.0､3.0 雄：0.1 
雌：0.1 

雄：1.0 
雌：1.0 

雌雄：赤血球 ChE 活性阻

害（20%以上） 

ウサギ 
発生毒性 
試験 

0､1､9､81､140 母動物：81 
胎児：81 

母動物：140 
胎児：140 

母動物：体重増加抑制 
胎児：頭臀長短縮等 
(催奇形性は認められない) 

ADI 
NOAEL：0.1 
SF：100 
ADI：0.001 

ADI 設定根拠資料 
ラット慢性毒性/発がん性併合試験及び 2 世代繁殖試験 
マウス発生毒性試験② 
イヌ慢性毒性試験 

－：無毒性量又は最小毒性量は設定できなかった。 
1)：サルとヒトにおける無毒性量の値は ADI 設定根拠に含めなかった。（各試験の項参照） 
2)：備考欄に最小毒性量で認められた所見の概要を示す。 

 



表 51 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等 

動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重又は

mg/kg 体重/日） 

無毒性量及び急性参照用量設定に 
関連するエンドポイント 1) 

（mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日） 

ラット 

一般薬理試験 
（中枢神経・ 
一般状態） 

雄：0、5、15、50、150、
500 

雄：5 
 
雄：感受性の低下及び縮瞳 

一般薬理試験 
（中枢神経・ 
体温） 

雄：0、5、15、50 雄：15 
 
雄：体温低下 

一般薬理試験 
（自律神経・ 
瞳孔径） 

雄：0、5、15、50 雄：5 
 
雄：有意な縮瞳 

急性毒性試験 
雌雄：63、126、252、
500 

雌雄：－ 
 
雄：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） 

急性神経毒性 
雌雄：0、10、50、100 雌雄：10 

 
雌雄：自発運動量減少等 

全血中クロルピ

リホス及び代謝

物濃度並びに血

漿及び脳ChE活

性の経時的推移 

雄：0、0.5、1、5、10、
50、100 

雄：10 
 
雄：脳 ChE 活性阻害（20%以上） 

ChE 及び NTE
活性阻害試験 

雌：0、0.5、1、5、10、
50、100 

雌：5 
 
雌：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） 

幼若及び成熟ラ

ットにおける

ChE 活性阻害の

比較 

幼若雌雄：0、0.05、
0.1、0.5、2、5 
成熟雌：0、0.05、0.1、
0.5、2、10 

雌雄：0.5 
 
雌雄：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） 

マウス 

一般薬理試験 
（一般状態） 

雄：0、1、3、10、30、
100、300 

雄：3 
 
雄：自発運動低下 

発生毒性試験① 
0、1.0、10、25 母動物：1.0 

 
母動物：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） 

イヌ 
AChE 活性阻害

試験 

雌雄：0、0.5、1.0、2.0 雄：0.5 
 
雄：赤血球 ChE 活性阻害（20%以上） 

ウサギ 急性毒性試験 
雄：800、900、1,000、
1,250、1,500 

雄：－ 
 
雄：縮瞳 

ヒト 単回投与② 
男性及び女性：0、0.5、
1.0（第一段階）、0、2.0
（第二段階） 

1.0 
 
赤血球 AChE 活性阻害（20%以上） 

ARfD NOAEL：1.0 



動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重又は

mg/kg 体重/日） 

無毒性量及び急性参照用量設定に 
関連するエンドポイント 1) 

（mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日） 
SF：10 
ARfD：0.1 

ARfD 設定根拠資料 ヒト単回投与② 

注） ARfD：急性参照用量 SF：安全係数 NOAEL：無毒性量  
－：無毒性量は設定できなかった 
1) ：最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。  



＜別紙 1：代謝物/分解物略称＞ 

記号 略称 化学名 

B 
トリクロロ 

ピリジノール 
3,5,6-トリクロロ-2-ピリジノール 

D － O-3,5,6-トリクロロ-2-ピリジルホスフェート 

E 
メトキシ 

ピリジン 
3,5,6-トリクロロ-2-メトキシ-ピリジン 

F 脱エチル体 O-エチル-O-3,5,6-トリクロロ-2-ピリジルホスホロチオエート 

G 5-脱クロル体 O,O-ジエチル-O-3,6-ジクロロ-2-ピリジルホスホロチオエート 

H 6-脱クロル体 O,O-ジエチル-O-3,5-ジクロロ-2-ピリジルホスホロチオエート 

I 3-脱クロル体 O,O-ジエチル-O-5,6-ジクロロ-2-ピリジルホスホロチオエート 

Y オキソン体 O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジニル)ホスフェート 

－：参照資料中に略称の記載なし 



＜別紙 2：検査値等略称＞ 

略称 名称 

水産 PEC 水産動植物被害予測濃度 

AChE アセチルコリンエステラーゼ 

ai 有効成分量（active ingredient） 

ALP アルカリホスファターゼ 

ALT 
アラニンアミノトランスフェラーゼ 

［＝グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（GPT）］ 

AST 
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ 

［=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（GOT）］ 

BBCH 
Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt and CHemical industry 

植物成長の段階を表す 

ChE コリンエステラーゼ 

BMDL ベンチマークドーズ信頼下限値 

DT50 土壌中での半減期 

EFSA 欧州食品安全機関 

EPA 米国環境保護庁 

FOB 機能観察総合検査 

FPD 炎光光度検出器 

GC ガスクロマトグラフィー 

Glob グロブリン 

HPLC 高速液体クロマトグラフィー 

JMPR FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議 

LC50 半数致死濃度 

LD50 半数致死量 

NPD 窒素リン検出器 

NTE 神経障害標的エステラーゼ 

PCV 血中血球容積 

RBC 赤血球数 

RT HPLC 保持時間 

SRBC ヒツジ赤血球 

TAR 総投与放射能 

T.Chol 総コレステロール 

TP 総蛋白質 

TRR 総残留放射能 

 



＜別紙 3：作物残留試験成績＞  
作物名 

(分析部位) 
実施年 

試験 
ほ場数 

使用量 
(g ai/ha) 

回数

（回） 
PHI 

（日） 

残留値（mg/kg） 

最高値 平均値 

大豆 
1996 年 

2 533 EC 3 
7 

14 
21 

0.005 
0.005 

<0.005 

0.005* 
0.005* 
<0.005 

小豆 
1999､2000 年 

2 800 EC 2 
7 

14 
21 

0.053 
0.038 
0.039 

0.035 
0.023 
0.023 

ばれいしょ 
1998 年 

2 375EC 3 
7 

14 
21 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

かんしょ 
1994 年 

2 2700 G 
1 
2 
3 

113-132 
30 
30 

0.007 
0.019 
0.026 

0.006* 
0.010* 
0.012* 

てんさい(根部) 
1994､1995 年 

7 320EC 2 

29 
30 
45 
60 

0.030 
0.050 
0.021 
0.021 

0.025 
0.022* 
0.013* 
0.013* 

だいこん(根部) 
2000 年 

1 
1 

2,700 G 1 
1 

50 
69 

<0.005 
0.063 

<0.005 
0.036 

だいこん(葉部) 
2000 年 

1 
1 2,700 G 1 

1 
50 
69 

<0.005 
0.016 

<0.005 
0.013 

さとうきび 
1998 年 

2 2,700 G 
1 
2 
3 

228-245 
118-120 
88-99 

<0.01 
<0.01 
0.02 

<0.010* 
<0.010 
0.010* 

きゃべつ 
2000 年 

2 300 G 3 
14 
28 
42 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.008 
<0.008 
<0.008 

たまねぎ 
2000､2003 年 

2 
4 
4 
2 

500～800 EC 2 

7 
14 
21 
28 

0.006 
0.014 
<0.01 
<0.01 

0.005* 
0.008* 
<0.006 
<0.008 

みかん 
(果肉) 

1972 年 
2 

800～2,000 EC 
g ai/ha 
（散布） 

+ 
600～800 EC 

g ai/ha 
(樹幹塗布) 

 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

31 
34 
61 
62 
31 
34 
61 
62 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 

みかん 
(果皮) 

1972 年 
2 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

31 
34 
61 
62 
31 
34 
61 
62 

0.404 
0.346 
0.310 
0.385 
0.560 
0.552 
0.401 
0.475 

0.382 
0.328 
0.296 
0.369 
0.458 
0.530 
0.343 
0.351 

みかん(ジュース) 
1972 年 

2 4 61 
62 

0.006 
0.009 

0.006 
0.009 

みかん 
(果肉) 

1973 年 
2 1,330～1,600EC 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

16 
19 
29 
34 
16 
19 
29 
34 

0.001 
0.003 
0.008 
0.002 
0.002 
0.003 
0.009 
0.003 

0.001* 
0.002* 
0.005* 
0.002* 
0.002* 
0.002* 
0.005* 
0.002* 



作物名 
(分析部位) 
実施年 

試験 
ほ場数 

使用量 
(g ai/ha) 

回数

（回） 
PHI 

（日） 

残留値（mg/kg） 

最高値 平均値 

みかん 
(果皮) 

1973 年 
2 1,330～1,600EC 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

16 
19 
29 
34 
16 
19 
29 
34 

0.802 
1.09 
1.48 
0.759 
1.48 
1.66 
1.14 
1.17 

0.461 
1.001 
0.685 
0.713 
1.26 
1.58 
1.08 
1.01 

みかん(果肉) 
1997､1998 年 

2 1,500SP 2 14 
28 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

みかん(果皮) 
1997､1998 年 

2 1,500SP 2 14 
28 

2.19 
1.71 

1.78 
1.04 

夏みかん 
1995 年 

2 2,000EC 1 
60 
90 
120 

0.421 
0.278 
0.069 

0.355 
0.199 
0.044 

ゆず 
1995 年 

2 2,000EC 1 
60 
90 
120 

0.014 
0.053 
0.082 

0.010* 
0.031 
0.051 

りんご 
(果実) 

1969 年 
2 7.5SP g ai/樹 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

7 
14 
17 
21 
28 
46 
7 

14 
30 
31 
45 

0.109 
0.143 
0.072 
0.102 
0.068 
0.029 
0.116 
0.226 
0.072 
0.173 
0.052 

0.101 
0.129 
0.047 
0.054 
0.037 
0.023 
0.061 
0.107 
0.064 
0.119 
0.041 

りんご(果実) 
1974 年 

2 1,350 SP 5 
7 

14 
21 

0.208 
0.193 
0.179 

0.119 
0.099 
0.089 

りんご 
(果実(果梗、花おち、

しん及び果梗の基部

を除いたもの)) 
2015 年 

4 

800～875SP 

又は 1,043～
1,250 SP 

1 

45 
59 
60 
90 
119 
187 
189 
193 

0.06 
<0.01 
0.04 
0.02 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

0.03* 
<0.01 
0.03 
0.01* 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

りんご 
(果実(果梗を除いた

もの)) 
2015 年 

4 1 

45 
59 
60 
90 
119 
187 
189 
193 

0.18 
<0.01 
0.10 
0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

0.07 
<0.01 
0.07 
0.01* 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

なし(果実) 
1988、1992 年 

4 1,130 SP 3 
14 
21 
28 

0.231 
0.207 
0.130 

0.146 
0.099 
0.052 

もも 
(果肉) 

1973 年 
2 5 SP g ai/樹 

3 
3 
5 
5 

15 
30 
15 
30 

0.019 
0.006 
0.026 
0.006 

0.015 
0.005 
0.018 
0.005 



作物名 
(分析部位) 
実施年 

試験 
ほ場数 

使用量 
(g ai/ha) 

回数

（回） 
PHI 

（日） 

残留値（mg/kg） 

最高値 平均値 

もも 
(果肉) 

1973 年 
2 450 SP 

3 
3 
5 
5 

15 
30 
15 
30 

0.011 
<0.005 
0.009 

<0.005 

0.008 
0.004* 
0.006 

<0.003 

もも 
(果皮) 

1973 年 
2 5 SP g ai/樹 

3 
3 
5 
5 

15 
30 
15 
30 

2.17 
0.614 
1.93 
0.281 

1.95 
0.419 
1.54 

0.216 

もも 
(果皮) 

1973 年 
2 450 SP 

3 
3 
5 
5 

15 
30 
15 
30 

2.63 
0.579 
1.77 
0.128 

2.04 
0.438 
1.53 

0.112 

ネクタリン 
2003 年 

2 750 SP 2 
7 

14 
21 

0.69 
0.32 
0.24 

0.485 
0.250 
0.155 

すもも 
1993 年 

2 1,000～1,250SP 2 
14 
21 
30 

0.051 
0.045 
0.012 

0.033 
0.022 
0.008* 

ブルーベリー 
2003 年 

2 500～1,880SP 2 
14 
21 

0.35 
0.20 

0.22 
0.12 

ぶどう(果実) 
1972､1973 年 

2 
12,000～
16,000EC 

1 136 
148 

<0.005 
0.005 

<0.003 
0.005* 

ぶどう(果実) 
1972 年 

1 8 EC g ai/樹 1 148 <0.005 <0.003 

かりん 
2004 年 

2 
3.75～5EC 

g ai/樹 
2 

14 
21 
30 

0.23 
0.18 
0.13 

0.19 
0.15 
0.11 

茶 
(製茶) 

1975 年 
2 800EC 

1 
1 
1 
1 
2 

7 
14 
21 
28 
14 

8.04 
0.97 
0.32 
0.25 
1.52 

7.10 
0.60 
0.25 
0.17 
0.94 

茶 
(荒茶) 

1992 年 
2 800EC 2 

7 
14 
21 

26.3 
4.24 
0.942 

23.2 
3.16 

0.560 
茶 

(浸出液) 
1992 年 

4 800EC 2 
7 

14 
21 

0.535 
0.96 
0.025 

0.376 
0.057 
0.017* 

ai：有効成分量、PHI：最終使用から収穫までの日数、SP：水和剤、EC：乳剤、G：粒剤 
    ・一部に検出限界以下を含むデータの平均を計算する場合は検出限界値を検出したものとして計算し、＊印を付した。 
    ・全てのデータが検出限界以下の場合は検出限界値の平均に<を付して記載した。 

 



＜別紙 4：畜産物残留試験成績＞ 

動物種 
動物数/群 

投与濃度(ppm)又は 
投与量(mg/kg 体重/日) 

投与方法 
試料 試料 

採取日 残留値（g/g） 

ヘレフォード種 
交雑子牛 
雌 3 

3 ppm 
30日間強制経口投与 

筋肉 

最終投与後 

<0.01 
肝臓 <0.01 
腎臓 <0.01 

大網脂肪 0.01～0.04 
腎臓周囲脂肪 0.01～0.03 
皮下脂肪 <0.01～0.03 

10 ppm 
30日間強制経口投与 

筋肉 

最終投与後 

<0.01～0.02 
肝臓 <0.01～0.02 
腎臓 <0.01 

大網脂肪 0.07～0.10 
腎臓周囲脂肪 0.09～0.14 
皮下脂肪 0.06～0.15 

30 ppm 
30日間強制経口投与 

筋肉 

最終投与後 

0.01～0.02 
肝臓 <0.01～0.01 
腎臓 <0.01～0.01 

大網脂肪 0.31～0.75 
腎臓周囲脂肪 0.41～0.99 
皮下脂肪 0.18～0.51 

100 ppm 
30日間強制経口投与 

筋肉 

最終投与後 

0.11～0.29 
肝臓 <0.01～0.02 
腎臓 <0.01～0.02 

大網脂肪 2.0～2.6 
腎臓周囲脂肪 2.4～4.2 
皮下脂肪 2.5～3.8 

100 ppm 
30日間混餌投与 大網脂肪 

最終投与 
7日後 

0.81 

最終投与 
14日後 

0.32 

最終投与 
21日後 

0.23 

最終投与 
28日後 

0.07 

最終投与 
35日後 

0.02 

乳牛 
（品種不明） 

雌 3 

3 ppm 
14日間混餌投与 

乳汁 
投与10～13日 

－ 
クリーム <0.01～0.01 

10 ppm 
14日間混餌投与 

乳汁 投与3～13日 <0.01 
クリーム 投与10～13日 0.02～0.04 

30 ppm 
14日間混餌投与 

乳汁 投与3～13日 <0.01～0.02 
クリーム 投与10～13日 0.10～0.15 

乳汁 最終投与 
1～5日後 

<0.01 
クリーム <0.01 



動物種 
動物数/群 

投与濃度(ppm)又は 
投与量(mg/kg 体重/日) 

投与方法 
試料 試料 

採取日 残留値（g/g） 

ランドレース種 
離乳豚 
雄 2 
雌 1 

1 ppm 
30日間混餌投与 

筋肉 

最終投与後 

－ 
肝臓 － 
腎臓 － 

大網脂肪 <0.01～0.01 
腎臓周囲脂肪 <0.01～0.02 
皮下脂肪 <0.01～0.01 

3 ppm 
30日間混餌投与 

筋肉 

最終投与後 

<0.01 
肝臓 <0.01 
腎臓 － 

大網脂肪 <0.01～0.01 
腎臓周囲脂肪 0.01～0.04 
皮下脂肪 0.01～0.03 

10 ppm 
30日間混餌投与 

筋肉 

最終投与後 

0.01～0.03 
肝臓 <0.01～0.01 
腎臓 <0.01 

大網脂肪 0.05～0.18 
腎臓周囲脂肪 0.11～0.18 
皮下脂肪 0.12～0.18 

筋肉 

最終投与 
7日後 

<0.01 
肝臓 <0.01 
腎臓 － 

大網脂肪 <0.01 
腎臓周囲脂肪 <0.01～0.02 
皮下脂肪 0.01～0.03 

筋肉 

最終投与 
21日後 

－ 
肝臓 － 
腎臓 － 

大網脂肪 <0.01 
腎臓周囲脂肪 <0.01 
皮下脂肪 <0.01 

ニワトリ 
（品種不明） 

雌 24 

0.3 ppm 
30日間混餌投与 

筋肉 

最終投与後 

ND 
肝臓 ND 
腎臓 ND 

腹膜脂肪 ND 

1.0 ppm 
30日間混餌投与 

筋肉 

最終投与後 

－ 
肝臓 － 
腎臓 － 

腹膜脂肪 <0.01 

3 ppm 
30日間混餌投与 

筋肉 

最終投与後 

－ 
肝臓 － 
腎臓 － 

腹膜脂肪 <0.01～0.01 

10 ppm 
30日間混餌投与 

筋肉 

最終投与後 

<0.01～0.01 
肝臓 <0.01 
腎臓 <0.01 

腹膜脂肪 0.02～0.05 
10 ppm 

45日間混餌投与 
卵 投与7～45日 <0.01～0.01 



注）‐：データなし ND：検出されず 
＊ヘレフォード種交雑子牛では、代謝物 B が測定されたが定量限界未満であった。 
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